
1 

 

訂正箇所 
原                 文 訂        正        文 

ページ 行 

前見返 

 

  

 

 

（添付別紙 1参照） 

 

（添付別紙 2 参照） 

 

前見返 

 

 

 

 

（添付別紙 3参照） 

 

 

（添付別紙 3 参照） 

 

6 16-21 その評価報告書によると，平均地上気温は1880～2012 

年 において 0.85℃上昇し，極地方などの氷床や氷河の 

質量の減少が観測されている。そして ２ のグラフにあ 

るように、21世紀末には平均地上気温の上昇は 0.3～ 

4.8℃の範囲，海面水位の上昇は 0.26～0.92m の範囲に 

入ることが予測されている。 

その評価報告書によると，2001～20年 の世界平均気温は 

1850～1900年 よりも1.09℃高く，極地方などの氷床や氷 

河の質量の減少が観測されている。そして ２ のグラフに 

あるように、21世紀末には平均地上気温の上昇は 1.0～ 

5.7℃の範囲，海面水位の上昇は 0.28～1.01mの 範囲に入 

ることが予測されている。 

6 下グラフ （添付別紙 4参照） 

 

（添付別紙 4 参照） 

 

8 右下表キャ

プション 

26%削減（2013 年度比）をかかげている。 46%削減（2013 年度比）をかかげている。 

9 注 10 2019 年に離脱を正式通告した（2020 年離脱）。 2019 年に離脱を正式通告した（2020 年離脱）が，2021 年

に復帰している。 

16 左写真キャ

プション 

福島県の県内外への避難者は約 3.7 万人にも達する

（2020 年 8月現在）。 

福島県の県内外への避難者は約 3.5 万人にも達する

（2021 年 7月現在）。 

18 中央地図 （添付別紙 4参照） （添付別紙 4参照） 
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62 左上グラフ （添付別紙 5参照） 添付別紙 5参照） 

 

72 注 3 ③個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法），

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律など

からなる。 

③5 法のうち行政機関個人情報保護法と独立行政法人等

個人情報保護法は，2021 年に個人情報保護法に統合され

た。 

77 下グラフ （添付別紙 5参照 （添付別紙 5参照） 

 

84 右下図 （添付別紙 6参照） 

 

（添付別紙 6 参照） 

 

85 下グラフ （添付別紙 6参照） 

 

（添付別紙 6 参照） 

 

89 下図 （添付別紙 7参照） 

 

（添付別紙 7 参照） 

 

90 左グラフ （添付別紙 7参照） 

 

（添付別紙 7 参照） 

 

98 右上グラフ （添付別紙 8参照） 

 

（添付別紙 8 参照） 

 

102 下イラスト （添付別紙 8参照） 

 

（添付別紙 8 参照） 
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109  （添付別紙 9参照） 

 

（添付別紙 9 参照） 

 

121 下グラフ （添付別紙 10参照） 

 

（添付別紙 10 参照） 

 

126 下グラフ （添付別紙 10参照） 

 

（添付別紙 10 参照） 

 

128 14-18 （添付別紙 11参照） （添付別紙 11参照） 

128 左下グラフ （添付別紙 12 参照） 

 

（添付別紙 12 参照） 

 

128 右下グラフ （添付別紙 12 参照） 

 

（添付別紙 12 参照） 

 

130 下グラフ （添付別紙 13参照） 

 

（添付別紙 13 参照） 

 

135 下グラフ （添付別紙 14参照） 

 

（添付別紙 14 参照） 

 

136 右下グラフ （添付別紙 14 参照） 

 

（添付別紙 14 参照） 
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145 注 11 （民間企業は 2.2％，2020 年度までに 2.3％に引き上

げ予定） 

（民間企業は 2.3％） 

161 右グラフ （添付別紙 14参照） 

 

（添付別紙 14 参照） 

 

166 下グラフ （添付別紙 15参照） 

 

（添付別紙 15 参照） 

 

169 下図 （添付別紙 15参照） 

 

（添付別紙 15 参照） 

 

171 左表 （添付別紙 16参照） 

 

（添付別紙 16 参照） 

 

171 右上表 （添付別紙 16参照） 

 

（添付別紙 16 参照） 

 

171 右下図 （添付別紙 16参照） 

 

（添付別紙 16 参照） 

 

173  下グラフ （添付別紙 17参照） 

 

（添付別紙 17 参照） 

 

175 右下地図 （添付別紙 18参照） 

 

（添付別紙 18 参照） 
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176 下グラフ （添付別紙 18参照） 

 

（添付別紙 18 参照） 

 

177 21-23 その一方で，「アメリカ・ファースト」をとなえるト

ランプ大統領は保護主義の動きを強め，各国との間で

貿易摩擦を引き起こしている。 

 

その一方で，「アメリカ・ファースト」をとなえるトラン

プ大統領は保護主義の動きを強め，各国との間で貿易摩

擦を引き起こした。 

 

177 右下グラフ （添付別紙 19 参照） 

 

（添付別紙 19 参照） 

 

182 左グラフ （添付別紙 19参照） 

 

（添付別紙 19 参照） 

 

182 注 5 47 か国がこれに該当する（2020 年 9月現在）。 46 か国がこれに該当する（2021 年 8 月現在）。 

186 ② 

10‐13 

その後もタリバン勢力と米国を中心とする諸国の間の

戦闘は続いている。 

その後もタリバン勢力と米国を中心とする諸国の間の戦

闘は続いた。 

187 ⑤ 

14‐15 

PKO 活動を展開している。 PKO 活動を展開した。 

191 右上グラフ （添付別紙 20 参照） 

 

（添付別紙 20 参照） 

 

191 右下グラフ （添付別紙 20 参照） 

 

（添付別紙 20 参照） 

 



6 

 

訂正箇所 
原                 文 訂        正        文 

ページ 行 

198 17-19 将来世代に対する負の遺産には，国民全員が一人あた

り約 943 万円の借金を背負うとされる公債残高などの

問題がある。 

将来世代に対する負の遺産には，国民全員が一人あたり

約 986 万円の借金を背負うとされる公債残高などの問題

がある。 

216 民法（抜す

い） 
（添付別紙 21 参照） 

 

（添付別紙 21 参照） 

 

後見返  （添付別紙 22参照） 

 

（添付別紙 22 参照） 
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11 注 20 ⑳日本は 2016 年，2050 年までに温室効果ガスを 80％

削減することをかかげる「地球温暖化対策計画」を策定

した。 

⑳「地球温暖化対策計画」（2021 年改定）では 2050 年ま

でに温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることがかかげ

られている。 

93 右 上 グ

ラフ 
（添付別紙 23 参照） 
 

（添付別紙 23 参照） 
 

93 右 下 グ

ラフ 
（添付別紙 23 参照） 
 

（添付別紙 23 参照） 
 

93 注 4 2017 年の衆議院選挙では最大 1.98 倍，2019 年の参議

院選挙では 3.00 倍であった。 
 

2019 年の参議院選挙では最大 3.00 倍，2021 年の衆議院

選挙では 2.08 倍であった。 

98 左 グ ラ

フ 
（添付別紙 23 参照） 
 

（添付別紙 23 参照） 
 

108  （添付別紙 24 参照） 
 

（添付別紙 24 参照） 
 

175 23 東アジア地域包括的経済連携 
2020 年調印 

東アジア地域包括的経済連携 
2022 年発効 
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109 

 

 

右段 

9-26 

（添付別紙 25 参照） 

 

（添付別紙 25 参照） 

 

 



別紙　　　

原文

1

一人あたりGNI（米ドル）

12536以上
（高所得国）

4046～12535
（中所得国・上位）

1036～4045
（中所得国・下位）

1035以下
（低所得国）
不明

調査年2019年
（世界銀行 “World Development
 　Indicators”）

国連加盟国は黒字
（2020年10月末現在） 
非加盟の独立国は赤字
（　）は属領をあらわす
　　は200海里水域

1

2

3

5

6

7
8

9
10

11

13

14
15

16

17
18

20
19

12
21

22
23

24
4

4 バチカン市国

コソボ

ドイツ
オランダ
イギリス
アイルランド
ベルギー
フランス
スペイン
ポルトガル
ギリシャ

チェコ

ノルウェー
フィンランド
スウェーデン

チュニジア
モロッコ

セネガル
ガンビア
ギニアビサウ
ギニア
シエラレオネ
リベリア
ブルキナファソ
コートジボワール
ガーナ
トーゴ
ベナン
サントメ・プリンシペ
赤道ギニア
ガボン

アンドラ

ルクセンブルク
スイス

アイスランド
デンマーク

イタリア

アルジェリア

マリ

リビア

マルタ

エジプト

スーダン

サウジアラビア

ヨルダン

チャドニジェール
モーリタニア

（西サハラ）

イスラエル
レバノン

ミャンマー

タイ

スリランカ

モルディブ

クウェート

モーリシャス
マダガスカル

コモロ

タンザニア

セーシェル

アンゴラ

カメルーン

ボツワナ

南アフリカ

コンゴ
民主共和国

コンゴ
共和国

ブルンジ
ルワンダ
ケニア

ウガンダ ソマリア

エチオピア中央アフリカ

ナイ
ジェリア

ジブチ

カーボベルデ

ドミニカ共和国
セントクリストファー
 ・ネービス
アンティグア・バーブーダ
ドミニカ
セントルシア
セントビンセント
　・グレナディーン諸島
バルバドス
グレナダ
トリニダード・トバゴ
ガイアナ　

バハマ

ベネズエラ

（フ）
スリナム

ブラジル

ボリビア

ペルー

パラグアイ

アルゼンチン

ウルグアイ

ジャマイカ

ハイチ

ザンビア
ナミビア

マラウイ
モザンビーク
ジンバブエ
エスワティニ
レソト

アラブ首長国連邦
オマーン

バーレーン
カタール

イラク
イラン

ロシア連邦

モンゴル

パキスタン

ラオス

朝鮮民主主義人民共和国
大韓民国

カナダ

アメリカ合衆国

キューバ
メキシコ

コロンビア

エクアドル

チリ

中華人民共和国 日本

フィリピン
ベトナム

ブルネイ

パラオ

シンガポール

カンボジア

ミクロネシア連邦

マーシャル諸島

パプアニューギニア

ソロモン諸島

キリバス

ツバル

ナウル

フィジー

ニュージーランド

オーストラリア
トンガ

サモア
インドネシア 東ティモール

バヌアツ

（フ）

クック諸島
ニウエ

マレーシア

オーストリア
ポーランド
スロバキア
ハンガリー
セルビア

コソボ
ルーマニア

アフガニスタン

インド

シリア
キプロス
トルコ

ブルガリア

ネパール
ブータン
バングラデシュ

ベリーズ
グアテマラ

エルサルバドル
ホンジュラス
ニカラグア
コスタリカ
パナマ

イエメン
エリトリア

（デ）

南スーダン

1 モナコ
2 リヒテンシュタイン
3 サンマリノ
4 バチカン市国

5 スロベニア
6 クロアチア
7 エストニア
8 ラトビア
9 リトアニア

10 ベラルーシ
11 ウクライナ
12 モルドバ
13 ジョージア
14 アルメニア

21 ボスニア・
　　ヘルツェゴビナ
22 北マケドニア
23 モンテネグロ
24 アルバニア

15 アゼルバイジャン
16 カザフスタン
17 ウズベキスタン
18 トルクメニスタン
19 タジキスタン
20 キルギス

国数（197）

アジア 47

24％

59.4％ 17.0％ 7.9％ 8.4％

0.6％

22％ 13％ 15％ 15％ 6％5
％

（2020年6月現在）

（2019年）

（2019年現在）

アフリカ 54 ヨーロッパ 44

北アメリカ 2
オセアニア 16

ロシア 1

中・南アメリカ 
33

面積（13203万Km2）

人口（76億7350万人）

1.9％
4.8％

キルギス
アルメニア
アゼルバイジャン
モルドバ

CIS（10か国）

ロシア連邦
ベラルーシ
カザフスタン
ウズベキスタン
トルクメニスタン
タジキスタン

OECD（37か国）

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
イギリス
フランス
ドイツ
イタリア
ベルギー
オランダ
ルクセンブルク
ノルウェー
スウェーデン
デンマーク
アイスランド
フィンランド
アイルランド
スイス
オーストリア
ギリシャ

ASEAN（10か国）

タイ
マレーシア
フィリピン
インドネシア
シンガポール
ブルネイ
ベトナム
ラオス
ミャンマー
カンボジア

USMCA（3か国）
＊

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ

トルコ
スペイン
ポルトガル
日本
韓国
オーストラリア
ニュージーランド
ポーランド
チェコ
ハンガリー
スロバキア
チリ
スロベニア
イスラエル
エストニア
ラトビア
リトアニア
コロンビア

APEC（21か国・地域）

日本
アメリカ合衆国
カナダ
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
シンガポール
マレーシア

インドネシア
フィリピン
タイ
ブルネイ
中国
台湾
香港
メキシコ

チリ
パプアニューギニア
ロシア連邦
ペルー
ベトナム

●メキシコ
グアテマラ
ベリーズ
ホンジュラス
エルサルバドル
ニカラグア
●パナマ
ハイチ
ドミニカ共和国
バルバドス
トリニダード・トバゴ
バハマ
●キューバ
ジャマイカ

ラテンアメリカ経済機構（26か国）
●はALADI加盟国（13か国）

●チリ
●ペルー
●コロンビア
●エクアドル
スリナム
ガイアナ

●アルゼンチン
●ブラジル
●パラグアイ
●ウルグアイ
●ベネズエラ
●ボリビア

メルコスール
（6か国）
南米南部共同市場

アルジェリア
リビア

エジプト
カタール

OPEC（13か国）

  ベネズエラ
  イラン
  ナイジェリア
  アンゴラ

ガボン
赤道ギニア
コンゴ共和国

イラク
クウェート
サウジアラビア
アラブ首長国連邦

バーレーン
シリア

OAPEC（10か国）EU（27か国）

NATO（30か国）

EFTA（4か国）

マルタ
キプロス

上海協力機構（8か国）

中国
ロシア連邦

カザフスタン
ウズベキスタン

タジキスタン
キルギス

インド
パキスタン

アフリカ圏の全独立国と
西サハラ

アフリカ連合（AU）
（55か国・地域）

カナダ
アメリカ合衆国
イギリス
トルコ
アルバニア
モンテネグロ
北マケドニア

ノルウェー
アイスランド

スイス
リヒテンシュタイン

オランダ
ベルギー
ルクセンブルク
ドイツ
フランス
イタリア
デンマーク
ギリシャ

アイルランド
オーストリア

スペイン
ポルトガル
チェコ
ポーランド
ハンガリー
エストニア
ラトビア
リトアニア

スロバキア
スロベニア
ブルガリア
ルーマニア
クロアチア

フィンランド
スウェーデン

＊2020年にNAFTAに代わって
米国・メキシコ・カナダ協定
（USMCA）が発足した。

オーストリア
ルクセンブルク

アイスランド

デンマーク
アイルランド

ノルウェー

スウェーデン

フィンランド

ベルギー

オランダ
イギリス

モナコ

バチカン市国
サンマリノ

ドイツ

イタリア

ポーランド

エストニア
ラトビア
リトアニア
ベラルーシ

ウクライナ
モルドバ

ジョージア

ロシア

フランス
リヒテンシュタイン

スペイン

ギリシャ

北マケドニア

セルビア
コソボ

モンテネグロ

マルタ
スロベニア
クロアチア

ボスニア・ヘルツェゴビナ

キプロス

ポルトガル
アンドラ

スイス

チェコ
スロバキア
ハンガリー

ルーマニア

トルコ

アルバニア

ブルガリア

ヨーロッパ拡大図

世界の国々とその結合 一人あたりGNI（米ドル）

12536以上
（高所得国）

4046～12535
（中所得国・上位）

1036～4045
（中所得国・下位）

1035以下
（低所得国）
不明

調査年2019年
（世界銀行 “World Development
 　Indicators”）

国連加盟国は黒字
（2020年10月末現在） 
非加盟の独立国は赤字
（　）は属領をあらわす
　　は200海里水域

1

2

3

5

6

7
8

9
10

11

13

14
15

16

17
18

20
19

12
21

22
23

24
4

4 バチカン市国

コソボ

ドイツ
オランダ
イギリス
アイルランド
ベルギー
フランス
スペイン
ポルトガル
ギリシャ

チェコ

ノルウェー
フィンランド
スウェーデン

チュニジア
モロッコ

セネガル
ガンビア
ギニアビサウ
ギニア
シエラレオネ
リベリア
ブルキナファソ
コートジボワール
ガーナ
トーゴ
ベナン
サントメ・プリンシペ
赤道ギニア
ガボン

アンドラ

ルクセンブルク
スイス

アイスランド
デンマーク

イタリア

アルジェリア

マリ

リビア

マルタ

エジプト

スーダン

サウジアラビア

ヨルダン

チャドニジェール
モーリタニア

（西サハラ）

イスラエル
レバノン

ミャンマー

タイ

スリランカ

モルディブ

クウェート

モーリシャス
マダガスカル

コモロ

タンザニア

セーシェル

アンゴラ

カメルーン

ボツワナ

南アフリカ

コンゴ
民主共和国

コンゴ
共和国

ブルンジ
ルワンダ
ケニア

ウガンダ ソマリア

エチオピア中央アフリカ

ナイ
ジェリア

ジブチ

カーボベルデ

ドミニカ共和国
セントクリストファー
 ・ネービス
アンティグア・バーブーダ
ドミニカ
セントルシア
セントビンセント
　・グレナディーン諸島
バルバドス
グレナダ
トリニダード・トバゴ
ガイアナ　

バハマ

ベネズエラ

（フ）
スリナム

ブラジル

ボリビア

ペルー

パラグアイ

アルゼンチン

ウルグアイ

ジャマイカ

ハイチ

ザンビア
ナミビア

マラウイ
モザンビーク
ジンバブエ
エスワティニ
レソト

アラブ首長国連邦
オマーン

バーレーン
カタール

イラク
イラン

ロシア連邦

モンゴル

パキスタン

ラオス

朝鮮民主主義人民共和国
大韓民国

カナダ

アメリカ合衆国

キューバ
メキシコ

コロンビア

エクアドル

チリ

中華人民共和国 日本

フィリピン
ベトナム

ブルネイ

パラオ

シンガポール

カンボジア

ミクロネシア連邦

マーシャル諸島

パプアニューギニア

ソロモン諸島

キリバス

ツバル

ナウル

フィジー

ニュージーランド

オーストラリア
トンガ

サモア
インドネシア 東ティモール

バヌアツ

（フ）

クック諸島
ニウエ

マレーシア

オーストリア
ポーランド
スロバキア
ハンガリー
セルビア

コソボ
ルーマニア

アフガニスタン

インド

シリア
キプロス
トルコ

ブルガリア

ネパール
ブータン
バングラデシュ

ベリーズ
グアテマラ

エルサルバドル
ホンジュラス
ニカラグア
コスタリカ
パナマ

イエメン
エリトリア

（デ）

南スーダン

1 モナコ
2 リヒテンシュタイン
3 サンマリノ
4 バチカン市国

5 スロベニア
6 クロアチア
7 エストニア
8 ラトビア
9 リトアニア

10 ベラルーシ
11 ウクライナ
12 モルドバ
13 ジョージア
14 アルメニア

21 ボスニア・
　　ヘルツェゴビナ
22 北マケドニア
23 モンテネグロ
24 アルバニア

15 アゼルバイジャン
16 カザフスタン
17 ウズベキスタン
18 トルクメニスタン
19 タジキスタン
20 キルギス

国数（197）

アジア 47

24％

59.4％ 17.0％ 7.9％ 8.4％

0.6％

22％ 13％ 15％ 15％ 6％5
％

（2020年6月現在）

（2019年）

（2019年現在）

アフリカ 54 ヨーロッパ 44

北アメリカ 2
オセアニア 16

ロシア 1

中・南アメリカ 
33

面積（13203万Km2）

人口（76億7350万人）

1.9％
4.8％

キルギス
アルメニア
アゼルバイジャン
モルドバ

CIS（10か国）

ロシア連邦
ベラルーシ
カザフスタン
ウズベキスタン
トルクメニスタン
タジキスタン

OECD（37か国）

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
イギリス
フランス
ドイツ
イタリア
ベルギー
オランダ
ルクセンブルク
ノルウェー
スウェーデン
デンマーク
アイスランド
フィンランド
アイルランド
スイス
オーストリア
ギリシャ

ASEAN（10か国）

タイ
マレーシア
フィリピン
インドネシア
シンガポール
ブルネイ
ベトナム
ラオス
ミャンマー
カンボジア

USMCA（3か国）
＊

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ

トルコ
スペイン
ポルトガル
日本
韓国
オーストラリア
ニュージーランド
ポーランド
チェコ
ハンガリー
スロバキア
チリ
スロベニア
イスラエル
エストニア
ラトビア
リトアニア
コロンビア

APEC（21か国・地域）

日本
アメリカ合衆国
カナダ
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
シンガポール
マレーシア

インドネシア
フィリピン
タイ
ブルネイ
中国
台湾
香港
メキシコ

チリ
パプアニューギニア
ロシア連邦
ペルー
ベトナム

●メキシコ
グアテマラ
ベリーズ
ホンジュラス
エルサルバドル
ニカラグア
●パナマ
ハイチ
ドミニカ共和国
バルバドス
トリニダード・トバゴ
バハマ
●キューバ
ジャマイカ

ラテンアメリカ経済機構（26か国）
●はALADI加盟国（13か国）

●チリ
●ペルー
●コロンビア
●エクアドル
スリナム
ガイアナ

●アルゼンチン
●ブラジル
●パラグアイ
●ウルグアイ
●ベネズエラ
●ボリビア

メルコスール
（6か国）
南米南部共同市場

アルジェリア
リビア

エジプト
カタール

OPEC（13か国）

  ベネズエラ
  イラン
  ナイジェリア
  アンゴラ

ガボン
赤道ギニア
コンゴ共和国

イラク
クウェート
サウジアラビア
アラブ首長国連邦

バーレーン
シリア

OAPEC（10か国）EU（27か国）

NATO（30か国）

EFTA（4か国）

マルタ
キプロス

上海協力機構（8か国）

中国
ロシア連邦

カザフスタン
ウズベキスタン

タジキスタン
キルギス

インド
パキスタン

アフリカ圏の全独立国と
西サハラ

アフリカ連合（AU）
（55か国・地域）

カナダ
アメリカ合衆国
イギリス
トルコ
アルバニア
モンテネグロ
北マケドニア

ノルウェー
アイスランド

スイス
リヒテンシュタイン

オランダ
ベルギー
ルクセンブルク
ドイツ
フランス
イタリア
デンマーク
ギリシャ

アイルランド
オーストリア

スペイン
ポルトガル
チェコ
ポーランド
ハンガリー
エストニア
ラトビア
リトアニア

スロバキア
スロベニア
ブルガリア
ルーマニア
クロアチア

フィンランド
スウェーデン

＊2020年にNAFTAに代わって
米国・メキシコ・カナダ協定
（USMCA）が発足した。
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一人あたりGNI（米ドル）

12536以上
（高所得国）

4046～12535
（中所得国・上位）

1036～4045
（中所得国・下位）

1035以下
（低所得国）
不明

調査年2019年
（世界銀行 “World Development
 　Indicators”）

国連加盟国は黒字
（2020年10月末現在） 
非加盟の独立国は赤字

（　）は属領をあらわす
　　は200海里水域
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4 バチカン市国

コソボ

ドイツ
オランダ
イギリス
アイルランド
ベルギー
フランス
スペイン
ポルトガル
ギリシャ

チェコ

ノルウェー
フィンランド
スウェーデン

チュニジア
モロッコ

セネガル
ガンビア
ギニアビサウ
ギニア
シエラレオネ
リベリア
ブルキナファソ
コートジボワール
ガーナ
トーゴ
ベナン
サントメ・プリンシペ
赤道ギニア
ガボン

アンドラ

ルクセンブルク
スイス

アイスランド
デンマーク

イタリア

アルジェリア

マリ

リビア

マルタ

エジプト

スーダン

サウジアラビア

ヨルダン

チャドニジェール
モーリタニア

（西サハラ）

イスラエル
レバノン

ミャンマー

タイ

スリランカ

モルディブ

クウェート

モーリシャス
マダガスカル

コモロ

タンザニア

セーシェル

アンゴラ

カメルーン

ボツワナ

南アフリカ

コンゴ
民主共和国

コンゴ
共和国

ブルンジ
ルワンダ
ケニア

ウガンダ ソマリア

エチオピア中央アフリカ

ナイ
ジェリア

ジブチ

カーボベルデ

ドミニカ共和国
セントクリストファー
 ・ネービス
アンティグア・バーブーダ
ドミニカ
セントルシア
セントビンセント
　・グレナディーン諸島
バルバドス
グレナダ
トリニダード・トバゴ
ガイアナ　

バハマ

ベネズエラ

（フ）
スリナム

ブラジル

ボリビア

ペルー

パラグアイ

アルゼンチン

ウルグアイ

ジャマイカ

ハイチ

ザンビア
ナミビア

マラウイ
モザンビーク
ジンバブエ
エスワティニ
レソト

アラブ首長国連邦
オマーン

バーレーン
カタール

イラク
イラン

ロシア連邦

モンゴル

パキスタン

ラオス

朝鮮民主主義人民共和国
大韓民国

カナダ

アメリカ合衆国

キューバ
メキシコ

コロンビア

エクアドル

チリ

中華人民共和国 日本

フィリピン
ベトナム

ブルネイ

パラオ

シンガポール

カンボジア

ミクロネシア連邦

マーシャル諸島

パプアニューギニア

ソロモン諸島

キリバス

ツバル

ナウル

フィジー

ニュージーランド

オーストラリア
トンガ

サモア
インドネシア 東ティモール

バヌアツ

（フ）

クック諸島
ニウエ

マレーシア

オーストリア
ポーランド
スロバキア
ハンガリー
セルビア

コソボ
ルーマニア

アフガニスタン

インド

シリア
キプロス

トルコ
ブルガリア

ネパール
ブータン
バングラデシュ

ベリーズ
グアテマラ

エルサルバドル
ホンジュラス

ニカラグア
コスタリカ

パナマ

イエメン
エリトリア

（デ）

南スーダン

1 モナコ
2 リヒテンシュタイン
3 サンマリノ
4 バチカン市国

5 スロベニア
6 クロアチア
7 エストニア
8 ラトビア
9 リトアニア

10 ベラルーシ
11 ウクライナ
12 モルドバ
13 ジョージア
14 アルメニア

21 ボスニア・
　　ヘルツェゴビナ
22 北マケドニア
23 モンテネグロ
24 アルバニア

15 アゼルバイジャン
16 カザフスタン
17 ウズベキスタン
18 トルクメニスタン
19 タジキスタン
20 キルギス

国数（197）

アジア 47

24％

59.4％ 17.0％ 7.9％ 8.4％

0.6％

22％ 13％ 15％ 15％ 6％5
％

（2020年6月現在）

（2019年）

（2019年現在）

アフリカ 54 ヨーロッパ 44

北アメリカ 2
オセアニア 16

ロシア 1

中・南アメリカ 
33

面積（13203万Km2）

人口（76億7350万人）

1.9％
4.8％

キルギス
アルメニア
アゼルバイジャン
モルドバ

CIS（10か国）

ロシア連邦
ベラルーシ
カザフスタン
ウズベキスタン
トルクメニスタン
タジキスタン

OECD（38か国）

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
イギリス
フランス
ドイツ
イタリア
ベルギー
オランダ
ルクセンブルク
ノルウェー
スウェーデン
デンマーク
アイスランド
フィンランド
アイルランド
スイス
オーストリア
ギリシャ

ASEAN（10か国）

タイ
マレーシア
フィリピン
インドネシア
シンガポール
ブルネイ
ベトナム
ラオス
ミャンマー
カンボジア

USMCA（3か国）
＊

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ

トルコ
スペイン
ポルトガル
日本
韓国
オーストラリア
ニュージーランド
ポーランド
チェコ
ハンガリー
スロバキア
チリ
スロベニア
イスラエル
エストニア
ラトビア
リトアニア
コロンビア
コスタリカ

APEC（21か国・地域）

日本
アメリカ合衆国
カナダ
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
シンガポール
マレーシア

インドネシア
フィリピン
タイ
ブルネイ
中国
台湾
香港
メキシコ

チリ
パプアニューギニア
ロシア連邦
ペルー
ベトナム

●メキシコ
グアテマラ
ベリーズ
ホンジュラス
エルサルバドル
ニカラグア

●パナマ
ハイチ
ドミニカ共和国
バルバドス
トリニダード・トバゴ
バハマ

●キューバ
ジャマイカ

ラテンアメリカ経済機構（26か国）
●はALADI加盟国（13か国）

●チリ
●ペルー
●コロンビア
●エクアドル
スリナム
ガイアナ

●アルゼンチン
●ブラジル
●パラグアイ
●ウルグアイ
●ベネズエラ
●ボリビア

メルコスール
（6か国）

南米南部共同市場

アルジェリア
リビア

エジプト
カタール

OPEC（13か国）

  ベネズエラ
  イラン
  ナイジェリア
  アンゴラ

ガボン
赤道ギニア
コンゴ共和国

イラク
クウェート
サウジアラビア
アラブ首長国連邦

バーレーン
シリア

OAPEC（10か国）EU（27か国）

NATO（30か国）

EFTA（4か国）

マルタ
キプロス

上海協力機構（8か国）

中国
ロシア連邦

カザフスタン
ウズベキスタン

タジキスタン
キルギス

インド
パキスタン

アフリカ圏の全独立国と
西サハラ

アフリカ連合（AU）
（55か国・地域）

カナダ
アメリカ合衆国
イギリス
トルコ
アルバニア
モンテネグロ
北マケドニア

ノルウェー
アイスランド

スイス
リヒテンシュタイン

オランダ
ベルギー
ルクセンブルク
ドイツ
フランス
イタリア
デンマーク
ギリシャ

アイルランド
オーストリア

スペイン
ポルトガル
チェコ
ポーランド
ハンガリー
エストニア
ラトビア
リトアニア

スロバキア
スロベニア
ブルガリア
ルーマニア
クロアチア

フィンランド
スウェーデン

＊2020年にNAFTAに代わって
米国・メキシコ・カナダ協定

（USMCA）が発足した。
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一人あたりGNI（米ドル）

12536以上
（高所得国）

4046～12535
（中所得国・上位）

1036～4045
（中所得国・下位）

1035以下
（低所得国）
不明

調査年2019年
（世界銀行 “World Development
 　Indicators”）

国連加盟国は黒字
（2020年10月末現在） 
非加盟の独立国は赤字

（　）は属領をあらわす
　　は200海里水域
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4 バチカン市国

コソボ

ドイツ
オランダ
イギリス
アイルランド
ベルギー
フランス
スペイン
ポルトガル
ギリシャ

チェコ

ノルウェー
フィンランド
スウェーデン

チュニジア
モロッコ

セネガル
ガンビア
ギニアビサウ
ギニア
シエラレオネ
リベリア
ブルキナファソ
コートジボワール
ガーナ
トーゴ
ベナン
サントメ・プリンシペ
赤道ギニア
ガボン

アンドラ

ルクセンブルク
スイス

アイスランド
デンマーク

イタリア

アルジェリア

マリ

リビア

マルタ

エジプト

スーダン

サウジアラビア

ヨルダン

チャドニジェール
モーリタニア

（西サハラ）

イスラエル
レバノン

ミャンマー

タイ

スリランカ

モルディブ

クウェート

モーリシャス
マダガスカル

コモロ

タンザニア

セーシェル

アンゴラ

カメルーン

ボツワナ

南アフリカ

コンゴ
民主共和国

コンゴ
共和国

ブルンジ
ルワンダ
ケニア

ウガンダ ソマリア

エチオピア中央アフリカ

ナイ
ジェリア

ジブチ

カーボベルデ

ドミニカ共和国
セントクリストファー
 ・ネービス
アンティグア・バーブーダ
ドミニカ
セントルシア
セントビンセント
　・グレナディーン諸島
バルバドス
グレナダ
トリニダード・トバゴ
ガイアナ　

バハマ

ベネズエラ

（フ）
スリナム

ブラジル

ボリビア

ペルー

パラグアイ

アルゼンチン

ウルグアイ

ジャマイカ

ハイチ

ザンビア
ナミビア

マラウイ
モザンビーク
ジンバブエ
エスワティニ
レソト

アラブ首長国連邦
オマーン

バーレーン
カタール

イラク
イラン

ロシア連邦

モンゴル

パキスタン

ラオス

朝鮮民主主義人民共和国
大韓民国

カナダ

アメリカ合衆国

キューバ
メキシコ

コロンビア

エクアドル

チリ

中華人民共和国 日本

フィリピン
ベトナム

ブルネイ

パラオ

シンガポール

カンボジア

ミクロネシア連邦

マーシャル諸島

パプアニューギニア

ソロモン諸島

キリバス

ツバル

ナウル

フィジー

ニュージーランド

オーストラリア
トンガ

サモア
インドネシア 東ティモール

バヌアツ

（フ）

クック諸島
ニウエ

マレーシア

オーストリア
ポーランド
スロバキア
ハンガリー
セルビア

コソボ
ルーマニア

アフガニスタン

インド

シリア
キプロス

トルコ
ブルガリア

ネパール
ブータン
バングラデシュ

ベリーズ
グアテマラ

エルサルバドル
ホンジュラス

ニカラグア
コスタリカ

パナマ

イエメン
エリトリア

（デ）

南スーダン

1 モナコ
2 リヒテンシュタイン
3 サンマリノ
4 バチカン市国

5 スロベニア
6 クロアチア
7 エストニア
8 ラトビア
9 リトアニア

10 ベラルーシ
11 ウクライナ
12 モルドバ
13 ジョージア
14 アルメニア

21 ボスニア・
　　ヘルツェゴビナ
22 北マケドニア
23 モンテネグロ
24 アルバニア

15 アゼルバイジャン
16 カザフスタン
17 ウズベキスタン
18 トルクメニスタン
19 タジキスタン
20 キルギス

国数（197）

アジア 47

24％

59.4％ 17.0％ 7.9％ 8.4％

0.6％

22％ 13％ 15％ 15％ 6％5
％

（2020年6月現在）

（2019年）

（2019年現在）

アフリカ 54 ヨーロッパ 44

北アメリカ 2
オセアニア 16

ロシア 1

中・南アメリカ 
33

面積（13203万Km2）

人口（76億7350万人）

1.9％
4.8％

キルギス
アルメニア
アゼルバイジャン
モルドバ

CIS（10か国）

ロシア連邦
ベラルーシ
カザフスタン
ウズベキスタン
トルクメニスタン
タジキスタン

OECD（38か国）

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
イギリス
フランス
ドイツ
イタリア
ベルギー
オランダ
ルクセンブルク
ノルウェー
スウェーデン
デンマーク
アイスランド
フィンランド
アイルランド
スイス
オーストリア
ギリシャ

ASEAN（10か国）

タイ
マレーシア
フィリピン
インドネシア
シンガポール
ブルネイ
ベトナム
ラオス
ミャンマー
カンボジア

USMCA（3か国）
＊

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ

トルコ
スペイン
ポルトガル
日本
韓国
オーストラリア
ニュージーランド
ポーランド
チェコ
ハンガリー
スロバキア
チリ
スロベニア
イスラエル
エストニア
ラトビア
リトアニア
コロンビア
コスタリカ

APEC（21か国・地域）

日本
アメリカ合衆国
カナダ
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
シンガポール
マレーシア

インドネシア
フィリピン
タイ
ブルネイ
中国
台湾
香港
メキシコ

チリ
パプアニューギニア
ロシア連邦
ペルー
ベトナム

●メキシコ
グアテマラ
ベリーズ
ホンジュラス
エルサルバドル
ニカラグア

●パナマ
ハイチ
ドミニカ共和国
バルバドス
トリニダード・トバゴ
バハマ

●キューバ
ジャマイカ

ラテンアメリカ経済機構（26か国）
●はALADI加盟国（13か国）

●チリ
●ペルー
●コロンビア
●エクアドル
スリナム
ガイアナ

●アルゼンチン
●ブラジル
●パラグアイ
●ウルグアイ
●ベネズエラ
●ボリビア

メルコスール
（6か国）

南米南部共同市場

アルジェリア
リビア

エジプト
カタール

OPEC（13か国）

  ベネズエラ
  イラン
  ナイジェリア
  アンゴラ

ガボン
赤道ギニア
コンゴ共和国

イラク
クウェート
サウジアラビア
アラブ首長国連邦

バーレーン
シリア

OAPEC（10か国）EU（27か国）

NATO（30か国）

EFTA（4か国）

マルタ
キプロス

上海協力機構（8か国）

中国
ロシア連邦

カザフスタン
ウズベキスタン

タジキスタン
キルギス

インド
パキスタン

アフリカ圏の全独立国と
西サハラ

アフリカ連合（AU）
（55か国・地域）

カナダ
アメリカ合衆国
イギリス
トルコ
アルバニア
モンテネグロ
北マケドニア

ノルウェー
アイスランド

スイス
リヒテンシュタイン

オランダ
ベルギー
ルクセンブルク
ドイツ
フランス
イタリア
デンマーク
ギリシャ

アイルランド
オーストリア

スペイン
ポルトガル
チェコ
ポーランド
ハンガリー
エストニア
ラトビア
リトアニア

スロバキア
スロベニア
ブルガリア
ルーマニア
クロアチア

フィンランド
スウェーデン

＊2020年にNAFTAに代わって
米国・メキシコ・カナダ協定

（USMCA）が発足した。

オーストリア
ルクセンブルク

アイスランド

デンマーク
アイルランド

ノルウェー

スウェーデン

フィンランド

ベルギー

オランダ
イギリス

モナコ

バチカン市国
サンマリノ

ドイツ

イタリア

ポーランド

エストニア
ラトビア

リトアニア
ベラルーシ

ウクライナ
モルドバ

ジョージア

ロシア

フランス
リヒテンシュタイン

スペイン

ギリシャ

北マケドニア

セルビア
コソボ

モンテネグロ

マルタ
スロベニア

クロアチア
ボスニア・ヘルツェゴビナ

キプロス

ポルトガル
アンドラ

スイス

チェコ
スロバキア
ハンガリー

ルーマニア

トルコ

アルバニア

ブルガリア

ヨーロッパ拡大図

世界の国々とその結合
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社寺

国立西洋美術館本館（ル・コルビュジエの
建築作品－近代建築運動への顕著な貢献－
の7か国にまたがる構成資産の一つ）

姫路城

厳島神社

「神宿る島」
宗像・沖ノ島と
関連遺産群

 古都京都の文化財
（京都市，宇治市，大津市）

古都奈良の文化財
な　ら

ほうりゅう じ

法隆寺地域の仏教建造物

白川郷・五箇山の
合掌造り集落

ご   か  やま

がっしょうづく

しらかみ

にっこう
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ひめ じ  じょう

いつくしまじんじゃ

むなかた おき の しま

や　く

あま み

とく の  しま

いりおもて

長崎と天草地方の潜伏
キリシタン関連遺産

あまくさ せんぷく

百舌鳥・古市古墳群
－古代日本の墳墓群－

も ふるいちず

奄美大島，
徳之島，
沖縄県北部
及び西表島
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製鉄所（明治日本の産業革命
　遺産　製鉄・製鋼，造船，石炭産業）
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庭園及び考古学的遺跡群−

富
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岡
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製
せい

糸
し

場
じょう

と絹産業遺産群

富士山−信仰の対象と
芸術の源泉

　　　　文化遺産
　＊　は明治日本の産業革命遺産　
　　製鉄・製鋼，造船，石炭産業
　＊　は長崎と天草地方の潜伏
　　キリシタン関連遺産
　＊　は北海道・北東北の縄文遺
　　跡群　　
　自然遺産
(　県庁所在地 )

あまくさ せんぷく

1972年にユネスコ総会で採択された
世界遺産条約にもとづいて，2021年
現在，文化遺産897件，自然遺産218
件，自然と文化の複合遺産39件が登
録されている（うち日本にある世界遺
産は，文化遺産20件，自然遺産5件）。
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1972年にユネスコ総会で採択された
世界遺産条約にもとづいて，2019年
現在，文化遺産869件，自然遺産213
件，自然と文化の複合遺産39件が登
録されている（うち日本にある世界遺
産は，文化遺産19件，自然遺産4件）。
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Wチェルノブイリ原子力発電
所（旧ソ連） 　1986年4月，チェ
ルノブイリ原子力発電所（現
在のウクライナ）で原子炉の爆
発・火災事故が起こった。

Rスリーマイル島原子力発電所（ア
メリカ）　1979年3月，アメリカ・ペ
ンシルバニア州にあるスリーマイル
島原子力発電所で炉心破壊事故が
起こった。

泊（北海道電力）
大間（電源開発）1 東通（東京電力）1

東通（東北電力）1 12

志賀（北陸電力）
1 2

敦賀（日本原子力発電） 2

3

3

3

3

東海第二（日本原子力発電）

伊方（四国電力）

東海（日本原子力発電）大飯（関西電力）
美浜（関西電力）

つる　が

かしわ ざき　かり　わ

おお　い

み　はま

たか はま

せん だい

い　かた

4

4

2 3

3

2

福島第一（東京電力）

その他のおもな原子力関連施設

青森県むつ市
使用済み核燃料中間貯蔵施設

青森県六ケ所村
核燃料サイクル関連施設
  ・ 高レベル放射性廃棄物貯蔵管理施設
  ・ 使用済み核燃料再処理施設
  ・ MOX燃料加工施設　など

茨城県東海村
核燃料サイクル関連施設
  ・ 使用済み核燃料再処理施設
  ・ MOX燃料加工施設　など

福井県敦賀市

高速増殖炉「もんじゅ」

3

1

31

1

1

1

2 4 5

4 5

福島第二（東京電力）
3

3

1

1

1

1

21 2

1 2

4

32 4

浜岡（中部電力）
1 2

3 4
玄海（九州電力）

島根（中国電力）

2

1

女川（東北電力）

2

川内（九州電力）1

1 5 6 7
柏崎刈羽（東京電力）

とまり

おお   ま

し か

おな がわ

あおもり

ろっ か  しょ

はい き ぶつ

とうかい

ふくい

ぞうしょく ろ

モックス

いばらき

ひがしどおり

1 2高浜（関西電力）

げん かい

はま おか

ふくしま

しま ね

（2047年廃炉予定）2

6

原子力発電所（数字は号機）
運転中
定期検査中
停止・廃止
　赤色は運転開始から
　40年以上のもの
建設中（一時中断含む）

（2021年7月現在）

異
常
な
事
象

尺
度

以
下

チェルノブイリ原子力
発電所事故（1986年）
福島第一原子力発
電所事故（2011年）

スリーマイル島事故
（1979年）

東海村臨界事故
（1999年）

ろうえい

りんかい

美浜発電所2号
機事故（1991年）
もんじゅナトリウム
漏洩（1995年）

事

　
故

レベル
7

レベル
6

レベル
5

レベル
4

レベル
3

レベル
2

レベル
1

レベル
0

深刻な事故
（シビアアクシデント）

大事故

施設外へのリスク
をともなう事故
施設外への大きなリス
クをともなわない事故

重大な異常事象

異常事象

逸脱

安全上重要でない事象

（注）IAEAなどが中心に策定した国際原子力事象評価尺度
　　（INES）および文部科学省資料をもとに作成。

Q原子力事故の国際評価尺度

  世界のエネルギー消費

原子力発電の動向

5000kg以上
2500～5000kg未満
1000～2500kg未満
500～1000kg未満
500kg未満
不明

一人あたりの
エネルギー消費量
（石油換算）［2014年］

石油
天然ガス

2000万 t～
5000万 t～
1億 t～

石油の貿易
［2019年］Qおもなエネルギー資源の

分布と消費量（BP統計ほか）

Qおもな国の一次エネル
ギー消費量（IEA資料）

中国
21.9％

インド  6.3%

140億 t
（石油換算）

その他 
42.8%

イギリス 
1.3%
フランス 
1.8%

日本 3.1%
ドイツ 2.2%

ロシア 5.2%

アメリカ
15.4％ 

［2017年］

Q日本の原子力発電所とおもな原子力関連施設　原子力発電所の運転期間
は原則として40年と定められている。原子力規制委員会の認可によって例外
的にさらに 20年まで延長できるが，老

ろう

朽
きゅう

化が懸
け

念
ねん

されている。
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Wチェルノブイリ原子力発電
所（旧ソ連） 　1986年4月，チェ
ルノブイリ原子力発電所（現
在のウクライナ）で原子炉の爆
発・火災事故が起こった。

Rスリーマイル島原子力発電所（ア
メリカ）　1979年3月，アメリカ・ペ
ンシルバニア州にあるスリーマイル
島原子力発電所で炉心破壊事故が
起こった。

泊（北海道電力）
大間（電源開発）1 東通（東京電力）1

東通（東北電力）1 12

志賀（北陸電力）
1 2

敦賀（日本原子力発電） 2

3

3 東海第二（日本原子力発電）

伊方（四国電力）

東海（日本原子力発電）大飯（関西電力）
美浜（関西電力）

つる　が

かしわ ざき　かり　わ

おお　い

み　はま

たか はま

せん だい

い　かた

4

4

2 3

3

2

福島第一（東京電力）

その他のおもな原子力関連施設

青森県むつ市
使用済み核燃料中間貯蔵施設

青森県六ケ所村
核燃料サイクル関連施設
  ・ 高レベル放射性廃棄物貯蔵管理施設
  ・ 使用済み核燃料再処理施設
  ・ MOX燃料加工施設　など

茨城県東海村
核燃料サイクル関連施設
  ・ 使用済み核燃料再処理施設
  ・ MOX燃料加工施設　など

福井県敦賀市

高速増殖炉「もんじゅ」

3

1

31

1

1

1

2 4 5

4 5

福島第二（東京電力）
3

3

1

1

1

1

21 2

1 2

4

32 4

浜岡（中部電力）
1 2

3 4
玄海（九州電力）

島根（中国電力）

2

1

女川（東北電力）

2

川内（九州電力）1

1 5 6 7
柏崎刈羽（東京電力）

とまり

おお   ま

し か

おな がわ

あおもり

ろっ か  しょ

はい き ぶつ

とうかい

ふくい

ぞうしょく ろ

モックス

いばらき

ひがしどおり

1

3

2高浜（関西電力）

げん かい

はま おか

ふくしま

しま ね

（2047年廃炉予定）2

6

3

原子力発電所（数字は号機）
運転中
定期検査中
停止・廃止
　赤色は運転開始から
　40年以上のもの
建設中（一時中断含む）

（2020年7月現在）

異
常
な
事
象

尺
度

以
下

チェルノブイリ原子力
発電所事故（1986年）
福島第一原子力発
電所事故（2011年）

スリーマイル島事故
（1979年）

東海村臨界事故
（1999年）

ろうえい

りんかい

美浜発電所2号
機事故（1991年）
もんじゅナトリウム
漏洩（1995年）

事

　故

レベル
7

レベル
6

レベル
5

レベル
4

レベル
3

レベル
2

レベル
1

レベル
0

深刻な事故
（シビアアクシデント）

大事故

施設外へのリスク
をともなう事故
施設外への大きなリス
クをともなわない事故

重大な異常事象

異常事象

逸脱

安全上重要でない事象

（注）IAEAなどが中心に策定した国際原子力事象評価尺度
　　（INES）および文部科学省資料をもとに作成。

Q原子力事故の国際評価尺度

  世界のエネルギー消費

原子力発電の動向

5000kg以上
2500～5000kg未満
1000～2500kg未満
500～1000kg未満
500kg未満
不明

一人あたりの
エネルギー消費量
（石油換算）［2014年］

石油
天然ガス

2000万 t～
5000万 t～
1億 t～

石油の貿易
［2019年］Qおもなエネルギー資源の

分布と消費量（BP統計ほか）

Qおもな国の一次エネル
ギー消費量（IEA資料）

中国
21.9％

インド  6.3%

140億 t
（石油換算）

その他 
42.8%

イギリス 
1.3%
フランス 
1.8%

日本 3.1%
ドイツ 2.2%

ロシア 5.2%

アメリカ
15.4％ 

［2017年］

Q日本の原子力発電所とおもな原子力関連施設　原子力発電所の運転期間
は原則として40年と定められている。原子力規制委員会の認可によって例外
的にさらに 20年まで延長できるが，老

ろう

朽
きゅう

化が懸
け

念
ねん

されている。
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地球温暖化の影響
　写真の島は，地球温暖化がさらに進行すると，

水面下に没してしまうことが心配されている。

このような標高の低い島は全世界に存在する。

　!のグラフでは，二酸化炭素の排出量と平均

気温の変化の関連を読みとることができる。二

酸化炭素は「温室効果ガス」のひとつであり，石

炭や石油などの化石燃料の利用によって，その

濃度が高まると，地球全体の平均気温が上昇す

るとされている。

　気候変動に関する科学的知見の集約と評価を

行う機関が気候変動に関する政府間パネル

（I
Intergovernmental Panel on Climate Change
PCC）であり，その知見をまとめた評価報告書

は国際的な地球温暖化対策を進めるうえで重要

な役割を果たしている。その評価報告書による

と，平均地上気温は1880～ 2012年において0.85

℃上昇し，極
きょく

地方などの氷
ひょう

床
しょう

や氷河の質量の減

少が観測されている。そして"のグラフにある

ように，21世紀末には平均地上気温の上昇は0.3

～ 4.8℃の範囲，海面水位の上昇は0.26～ 0.92m

の範囲に入ることが予測されている。

　また，平均気温の上昇が続くと，極端に暑い

日が増加することや，大雨の頻
ひん

度
ど

の上昇および

短時間強雨の増加などが予測されている。

　モルディブは，約1200の島からなる国です。海
かい

抜
ばつ

は高いところでも約 2 mしかありません。
　モルディブ大統領は，1987年の国連特別総会で
「海面が1ｍ上昇すれば，モルディブは致命的な打
撃を受けます。この災害は，わたしたちが引き起
こしたものではありませんし，わたしたちの力で
防げるものでもありません」と訴えました。

サンゴ礁の島（インド洋，モルディブ）

Q!CO2（二酸化炭素）排出量と平均気温の平年値との
差の変化（気象庁資料ほか）

Q"気温上昇の予測（IPCC第五次評価報告書）
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地球温暖化の影響
　写真の島は，地球温暖化がさらに進行すると，

水面下に没してしまうことが心配されている。

このような標高の低い島は全世界に存在する。

　!のグラフでは，二酸化炭素の排出量と平均

気温の変化の関連を読みとることができる。二

酸化炭素は「温室効果ガス」のひとつであり，石

炭や石油などの化石燃料の利用によって，その

濃度が高まると，地球全体の平均気温が上昇す

るとされている。

　気候変動に関する科学的知見の集約と評価を

行う機関が気候変動に関する政府間パネル

（I
Intergovernmental Panel on Climate Change
PCC）であり，その知見をまとめた評価報告書

は国際的な地球温暖化対策を進めるうえで重要

な役割を果たしている。その評価報告書による

と，平均地上気温は1880～ 2012年において0.85

℃上昇し，極
きょく

地方などの氷
ひょう

床
しょう

や氷河の質量の減

少が観測されている。そして"のグラフにある

ように，21世紀末には平均地上気温の上昇は1.0

～ 5.7℃の範囲，海面水位の上昇は0.28～ 1.01m

の範囲に入ることが予測されている。

　また，平均気温の上昇が続くと，極端に暑い

日が増加することや，大雨の頻
ひん

度
ど

の上昇および

短時間強雨の増加などが予測されている。

　モルディブは，約1200の島からなる国です。海
かい

抜
ばつ

は高いところでも約 2 mしかありません。
　モルディブ大統領は，1987年の国連特別総会で
「海面が 1ｍ上昇すれば，モルディブは致命的な打
撃を受けます。この災害は，わたしたちが引き起
こしたものではありませんし，わたしたちの力で
防げるものでもありません」と訴えました。

サンゴ礁の島（インド洋，モルディブ）

Q!CO2（二酸化炭素）排出量と平均気温の平年値との
差の変化（気象庁資料ほか）

Q"気温上昇の予測（IPCC第六次評価報告書）
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世界の政治体制

Q!イギリスの政治のしくみ

Q"アメリカの政治のしくみ

解散任命
議会

推
せ
ん

任
命

任
命

任
命

連
帯
責
任

最高
裁判所

高等
裁判所

下級
裁判所

信
任

国王

1911年の議会法により，下院優位の原則が確立している。「議会主
権」といわれるほど議会は強大な権力をもっている。

下院
 （庶民院）
任期5年

650名

上院
 （貴族院）
任期・定員
不定

首相

内閣

枢密院

選挙

国民（18歳以上に選挙権）

法
案

再
可
決

教
書
送
付
・

　法
案
拒
否

判
事

任
命

違
憲
行
政
審
査選

挙

任
命

選挙選挙

条約締結承認

上級官吏任命同意 違憲立法審査

各
省
長
官

連邦控訴
裁判所

連邦地方
裁判所

大統領
任期4年
3選禁止

連邦最高
裁判所

大統領は法案提出権がなく，教書によって法案提出をうながす。大統
領が拒否権を行使した場合，上・下両院の3分の2以上の多数で再可
決すれば，法案は成立する。下院は連邦官吏弾劾発議権や予算先
議権をもつ。上院は上級官吏任命同意権や条約の承認権などをもつ。

国民（18歳以上に選挙権）

大統領選挙人

上院（元老院）
任期6年
100名（各州より2名）
下院（代議院）
任期2年
435名（各州より人口比例）

連
邦
議
会

議院内閣制と
大統領制

現在，日本や欧米諸国など多くの国々では，国

民の意思にもとづく民主政治が実現しており，

成年男女の選挙権，政治活動の自由，複数政党制などが確立している。

民主主義国の政治体制は，大きく議院内閣制と大統領制という二つの

しくみに分けられる。
■議院内閣制■　議院内閣制とは，国民が内閣総理大臣（首

しゅ

相
しょう

）を直接

に選ぶのではなく，国民の代表で構成される

議会が首相を指名する制度であり，イギリス
!

や日本などがその例とされる。議会は，必要

があれば首相をやめさせることもできる。内

閣が議会に基礎をおくこのような制度のもと

では，行政府と立法府との関係は密接になり

やすい。議会制の母国ともいわれるイギリス

では，下
か

院
いん

で多数を占める与党を率いる党首

が首相として強い指導力を発
はっ

揮
き

し，野党との

間で明確な対立のある政党政治
（→p.94） 

が行われてき

た。野党は影の内閣
1

（シ
shadow cabinet
ャドー・キャビネッ

ト）を組織して，次の政権に備える。

　議院内閣制の欠点は，ややもすると議会の

意向で内閣が頻
ひん

繁
ぱん

に交代し，政権の弱体化が

起こりかねない点にある。
■大統領制■　大統領制とは，行政権の長と

しての大統領と立法府に属する議員とを国民

がそれぞれ選挙する制度であり，アメリカ
"

な

どがその例である。アメリカでは，大統領と

議会とがたがいに抑
よく

制
せい

・
checks and balances

均
きん

衡
こう

しあう関係に立

ち，大統領が議会の決定に対して拒否権を行

使することも珍しくない。また，裁判所は違

憲法令審査権をもち，議会，政府を監視する。

連
れん

邦
ぽう

政府に対して州政府が一定の自立性をも

つことも，権力の集中を防いでいるといえる。

1イギリスでは，政権交代に
備えて野党があらかじめ自ら
の閣僚候補を決めている。

　　議院内閣制と大統領制では，
立法府と行政府の関係はどのよ
うに違っているだろうか，考え
てみよう。
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世界の政治体制

Q!イギリスの政治のしくみ

Q"アメリカの政治のしくみ

任命
議会

推
せ
ん

任
命

任
命

閉
会

任
命

連
帯
責
任
・
解
散

最高
裁判所

高等
裁判所

下級
裁判所

信
任
・
不
信
任

国王

1911年の議会法により，下院優位の原則が確立している。「議会主
権」といわれるほど議会は強大な権力をもっている。2011年の法律に
より，内閣は下院による不信任決議が可決された場合のみ解散権を
行使することが可能になった。下院は総議員の3分の2以上の賛成で
解散（自主解散）することもできる。

下院
 （庶民院）

任期5年（解散あり）
650名

上院
 （貴族院）
任期・定員
不定

首相

内閣

枢密院

選挙

国民（18歳以上に選挙権）

法
案

再
可
決

教
書
送
付
・

　
法
案
拒
否

判
事

任
命

違
憲
行
政
審
査選

挙

任
命

選挙選挙

条約締結承認

上級官吏任命同意 違憲立法審査

各
省
長
官

連邦控訴
裁判所

連邦地方
裁判所

大統領
任期4年
3選禁止

連邦最高
裁判所

大統領は法案提出権がなく，教書によって法案提出をうながす。大統
領が拒否権を行使した場合，上・下両院の3分の2以上の多数で再可
決すれば，法案は成立する。下院は連邦官吏弾劾発議権や予算先
議権をもつ。上院は上級官吏任命同意権や条約の承認権などをもつ。

国民（18歳以上に選挙権）

大統領選挙人

上院（元老院）
任期6年
100名（各州より2名）
下院（代議院）
任期2年
435名（各州より人口比例）

連
邦
議
会

議院内閣制と
大統領制

現在，日本や欧米諸国など多くの国々では，国

民の意思にもとづく民主政治が実現しており，

成年男女の選挙権，政治活動の自由，複数政党制などが確立している。

民主主義国の政治体制は，大きく議院内閣制と大統領制という二つの

しくみに分けられる。

■議院内閣制■　議院内閣制とは，国民が内閣総理大臣（首
しゅ

相
しょう

）を直接

に選ぶのではなく，国民の代表で構成される

議会が首相を指名する制度であり，イギリス
!

や日本などがその例とされる。議会は，必要

があれば首相をやめさせることもできる。内

閣が議会に基礎をおくこのような制度のもと

では，行政府と立法府との関係は密接になり

やすい。議会制の母国ともいわれるイギリス

では，下
か

院
いん

で多数を占める与党を率いる党首

が首相として強い指導力を発
はっ

揮
き

し，野党との

間で明確な対立のある政党政治
（→p.94） 

が行われてき

た。野党は影の内閣
1

（シ
shadow cabinet
ャドー・キャビネッ

ト）を組織して，次の政権に備える。

　議院内閣制の欠点は，ややもすると議会の

意向で内閣が頻
ひん

繁
ぱん

に交代し，政権の弱体化が

起こりかねない点にある。

■大統領制■　大統領制とは，行政権の長と

しての大統領と立法府に属する議員とを国民

がそれぞれ選挙する制度であり，アメリカ
"

な

どがその例である。アメリカでは，大統領と

議会とがたがいに抑
よく

制
せい

・
checks and balances

均
きん

衡
こう

しあう関係に立

ち，大統領が議会の決定に対して拒否権を行

使することも珍しくない。また，裁判所は違

憲法令審査権をもち，議会，政府を監視する。

連
れん

邦
ぽう

政府に対して州政府が一定の自立性をも

つことも，権力の集中を防いでいるといえる。

1イギリスでは，政権交代に
備えて野党があらかじめ自ら
の閣僚候補を決めている。

　　議院内閣制と大統領制では，
立法府と行政府の関係はどのよ
うに違っているだろうか，考え
てみよう。
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のが政府見解であった
3

。「必要最小限度の実力」の範囲をめぐっても意

見の対立があり，これについて政府は専
せん

守
しゅ

防衛と非核三原則（「核兵器

を持たず，つくらず，持ちこませず」）を政策としてかかげてきた。こ

のほかに，平和主義にかかわる国の方針として，武器などの輸出を対

象国によって禁止すべきなどとした武器輸出三原則があった（2014年

に防衛装備移転三原則
4

に変更）。

　この間，自衛隊は着実に増強され，日本の防衛費
#

は世界有数の額に

達している
!

。近年では，アメリカからの武器購入額が増大している。

日米安全保障条約
1951年，日本はサンフランシスコ平和条約

（→p.190）
の締

結によって独立を達成すると同時に日米安全保

障条約を結び，冷戦のなかでアメリカ軍の駐
ちゅう

留
りゅう

継続と基地使用を認めた。

その後，1960年には日本の領域に対する武力攻撃に対して日米が共同

防衛の義務を負うことなど，より双
そう

務
む

性を強めた日米相互協力及
およ

び安

全保障条約
（→p.219）

へと改定された。この改定に対しては強い反対運動
"

がくり

広げられたが，1970年以降は自動延長されている。こうして日本の安

全保障は在日米軍と自衛隊の拡
かく

充
じゅう

によってになわれることになった。

しかし，アメリカ軍の駐留経費の日本の負担が，いわゆる「思いやり予

算
5

」を含めて大きいことや，日本でのアメリカ軍の法的地位を定めた日

米地位協定
6

のあり方などについて，さまざまな問題点が指摘されている。

とりわけ，基地の大部分が集中する沖
おき

縄
なわ

では，事故や騒
そう

音
おん

などに加えて，

米兵の犯罪が日米地位協定によって特別扱いされるなどの問題がある
（→p.79）

。

32014年に政府は，集団的自
衛権の行使容認を閣議決定し
た（→p.78）。
4武器などの輸出を対象国に
よって禁止し，禁止国以外に
対しても慎重に対

たい

処
しょ

するべき
とする従来の武器輸出三原則
を変更して，一定の条件のも
とで輸出を認めている。

51978年よりアメリカ軍駐留
経費の一部を日本側が負担し
ている予算のこと。
6アメリカ軍に対する施設の
提供やアメリカ軍人の出入国
や租

そ

税
ぜい

，刑事裁判権などにつ
いて規定している。在日米軍
に多くの特権を認めている。

Q"安保闘争（1960年）　日米
安全保障条約の改定に反対し，
国会を取りかこむデモ隊のよ
うす。
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政組織の枠
わく

をこえた大局的な議論と決定の場になることが期待され

ている。

内閣の権限と
行政組織

内閣は，官庁を通じて政策を実施すること（こ

れを一般行政事務とよぶ）のほか，法律を執行し，

外交関係を処理し，予算を編成するといった活動を行う
3

。また，天皇

の国事行為に対する助言と承認を行い，責任を負う。さらに，最高裁

判所長官を指名し，最高裁判所のそのほかの裁判官を任命し，最高裁

判所の示した名簿に従って下級裁判所の裁判官を任命する権限をもつ
（→p.87）

。

また，内閣は法律を実際に運用するために必要な政令
4

を定めることが

できる。行政の活動は，内閣のもとにある府，省，庁，委員会といっ

た機関によって行われるが，内閣のもとに設置されている人事院や公

正取引委員会
（→p.117）

，国家公安委員会などの行政委員会
5

は内閣を含めた行政

から一定の独立性を保ちながら実務を行う。

　日本では，2001年に行政組織のあり方を抜本的に見直し，従来の

省庁を統
とう

廃
はい

合
ごう

して「1府12省庁」体制に移行した
#$

。それまでの日本では，

内閣や大臣が，膨
ぼう

大
だい

な数の公務員に対してどこまで指導力を発
はっ

揮
き

でき

るかが，大きな課題とされてきた。この課題にこたえるために，内閣

官房に首
しゅ

相
しょう

補佐官
6

などが設置され，首相が公務員以外の人材を自由に

登用できるようになった。また，各省に大臣のほかに新たに副大臣や

大臣政務官が置かれた（これらを政務三役という）。こうした政治主導

のしくみが，行政の民主的統制にどのような効果を発揮できるか，行

政の中立性の原則とどのように両立できるかが大きな注目点である。

3【内閣のおもな職務と権限】
内閣の職務（第73条）
天皇の国事行為に対する助言
と承認（第3，7条）
最高裁判所長官の指名（第6条）
最高裁判所の裁判官の任命（第
79条）
下級裁判所の裁判官の任命（第
80条）
4憲法や法律の規定を実施す
るために内閣が定める命令を
いう。
5人事院，公正取引委員会，
国家公安委員会，個人情報保
護委員会，公害等調整委員会，
中央労働委員会，運輸安全委
員会，原子力規制委員会など
がある。

6首相権限強化の一
いっ

環
かん

として，
内閣法により設置された。5人
まで置くことができ，重要政
策について首相に直接助言で
きる。

　　行政を民主的に統制するた
めにどのような制度が必要か，
考えてみよう。

Q#中央官庁街（東京都千代
田区霞が関）

W$日本のおもな行政機構　
省庁再編により，内閣機能の
強化，縦割り行政の弊

へい

害
がい

是
ぜ

正
せい

，
行政のスリム化がはかられた。
なお，2012年に東日本大震災
からの復

ふっ

興
こう

をになう機関とし
て復興庁が設置された。
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沖縄および北方対策担当
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消費者および食品安全担当
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官僚制と行政の
民主化

20世紀には行政が多くの社会的サービスを国

民に提供するようになり，行政権の役割が拡大

した行政国家の時代となった。そこでは専門知識を備え，情報を蓄積

した膨大な数の公務員（官僚）が政策の実施においてだけでなく，政策

の決定においても政党や政治家にかわって重要な役割を果たすことに

なった。また，法律の実施の際に必要な命令や規則は行政機関の手に

ゆだねられることになった（委
い

任
にん

立法
7

）。

　行政国家の時代には，どの国でも官僚制
8

の拡大がみられるが，日本

では，明治以来官僚が「天皇の官
かん

吏
り

」「お上
かみ

」として大きな権威をもって

きた歴史があり，行政機関はきわめて強力になった。

　これに対して，近年，行政改革を求める声が高まってきた。行政に

はむだが多すぎるという声や，許
きょ

認
にん

可
か

制度を改めて，経済活動につい

ての規
き

制
せい

緩
かん

和
わ

を進めるべきだという主張，法律によらず非公式な形（行

政指導）で官僚が影響力を行使しないようにすべきだという主張もな

された。許認可行政や行政指導などへの透明性を確保する目的で行
1993年
政

手続法や情
1999年
報公開法

（→p.73）
が制定された。また，各省の幹部人事を内閣主導

で決定する内閣人事局も，2014年に新設された。

　公務員の規律を正すために，国
1999年
家公務員倫理法

9

が制定された。公務

員が，在職中に業界に便
べん

宜
ぎ

をはかるのと引きかえに退職後に関連する

企業や独立行政法人
0

などに就職する「天
あま

下
くだ

り」は禁止されたものの，実

際には不徹底な部分が残り，世
せ

論
ろん（よろん）

の
（→p.96）

批判の的
まと

となっている。また，官

庁組織の周辺にある公益法人
-

などの不透明な経営のあり方などは，

問題になっている。

　このように官僚の

役割が狭
せば

められる半

面，学識経験者など

からなる首相や大臣

の私的諮
し

問
もん

機関が重

要な決定に関与する

例が増えたが
&

，こう

した機関が民主的に

統制されない点を問

題視する意見もある。
Q&経済財政諮問会議のよう
すを報じる新聞記事（2014年）

7立法府以外の機関が，法律
の委任にもとづいて制定する
法規のことで，政令，省令，
規則などがこれにあたる。

8上下の指揮命令系統などに
よって巨大な組織を能率的に
運営するしくみのことをさす
言葉であるが，行政国家の時
代においてみられる官僚によ
る支配という意味でも用いら
れる。官僚制の弊害には，法
律万

ばん

能
のう

主義，事なかれ主義，
セクショナリズム，秘密主義
などがあげられる。

9本省課長補佐級以上が関係
業者から5000円をこえる接待・
贈与を受けた場合の報告義務
などを定めている。
0行政の簡素化，効率化のた
めに，各省庁から事業部門や
研究部門を分離したものなど
で，国立病院や国立博物館な
どがこれに移行している。
-公益法人は，公共の利益の
ために設置される社団法人や
財団法人のこと。存続理由が
なかったり，官僚の天下り先に
なったりすることもあり，その
統廃合が問題になっている。
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　　近年の日本で行政改革が求
められるのはなぜか，さまざま
な背景を考えてみよう。

Q%議員立法と政府立法の推移（内閣法制局資料）
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地方自治と
民主主義

日本国憲法は新たに地方自治という章を設け，

明治憲法のもとの中央集権的体制
1

とは違ったし

くみをつくった。地方自治は「民主主義の学校
2

」とされる。これは，住

民自らが身近な問題を手がかりにして政治に参加する経験をもつこと

が，民主主義のにない手を育てることにつながるという意味である。

　地方自治にとって重要な原則が，憲法の「地方自治の本
ほん

旨
し

」
3

である。

それは，地方公共団体の事務が中央政府から独立して行われるという

団体自治と，住民によって地方自治が運営されるという住民自治の二

つの側面からなるものである。

地方公共団体の
組織と権限

地方自治をになう地方公共団体（地方自治体）で

は，国政と異
こと

なり，都道府県知事や市町村長と

いった首長は住民によって直接選挙される。この点だけをとれば，大

統領制
（→p.62）

に近い制度ともいえる。一方，住民は選挙によって都道府県議

会や市町村議会の議員も選出する。首長と議会とは一種の
checks and balances
抑
よく

制
せい

・均
きん

衡
こう

の関係に立ち，議会
!

が首長の不信任決議権をもつ一方，首長は議会の

決定に対する拒否権（再議権）や議会の解散権をもっている
"

。このよう

に首長と議会がともに住民の選挙で選ばれて，それぞれに住民を代表

している制度を二元代表制
4

という。

　地方自治には，こうした間接民主制に加えて直接民主制
（→p.59）
的なしくみ

もある。一定数の住民が賛同すれば，条例の制定・改
かい

廃
はい

（イ
initiative
ニシアテ

ィブ）や，首長や議員その他の役員の解職（リ
recall
コール）などを求めるこ

とができるという，住民の直接請求権はその一つである。近年，首長

選挙における政党の相
あい

乗
の

り
5

，投票率の低下といったことが地方政治の
（→p.90 $）

1知事は中央政府が人選を行
う官

かん

吏
り

（官選知事）であり，市
町村長はその指揮監督下にあ
った。
2イギリスの政治学者ブライ
ス（1838～1922）によってこのよ
うによばれた。フランスの政
治家・政治学者トックビル（1805
～59）も同様のことを述べてい
る。
3地方自治の基本原則（第92
条）

5国政では対立する政党どう
しが同じ候補者を支援するこ
とをいう。

4首長と議員がそれぞれ独立
の選挙で選ばれるため，首長
と議会の対立が鮮明になるこ
ともある。

R"地方自治の機構

地方公共団体の首長と議
会の関係のあり方について考え
てみよう。

Q!議会を傍
ぼう

聴
ちょう

する住民（名
な

古
ご

屋
や

市議会）

執行機関
知事
（市町村長）

議決機関
都道府県議会
（市町村議会）

政府

法定受託
事務への
関与

拒否権（再議権）・議会解散権
不信任決議権

任命

同意

（選任）

選挙

選
挙

副
知
事
・
副
市
町
村
長
・
選
挙
管
理

委
員
な
ど
の
解
職
請
求

条
例
の
制
定
・
改
廃
請
求

住民

選
挙
・
住
民
投
票

議会の解散請
求， 首長・議員
の解職請求

事務監査
請求

解職
請求

選
挙
管
理
委
員
会

監
査
委
員

人
事（
公
平
）委
員
会

収
用
委
員
会

労
働
委
員
会

（
都
道
府
県
の
み
）

公
安
委
員
会

（
都
道
府
県
の
み
）

教
育
委
員
会

農
業
委
員
会

　（市
町
村
の
み
）

副
知
事

（
副
市
町
村
長
）

　　民主主義において地方自治
はどのような意義をもっている
か，考えてみよう。
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はどのような意義をもっている
か，考えてみよう。
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沈
ちん

滞
たい

を示すものとして問題になっているが，その一方で，具体的政策

の是非を問う住民投票（レ
referendum
ファレンダム）が各地で行われている。

地方自治と国政
人々の日々の生活にとって，地方自治は最も身

近なものである。地域のかかえる問題はさまざ

まであり，過
か

疎
そ

で困っている地域もあれば，過密に悩まされている地

域もある。急速な高齢化や外国人との共生などの課題もある。中央政

府は地方公共団体に支援を行うが，住民の生活を守るためにそれぞれ

の創意工夫によって実際にシ
civil minimum
ビル・ミニマム（住民の最低限の生活水

準）を実現する仕事は地方公共団体が行う。

　地方公共団体は，かつて ｢三割自治
6

」とよばれるほど財源が乏しく，

中央からの地方交付税や国庫支出金など
#

に頼ってきた。首長たちは，

国会議員などをとおして中央官庁に陳
ちん

情
じょう

したり，重要なポストに中央

官庁から人材を受け入れたりするなど，中央とのパイプの維
い

持
じ

強化を

はかった。中央政府の縦割り体制のため，補助金などが利用しにくい

といった事情もあった。こうした財源問題に加え，中央政府が地方に

委
い

託
たく

する事務（機
き

関
かん

委
い

任
にん

事務）の多さが日本の中央集権体制の象
しょう

徴
ちょう

とさ

れてきた。

　しかし，1999年の地方分権一
いっ

括
かつ

法の成立により，機関委任事務は

廃止され，地方公共団体の事務は自治事務と法
ほう

定
てい

受
じゅ

託
たく

事務に整理され

た
7

。また，教育やまちづくりなどで自治体に一定の選択の自由が認め

られるようになった
8

。そして，効率的な地方行政を実現するために市

町村合併も進展した。さらに，補助金の削減，税源の地方への移
い

譲
じょう

，

地方交付税の見直しを内容とする「三
さん

位
み

一
いっ

体
たい

改革
（→p.135）

」が進められ，2007

年からは，国税である所得税の一部を削って，その分を住民税に移す

6地方公共団体の財源のうち，
地方税などの自主財源が歳入
の3割程度しかない状態を称し
ていう言葉。近年，その割合
が5割程度となるなど中央と地
方の関係にも変化がみられる。
7従来の機関委任事務が廃止
され，自治体の事務は自治体
が判断できる自治事務と国が
実施方法まで指示できる法定
受託事務の二つになった。自
治事務については国の権力的
関与は廃止されるが，法定受
託事務には，是

ぜ

正
せい

の指示，代
だい

執
しっ

行
こう

など国の統制がおよぶ。
8外国語教育特

とっ

区
く

（群
ぐん

馬
ま

県太
おお

田
た

市）など各地域の特性に応じて
規制が緩

かん

和
わ

される構造改革特
区（→p.135）も認定されている。

Q#地方財政の歳入と歳出
（総務省資料）

　　近年，国と地方公共団体の
関係はどのように改革されてき
たか，まとめてみよう。

地方譲与税 2.9
地方特例
交付金 0.2

単位（%）

地方税
45.1

自主
財源

地方
交付税

18.3

地方債
    10.2

国庫
支出金
16.8

雑収入 4.8

［2020年度］

使用料･
手数料
1.7

歳入
総額

907 397
億円

歳出
総額

907 397
億円

一
般
財
源

給与
　関係
　　経費
　　　22.4

一般行政経費
44.5

投資
的経費
 14.1

その他 6.1

公債費
12.9

特
定
財
源

主要公務員（副知事
・副市町村長など）

議会（2/3以上出席）にかけ, その3/4以
上の賛成があれば失職

1/3以上＊ 首長

＊有権者数が40万人（80万人）以上の場合は， 40万人（80万人）をこえる分については1/6（1/8）以上

議員・首長 1/3以上＊ 選挙管理
委員会

議会の解散請求 1/3以上＊ 選挙管理
委員会

事務監査請求 1/50以上 監査委員

住民投票の結果, 過半数の賛成があ
れば失職

住民投票の結果, 過半数の賛成があ
れば解散

監査の結果を公表し， 議会や首長に報告

事項 必要署名数 請求先 取り扱い

条例の制定・改廃の請求 首長が20日以内に議会にかけ, 結果
を公表

（有権者の）
1/50以上

首長

解
職
請
求

W$直接請求の方法

90

5

10

15

20

沈
ちん

滞
たい

を示すものとして問題になっているが，その一方で，具体的政策

の是非を問う住民投票（レ
referendum
ファレンダム）が各地で行われている。

地方自治と国政
人々の日々の生活にとって，地方自治は最も身

近なものである。地域のかかえる問題はさまざ

まであり，過
か

疎
そ

で困っている地域もあれば，過密に悩まされている地

域もある。急速な高齢化や外国人との共生などの課題もある。中央政

府は地方公共団体に支援を行うが，住民の生活を守るためにそれぞれ

の創意工夫によって実際にシ
civil minimum
ビル・ミニマム（住民の最低限の生活水

準）を実現する仕事は地方公共団体が行う。

　地方公共団体は，かつて ｢三割自治
6

」とよばれるほど財源が乏しく，

中央からの地方交付税や国庫支出金など
#

に頼ってきた。首長たちは，

国会議員などをとおして中央官庁に陳
ちん

情
じょう

したり，重要なポストに中央

官庁から人材を受け入れたりするなど，中央とのパイプの維
い

持
じ

強化を

はかった。中央政府の縦割り体制のため，補助金などが利用しにくい

といった事情もあった。こうした財源問題に加え，中央政府が地方に

委
い

託
たく

する事務（機
き

関
かん

委
い

任
にん

事務）の多さが日本の中央集権体制の象
しょう

徴
ちょう

とさ

れてきた。

　しかし，1999年の地方分権一
いっ

括
かつ

法の成立により，機関委任事務は

廃止され，地方公共団体の事務は自治事務と法
ほう

定
てい

受
じゅ

託
たく

事務に整理され

た
7

。また，教育やまちづくりなどで自治体に一定の選択の自由が認め

られるようになった
8

。そして，効率的な地方行政を実現するために市

町村合併も進展した。さらに，補助金の削減，税源の地方への移
い

譲
じょう

，

地方交付税の見直しを内容とする「三
さん

位
み

一
いっ

体
たい

改革
（→p.135）

」が進められ，2007

年からは，国税である所得税の一部を削って，その分を住民税に移す

6地方公共団体の財源のうち，
地方税などの自主財源が歳入
の3割程度しかない状態を称し
ていう言葉。近年，その割合
が5割程度となるなど中央と地
方の関係にも変化がみられる。
7従来の機関委任事務が廃止
され，自治体の事務は自治体
が判断できる自治事務と国が
実施方法まで指示できる法定
受託事務の二つになった。自
治事務については国の権力的
関与は廃止されるが，法定受
託事務には，是

ぜ

正
せい

の指示，代
だい

執
しっ

行
こう

など国の統制がおよぶ。
8外国語教育特

とっ

区
く

（群
ぐん

馬
ま

県太
おお

田
た

市）など各地域の特性に応じて
規制が緩

かん

和
わ

される構造改革特
区（→p.135）も認定されている。

Q#地方財政の歳入と歳出
（総務省資料）

　　近年，国と地方公共団体の
関係はどのように改革されてき
たか，まとめてみよう。

地方譲与税 2.1
地方特例
交付金 0.4

単位（%）

地方税
42.6

自主
財源

地方
交付税

19.4

地方債
    12.5

国庫
支出金
 16.4

雑収入 4.9

［2021年度］

使用料･
手数料
1.7

歳入
総額

898 060
億円

歳出
総額

898 060
億円

一
般
財
源

給与
　関係
　　経費
　　　22.4

一般行政経費
45.5

 投資
的経費
 13.3

その他 5.7

公債費
13.1

特
定
財
源

主要公務員（副知事
・副市町村長など）

議会（2/3以上出席）にかけ, その3/4以
上の賛成があれば失職

1/3以上＊ 首長

＊有権者数が40万人（80万人）以上の場合は， 40万人（80万人）をこえる分については1/6（1/8）以上

議員・首長 1/3以上＊ 選挙管理
委員会

議会の解散請求 1/3以上＊ 選挙管理
委員会

事務監査請求 1/50以上 監査委員

住民投票の結果, 過半数の賛成があ
れば失職

住民投票の結果, 過半数の賛成があ
れば解散

監査の結果を公表し， 議会や首長に報告

事項 必要署名数 請求先 取り扱い

条例の制定・改廃の請求 首長が20日以内に議会にかけ, 結果
を公表

（有権者の）
1/50以上

首長

解
職
請
求

W$直接請求の方法

080-091_2章3節.indd   90 2021/10/06   9:55



原文 訂正文

別紙　　　8
seminarsemininaminarminnarsemina eminm seinmininsenarnananaaarrmsemsemseminaseminasemsemsemmmmararrmmseminassemsemsss nanaarararmimimiararararararaaaa

98

小選挙区制と投票率ゼミナ ルゼゼミミナナーールミミナナ ルゼゼミ ーーミゼゼゼミナール

衆議院の選挙制度と問題点
　現在の衆議院の選挙制度は1994年に定められ

たもので，それまでの中
ちゅう

選挙区制（1選挙区から3

～ 5名が当選）から小選挙区制に重点をおいた小

選挙区比例代表並
へい

立
りつ

制
（→p.92）

に変更された。これにより

二大政党制への移行が期待され，実際に政権交代

が実現した。しかし，289議席を占める小選挙区

では一つの選挙区から一人の議員を選出するため，

得票率と議席数の乖
かい

離
り

が顕
けん

著
ちょ

にみられるようにな

り，また議席に結びつかない大量の死
し

票
ひょう

が生じて

いる。国民の意見が多様化し，連立政権が多様な

意見を調整する役割を果たすことが多くなるなか

で，「つくられた多数派」を生みだす選挙制度につ

いての問題点が指摘されている。

投票率の低迷
　近年の選挙では，投票率の低下が大きな問題に

なっている。2014年の衆議院議員選挙の投票率

は52.7％で戦後最低であった
（→p.93

。
#
そ

）
の理由として，

国民の政治的無関心
（→p.97）

も指摘されるが，投票したい

候補者や政党がない無党派層
（→p.97）

とよばれる人々の増

加もあげることができる。これには政治状況の変

化にともなう支持基盤の変化が背景にあり，労働

組合や農業団体のような強固な集票組織の影響
（→p.95）

が

うすれ，また，明確な争点を示さない政党の選挙

戦術などもあると考えられる。なお，投票率の低

下は国政以上に地方公共団体において深刻で，

20％台の投票率もみられるようになった。

Q衆議院議員選挙（選挙区）における得票率と議席数

Q投票率が意味するもの　投票した人の57.2％の支持を集
めてＡ候補が知事に当選したが，総有権者数586万人のなか
では15.2％でしかない。

0 20 40 60 80 100%

得票率
議席数

自由民主党 36.6％

自由民主党 38.7％ 民主党 47.4 8.6

223議席

64議席

47.8％ 8.5 20.6 12.69.0

215議席 1817 30

221 15

70 55 51 35 62

14.115.4 10.1 8.1 8.0 7.7

その他・無所属
日本社会党 新生党

日本新党
日本共産党

公明党

公明党 1.1

1.5
0

8 1

0

15
日本共産党 4.2

希望の党立憲民主党

●1993年7月18日（中選挙区制での最後の選挙）

（計511議席）

得票率
議席数

●2009年8月30日（小選挙区）

（計300議席）

得票率
議席数

●2017年10月22日（小選挙区）

（計289議席）

「18歳選挙権」と投票率
　2015年の法改正で，選挙権年齢が18歳以上に

引き下げられ
（→p.93）

，国政選挙や地方選挙，最高裁判所

裁判官の国民審査
（→p.71）

などの投票や，選挙期間におけ

る選挙運動などが，満18歳から可能になった。

　現在，有権者の4割が60歳以上で，20歳代は1

割強にすぎず，投票率も若年層のほうが低い傾向

がある。そのうえ，少
しょう

子
し

高齢化
（→p.32）

は現在も進行して

おり，若年層の声はさらに政治に反映されにくく

なる。こうしたなかで導入された「18歳選挙権」で，

新たに約240万人が有権者になった（2016年）。

　こうした流れは，社会が若年層に積極的な政治

参加を求めていると考えることができる。いま必

要なことは，若年層が自身の生活と政治の関係や

選挙の意味を考え，現在と将来の社会生活を見す

えて，多様な意見を政治に反映させることである。

Q年代別にみた人口と投票結果（総務省資料）　60歳以上
が有権者全体の約4割，投票数では半数近くを占めている。
18歳の投票率は47.9%，19歳の投票率は33.3％であった。

［衆議院議員選挙  2017年10月22日（人口は2017年10月1日時点の推計）］

人口比
（18歳以上）

投票数

投票率 10代・20代
35.3％

30代
44.7％

40代
53.5％

50代
63.3％

60代
72.0％

70代～
60.9％

13.5％ 13.8％ 17.6％ 14.7％ 16.6％ 23.8％

8.5％ 11.0％ 16.7％ 16.6％ 21.4％ 25.8％

［S県知事選挙の結果  2015年］

投票した人
26.6％

投票しなかった人

投票数

総有権者数
（586万人）

A候補 57.2％

15.2％ 75.10.6

B候補
20.7

その他 3名
19.9

5.5
無効 2.25.3
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希望の党立憲民主党

●1993年7月18日（中選挙区制での最後の選挙）

（計511議席）

得票率
議席数

●2009年8月30日（小選挙区）

（計300議席）

得票率
議席数

●2017年10月22日（小選挙区）

（計289議席）

「18歳選挙権」と投票率
　2015年の法改正で，選挙権年齢が18歳以上に

引き下げられ
（→p.93）

，国政選挙や地方選挙，最高裁判所

裁判官の国民審査
（→p.71）

などの投票や，選挙期間におけ

る選挙運動などが，満18歳から可能になった。

　現在，有権者の4割が60歳以上で，20歳代は1

割強にすぎず，投票率も若年層のほうが低い傾向

がある。そのうえ，少
しょう

子
し

高齢化
（→p.32）

は現在も進行して

おり，若年層の声はさらに政治に反映されにくく

なる。こうしたなかで導入された「18歳選挙権」で，

新たに約240万人が有権者になった（2016年）。

　こうした流れは，社会が若年層に積極的な政治

参加を求めていると考えることができる。いま必

要なことは，若年層が自身の生活と政治の関係や

選挙の意味を考え，現在と将来の社会生活を見す

えて，多様な意見を政治に反映させることである。

Q年代別にみた人口と投票結果（総務省資料）　60歳以上
が有権者全体の約4割，投票数では半数近くを占めている。
18歳の投票率は47.9%，19歳の投票率は33.3％であった。

［衆議院議員選挙  2017年10月22日（人口は2017年10月1日時点の推計）］

人口比
（18歳以上）

投票数

投票率 10代・20代
35.3％

30代
44.7％

40代
53.5％

50代
63.3％

60代
72.0％

70代～
60.9％

13.5％ 13.8％ 17.6％ 14.7％ 16.6％ 23.8％

8.5％ 11.0％ 16.7％ 16.6％ 21.4％ 25.8％

［S県知事選挙の結果  2015年］

投票した人
26.6％

投票しなかった人

投票数

総有権者数
（586万人）

A候補 57.2％

15.2％ 73.40.6

B候補
20.7

その他 3名
19.9

5.5
無効 2.25.3
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社会生活と法

家族と法
法はわたしたちの生活にどうかかわるのか

!

。家

族は親密な関係にある人々のつながりであるが，

そのなかにも法はおよぶ
1

。親は子どもを育てる義務（扶
ふ

養
よう

義務）を負い，

そのかわりに子どもを保護し，教育し，その財産を管理する権利（親
しん

権
けん

）
2

をもつ。子どもへの保護を怠
おこた

れば，親は罪に問われることもある。

　結婚により新たな家族ができると，夫婦は同居し，たがいに扶養し，

協力しあわなければならないと法で定められている。子どもの出
しゅっ

生
しょう

，

結婚や離
り

婚
こん

などは，届け出によって法的に認められる。死んだ人が残

した財産は，親族などの相続人によって分けられる（相
そう

続
ぞく

）。家族間に

争いが生じた時は，家庭裁判所で当事者間の調停が行われたり，審判，

裁判が行われたりする。法律上の夫婦の間に生まれた子（嫡
ちゃく

出
しゅつ

子
し

）以外

の子どもは非
ひ

嫡
ちゃく

出
しゅつ

子
し

（婚外子）とされ，相続の際に嫡出子より不利な扱

いを受けたが，2013年の民法改正で両者は平等となった
（→p.87）

。

　障がいや加齢により，法的な判断をする能力が不十分となった人に

対しては，本人が契約などをするのを助けたり，本人にかわって行っ

たりする成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制度
3

がある。

契約と法
わたしたちは，社会で暮らしていくうえでさま

ざまな法的関係をもつことになる｡ 物を売り買

いしたり，金
かね

を貸し借りしたり，会社に就職したりする際に交わされ

る約束を契約
（→p.105）

とよぶ。契約などをめぐる紛争を解決することも，法の

大切な働きである。

1民法は第4編で，婚
こん

姻
いん

，親子，
扶養など，親族について規定し，
第5編では相続について規定し
ている。この第4編と第5編を
あわせて家族法とよぶ。
2親が未成年者に対してもつ，
保育，監

かん

護
ご

，教育，財産管理
などの権限をいう。古くは親
の子に対する支配権とする見
方もあったが，近年は子に対
する保護の観点や，子を人権
の主体とする観点から，親の
権利であると同時に義務であ
るとされるようになっている。
3財産管理，身

しん

上
じょう

監
かん

護
ご

（生活や
療
りょう

養
よう

看
かん

護
ご

など）のための契約が
困難な者に対し，本人の行為
の代理または行為を補助する
者を選

せん

任
にん

する制度。親族など
による家庭裁判所への申し立
てで法定後見人を選任する法
定後見と，本人の判断能力が
あるうちに自分で後見人を決
めて委

い

任
にん

契約を結ぶ任意後見
がある。

　　家族生活のなかに法はどの
ように関わっているか，具体的
に考えてみよう。

　　「所有権絶対の原則」や「契
約自由の原則」が制約される事
例について調べ，それらが制約
される理由を考えてみよう。

E!人の一生と法律

選
挙
権

しょばつ

出生
出生届を出さなければ
ならない
（戸籍法第49条）

6歳
義務教育の開始
（教育基本法第5条， 
学校教育法第17条）

16歳（女）・18歳（男）＊
結婚できる年齢
（民法第731条）

＊2022年4月以降， 結婚で
きる年齢が男女とも
満18歳に変更される。

親権
子の監護・教育の
義務が発生する
（民法第820条）

65歳
老齢年金支給が適用になる
（国民年金法第26条ほか）

14歳
罪を犯すと刑法上
処罰される対象となる
（刑法第41条）

18歳
選挙権をもつ
（公職選挙法
第9条）

25歳（衆議院議員）
30歳（参議院議員）
被選挙権者になれる
（公職選挙法第10条）

死亡
死亡届を出さなければ
ならない
（戸籍法第86条）

かん ご
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そのなかにも法はおよぶ
1

。親は子どもを育てる義務（扶
ふ

養
よう

義務）を負い，

そのかわりに子どもを保護し，教育し，その財産を管理する権利（親
しん

権
けん

）
2

をもつ。子どもへの保護を怠
おこた

れば，親は罪に問われることもある。

　結婚により新たな家族ができると，夫婦は同居し，たがいに扶養し，

協力しあわなければならないと法で定められている。子どもの出
しゅっ

生
しょう

，

結婚や離
り

婚
こん

などは，届け出によって法的に認められる。死んだ人が残

した財産は，親族などの相続人によって分けられる（相
そう

続
ぞく

）。家族間に

争いが生じた時は，家庭裁判所で当事者間の調停が行われたり，審判，

裁判が行われたりする。法律上の夫婦の間に生まれた子（嫡
ちゃく

出
しゅつ

子
し

）以外

の子どもは非
ひ

嫡
ちゃく

出
しゅつ

子
し

（婚外子）とされ，相続の際に嫡出子より不利な扱

いを受けたが，2013年の民法改正で両者は平等となった
（→p.87）

。

　障がいや加齢により，法的な判断をする能力が不十分となった人に

対しては，本人が契約などをするのを助けたり，本人にかわって行っ

たりする成
せい

年
ねん

後
こう

見
けん

制度
3

がある。

契約と法
わたしたちは，社会で暮らしていくうえでさま

ざまな法的関係をもつことになる｡ 物を売り買

いしたり，金
かね

を貸し借りしたり，会社に就職したりする際に交わされ

る約束を契約
（→p.105）

とよぶ。契約などをめぐる紛争を解決することも，法の

大切な働きである。

1民法は第4編で，婚
こん

姻
いん

，親子，
扶養など，親族について規定し，
第5編では相続について規定し
ている。この第4編と第5編を
あわせて家族法とよぶ。
2親が未成年者に対してもつ，
保育，監

かん

護
ご

，教育，財産管理
などの権限をいう。古くは親
の子に対する支配権とする見
方もあったが，近年は子に対
する保護の観点や，子を人権
の主体とする観点から，親の
権利であると同時に義務であ
るとされるようになっている。
3財産管理，身

しん

上
じょう

監
かん

護
ご

（生活や
療
りょう

養
よう

看
かん

護
ご

など）のための契約が
困難な者に対し，本人の行為
の代理または行為を補助する
者を選

せん

任
にん

する制度。親族など
による家庭裁判所への申し立
てで法定後見人を選任する法
定後見と，本人の判断能力が
あるうちに自分で後見人を決
めて委

い

任
にん

契約を結ぶ任意後見
がある。

　　家族生活のなかに法はどの
ように関わっているか，具体的
に考えてみよう。

　　「所有権絶対の原則」や「契
約自由の原則」が制約される事
例について調べ，それらが制約
される理由を考えてみよう。

E!人の一生と法律

選
挙
権

しょ ばつ

出生
出生届を出さなければ
ならない

（戸籍法第49条）

6歳
義務教育の開始

（教育基本法第5条， 
学校教育法第17条） ＊2022年4月以降

親権
子の監護・教育の
義務が発生する

（民法第820条）

65歳
老齢年金支給が適用になる

（国民年金法第26条ほか）

14歳
罪を犯すと刑法上
処罰される対象となる

（刑法第41条）

18歳
選挙権をもつ

（公職選挙法第9条）
成年になる年齢＊

（民法第4条）
結婚できる年齢＊

（民法第731条）

25歳（衆議院議員）
30歳（参議院議員）
被選挙権者になれる

（公職選挙法第10条）

死亡
死亡届を出さなければ
ならない

（戸籍法第86条）
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第3章　現代社会と法　109

未成年についてのさまざまな規定

　未成年者がアパートなどを借りたり，お

金を借りたり，不動産や車を買ったりする場合な

どの契約には親権者等の同意が必要であり，同意

を得ずに行った法律行為は親権者などによって取

り消すことができる。このように民法では未成年

者の財産行為は制限されている（制限行為能力者）。

ただし，成年とみなされるのは民
みん

法
ぽう

などの私
し

法
ほう

領

域のみに限られ，未成年者喫
きつ

煙
えん

禁止法や未成年者

飲酒禁止法などの法律には適用されない。

刑事上などでの取り扱い

　少年法は，少年（20歳未満）の犯罪につい

て規定している。20歳以上に対する裁判とは異

なり，少年の保護・更
こう

生
せい

の観点から，原則として

家庭裁判所で審判が行われる。家庭裁判所裁判官

は，少年，保護者，家庭裁判所調査官などの意見

を聞き，再犯防止や更生に向けての処分を行う。

しかし，殺人事件や強
ごう

盗
とう

致
ち

死
し

事件などでは検察官

に戻され（逆
ぎゃく

送
そう

致
ち

），20歳以上と同じ刑事裁判を受

ける場合もある。

　刑事上のもの以外では，児童の就労や満18歳

未満の年少者の深夜業の原則禁止など労働に関す

るもの（労働基準法）や，運転免許年齢に関するも

の（道路交通法），未成年者の営業（民法では親権

者などから営業を許されれば成年と同じ行為能力

をもつとされる）などに特別の規定がある。

「18歳」になること　選挙権年齢が20歳から満18歳以上に

引き下げられ，国政選挙や地方選挙，憲法改正の

国民投票などができるようになった。ただし，裁

判員や検察審査会の審査員は20歳未満の者はなる

ことができない
（→p.108）

。

　また，2018年に民法が改正されて，2022年4

月からは民法上の成年年齢が20歳から18歳に引

き下げられ（18歳未満が「未成年者」となる），男女

の婚
こん

姻
いん

開始年齢も18歳となる。さらに，少年法も

改正され，逆送致の対象事件の拡大や，実名報道

の解禁など，18，19歳の少年犯罪のあつかいが厳

しくなる。

　これからも未成年者の権利や義務などの観点か

ら，未成年者を対象とするさまざまな法律の規定

の意味を今一度確認し，その是非や，改革のあり

方について，自分自身のこととして考えていく必

要がある。

成年者とどこが違う？
●

未成年者と法
●
日本では2022年4月以降18歳未満は未成年
者とされ，法的関係において成年者（成人）
とは異

こと

なる扱いを受けています。それはどの
ような意味をもつのでしょうか。

Q少年事件の手続き（14歳以上の場合）Qおもな国の法定年齢

家庭裁判所

少年院

保護観察

児童自立支
援施設など
に送致

少年審判
（少年鑑別
所に収容）

（拘置所な
どに収容）

検
察
官

刑事裁判

懲役・禁錮

警察

犯罪少年

地方裁判所

［14歳以上］

検察

捜査 逆送致

（刑事
  処分）

（保護処分）

起訴

私法上
の成年 結婚 飲酒 選挙権 被選挙権

アメリカ 18歳＊2 18歳＊2 21歳 18歳
下院25歳
上院30歳

イギリス 18歳 16歳 18歳

喫煙

日本 18歳＊1 20歳 18歳18歳＊1
衆議院25歳
参議院30歳

20歳

18歳＊2

18歳 18歳

ドイツ 18歳 18歳 18歳＊318歳 18歳 下院18歳

下院18歳

中国 18歳
男性22歳
女性20歳

18歳18歳 18歳 18歳

＊1 2022年 4月以降
＊2アメリカは州によって異なる（表中はカリフォルニア州のもの）
＊3ただしビールなどは 16歳といった例外がある
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未成年についてのさまざまな規定

　未成年者がアパートなどを借りたり，お

金を借りたり，不動産や車を買ったりする場合な

どの契約には親権者等の同意が必要であり，同意

を得ずに行った法律行為は親権者などによって取

り消すことができる。このように民法では未成年

者の財産行為は制限されている（制限行為能力者）。

また，結婚については男性は18歳以上，女性は

16歳以上でなければならず，未成年者の結婚に

は父母の同意が必要であると定められている。な

お，未成年者は結婚によって成年に達したものと

され，財産行為について親権者等の同意は不要と

なる。ただし，成年とみなされるのは民
みん

法
ぽう

などの

私
し

法
ほう

領域のみに限られ，未成年者喫
きつ

煙
えん

禁止法や未

成年者飲酒禁止法などの法律には適用されない。

刑事上などでの取り扱い

　少年法は，少年（20歳未満）の犯罪につい

て規定している。成人に対する裁判とは異なり，

少年の保護・更
こう

生
せい

の観点から，原則として家庭裁

判所で審判が行われる。家庭裁判所裁判官は，少年，

保護者，家庭裁判所調査官などの意見を聞き，再

犯防止や更生に向けての処分を行う。しかし，殺人

事件や強
ごう

盗
とう

致
ち

死
し

事件などでは検察官に戻され（逆
ぎゃく

送
そう

致
ち

），成人と同じ刑事裁判を受ける場合もある。

　刑事上のもの以外では，児童の就労や満18歳

未満の年少者の深夜業の原則禁止など労働に関す

るもの（労働基準法）や，運転免許年齢に関するも

の（道路交通法），未成年者の営業（民法では親権

者などから営業を許されれば成年と同じ行為能力

をもつとされる）などに特別の規定がある。

「18歳」になること　選挙権年齢が満18歳以上に引き下げら

れ，国政選挙や地方選挙，憲法改正の国民投票な

どができるようになった。ただし，裁判員や検察

審査会の審査員は20歳未満の者はなることができ

ない
（→p.108）

。また，2018年に民法が改正されて，2022

年4月からは民法上の成年年齢が18歳に引き下げ

られ（18歳未満が「未成年者」となる），男女の婚
こん

姻
いん

開始年齢も18歳となる。なお，現在，少年法の適

用年齢の引き下げについても議論されている。

　未成年者の権利や義務などの観点から，未成年

者を対象とするさまざまな法律の規定の意味を今

一度確認し，その是非や，改革のあり方について，
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●
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●
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なる扱い
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官
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検察

捜査 逆送致

（刑事
  処分）

（保護処分）

起訴

私法上
の成年 結婚 飲酒 選挙権 被選挙権
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＊2アメリカは州によって異なる（表中はカリフォルニア州のもの）
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5

10

15

20

から蓄積された個人・企業・国の建物，機械，土

地などの実物資産と対外純資産
2

のある時点での蓄

積量は国
こく

富
ふ

（ス
stock
トック）とよばれ，豊かさを測る重

要な指標である。一方，GDPや国富だけでは測

れない国民の豊かさを測る指標として，国民純福

祉
net national welfare
（NNW

3

）やグリーンGDP
4

などがある。

経済成長
経済成長は，GDPやGNP

の増加率（経済成長率）で測

ることができる。ただし，実際の生産はあまり増

加しないのに物価上昇によって名
めい

目
もく

の増加率（名

目経済成長率）が大きくなることもあるから，経

済の実情に即した成長率を出すためには，名目経

済成長率から物価変動の影響を取り除く必要があ

る。こうして計算された成長率が実質経済成長率
#

である。経済成長率は，生産設備の増加，働く人

口の増加，生産性の向上などによって上昇する。

景気変動と物価
経済には好景気と不景気が交互に起こる景気変

動
"

がみられる。景気変動は好況，後退（急激な

後退は恐
きょう

慌
こう

とよばれる），不況，回復の四つの局面が周期をなす。

　物価とは，さまざまな商品の価格を平均的にとらえたものであり，

物価の変動も景気変動と深いかかわりをもっている。物価が持続的に

上昇する状態をイ
inflation
ンフレーションという

5

。逆に物価が持続的に下
げ

落
らく

す

る現象をデ
deflation
フレーションという。いっぱんに好況期には物価は上昇し，

不況期には下落する。

E"フランス△△△△（△）と
そのとびら△（△）　△△△の
△を△り，△△の△を△らす
という△△の△。

Q"景気変動

R#日本の経済成長の推移　
（国民経済計算ほか）

2政府がもつ外貨準備や対外
直接投資などの対外資産から
外国への負

ふ

債
さい

残高を引いたも
の。
3国民の生活の豊かさ（福祉水
準）を測るために，家事にかけ
る労力やレジャーにあてる時
間，環境汚染による影響など
を考慮して算出される指標。
4自然環境を資源としてとら
え，環境破壊などによってそ
れが失われた分を費用として
計算し，求められる指標。

5インフレーションになると，
貨幣の購

こう

買
ばい

力
りょく

が低下し預金な
どの実質的な価値が目

め

減
べ

りす
るが，住宅ローンなど資金を
借りている人にとっては返済
負担が軽くなる。

山

谷

周期

生産過剰
か  じょう

投資の低下
消費の減少

時間の経過

経済成長

不況

好況

好況

後退

回復
（恐慌）

 投資の増大
消費の増大

　景気変動とは好況，後退（急激な後退は恐慌と
よばれる），不況，回復の四つの局面が周期をな
して，好景気と不景気が交互に起こる現象のこと
である。景気変動は，景気循環ともいわれる。景
気循環には，周期が50～60年の長期的なものか
ら，周期が3～4年の短期的なものまで，いくつか
の種類があり，その原因もさまざまである。その
周期の発見者の名前から，3～4年のキチンの波
（在庫投資循環），10年前後のジュグラーの波（設
備投資循環），20年前後のクズネッツの波（建築循
環），50～60年のコンドラチェフの波（技術革新に
よる循環）などに類別される。
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政府の役割と財政

政府の経済的役割
政府（中央政府・地方政府）は家計や企業などか

ら収入を得てさまざまな行政サービスを提供す

るために支出している。政府は公共目的のために財政活動を行うが，

その機能はつぎの三つに大
たい

別
べつ

される。

　第一の機能は資源配分の調整である。市場経済では公共
（→p.118）
財が私的財

に比べて相対的に不足しがちであり，この供給不足を政府は是
ぜ

正
せい

しよ

うとする。第二の機能は所得の再分配である。政府は所得税などに累
るい

進
しん

課税
1

制
（→p.129）

度を適用したり，低所得者層のための支出を行ったりして，

所得格差を小さくしようとする。第三の機能は景気の安定化である。

市場経済では景気の変動が避けられないが，変動の幅
はば

が大きいと国民

生活に大きな影響がおよぶので，政府は景気変動
（→p.121）

の波をできるだけな

だらかにしようとする。

　景気安定化の手段の一つが財政活動を利用した財政政策（もう一つ

は金融政策
（→p.124）

）である
2

。たとえば不景気の際，政府は減税（歳
さい

入
にゅう

の活動）

や政府支出の増加（歳
さい

出
しゅつ

の活動）などによって，民間部門の需要を喚
かん

起
き

し，積極的・意図的に景気の回復をはかろうとする（裁
さい

量
りょう

的財政政策，

フ
fiscal policy
ィスカル・ポリシー）。また，累進課税制度や失業給付などの制度

には景気を調整する働きが内在しているので，ビ
built-in stabilizer
ルト・イン・スタビ

ライザー（自動安定化装置）
3

とよばれている。

財政制度
政府の収入と支出はそれぞれ歳

さい

入
にゅう

，歳
さい

出
しゅつ

とよば

れ
"

，政府が行う歳入と歳出の活動が財政
#

である
4

。

1高所得者には高い税率を課
し，低所得者には低い税率を
適用する課税のしくみ。
2今日では，景気，物価，国
際収支（→p.169）の同時安定な
どをめざして，金融政策と財
政政策が一体となったポリシ
ー・ミックスがとられるように
なった。
3好況時には累進課税制度に
より税収が増加し，雇

こ

用
よう

保険
などの支出は減少する。また，
不況時にはこの逆になり，景
気変動を自動的に安定させる。
4憲法第83条は，「国の財政を
処理する権限は，国会の議決
に基

もとづ

いて，これを行使しなけ
ればならない」として財政処理
の基本原則を定めている（財政
民主主義）。

　　政府が行う経済活動の目的
は何か，そのためにどのような
手段がとられているのか，まと
めてみよう。

Q!予算委員会のようす　予
算案は予算委員会で審議され
たのち，本会議に付

ふ

される。
写真は，衆議院予算委員会で
予算案を賛成多数で可決する
ところ。

W"日本の歳入と歳出（一般
会計）（財政金融統計月報ほか）

1934～36
年度平均
22.9億円

1965年度
3.7兆円

2021年度
106.6兆円

公共事業関係費
20.0%

地方交付税交付金等
19.1%

防衛関係費
44.8%

国債費
16.9%

その他
15.7%

地方財政関係費0.3％文教および科学振興費0.7%

7.4% 6.6% 7.6%

14.5% 13.2% 8.2% 20.1%4.6%

0.3%

恩給関係費

※2021年度は当初予算

歳

　
出

1934～36
年度平均
22.9億円

1965年度
3.7兆円

2021年度
106.6兆円

専売納付金租税および印紙収入

所得税
26.2%

その他
28.1%

公債金
38.9%

その他
13.8%8.3%

30.8% 4.5% 6.9% 7.7%法人税
23.9%

歳

　
入

所得税
法人税
10.9%

社会保障関係費
33.6% 5.7% 5.1% 13.2%5.0% 22.3%

0.1%

17.5%

15.0%

8.4% 40.9% 5.3%消費税
19.0% 8.9%
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　公債による収入を除く歳
さい

入
にゅう

と歳
さい

出
しゅつ

の差は財政収支とよばれ，歳出が

歳入を上
うわ

回ると財政収支は赤字（財政赤字）になる。財政収支が赤字に

なると政府は国債（地方政府の場合には地方債，両者をあわせて公債

という）を発行し，国民などからの借金によって税収の不足分を補わ

なければならない。国債には発行目的によって，公共事業を行うため

の建設国債，公共事業費等以外の歳出の財源不足を補うための特例国

債（赤字国債
8

），既
き

存
そん

の国債を返済するための借
かり

換
かえ

国債
9

などがある。

財政問題と
財政危機

景気が悪くなると財政収支は赤字になる傾向が

ある。1970年代の石油危機
（→p.131）

の際には，景気対

策のための財政支出が増大し，深刻な事態を招いた。1975年度には

35％もの歳入不足が生じたために，政府は赤字国債を発行せざるをえ

なくなった。1980年代後半には税収が増えて，一時赤字国債を発行

せずに済んだが，バブル崩壊後は発行額が増えていった。

　現在日本は，中央・地方あわせて1212兆円をこえる政府債
さい

務
む

（公的債

務残高）をかかえている。この額は国民全員が一人あたり約986万円の

借金をかかえている計算になる（2021年度当初予算
0

）。GDPが560兆円ほ

どだから，対GDP比は約217％となり，先進国のなかではとび抜けて高

い数字である。また，基礎的財政収支（プライマリー・バランス
-

）の大幅

な赤字も問題となっている。借金が累
るい

積
せき

すれば，借金返済を最優先し

なければならないため，社会保障や教育など行政サービスへの支出に

回す資金が減り，財政の正常な働きをそこねる財政の硬
こう

直
ちょく

化
か

が起こる。

さらに，借金を返済するために新たな借金をするという事態におちい

りかねない。現在の日本は，かつてないほどの財政危機の状態にある
=

。

Q&国債発行額と国債依存度の推移（財政金融統計月報ほか） Q'国債残高と対GDP比率（財政金融統計月報ほか）
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＊2020年度は補正後予算，
　2021年度は当初予算
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特例国債
その他（建設国債など）

8財政法第4条は赤字国債を原
則として認めていないため，
発行には特別な法律（特例法）
が必要となる。そのため，特
例国債ともよばれる。また，財
政法第5条は，日本銀行による
公債引き受けを原則として禁
止している（市中消化の原則）。

8財政法第4条は赤字国債を原
則として認めていないため，
発行には特別な法律（特例法）
が必要となる。そのため，特
例国債ともよばれる。また，財
政法第5条は，日本銀行による
公債引き受けを原則として禁
止している（市中消化の原則）。
9満期をむかえた国債を償

しょう

還
かん

（債務返済）する財源捻
ねん

出
しゅつ

のた
めに発行される国債のこと。

0会計年度が始まる前に作成
される通常の予算を当初予算
という。これに対して，当初予
算成立後の状況の変化に対応
するために会計年度の途中で
たてられる予算を補正予算と
いう。
-国債発行による収入を除い
た税収などの歳入と，国債の
元利払いを除いた歳出の差。
=2012年には，増大する社会
保障の財源を消費税でまかな
い，社会保障の充実と財政健
全化の両立をはかる「社会保障
と税の一体改革」に関する法律
が制定された。

　　日本の財政状況を諸外国と
比較し，その問題点を考えてみ
よう。
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＊2020年度は補正後予算，
　2021年度は当初予算

特例国債
その他（建設国債など）

8財政法第4条は赤字国債を原
則として認めていないため，
発行には特別な法律（特例法）
が必要となる。そのため，特
例国債ともよばれる。また，財
政法第5条は，日本銀行による
公債引き受けを原則として禁
止している（市中消化の原則）。

8財政法第4条は赤字国債を原
則として認めていないため，
発行には特別な法律（特例法）
が必要となる。そのため，特
例国債ともよばれる。また，財
政法第5条は，日本銀行による
公債引き受けを原則として禁
止している（市中消化の原則）。
9満期をむかえた国債を償

しょう

還
かん

（債務返済）する財源捻
ねん

出
しゅつ

のた
めに発行される国債のこと。

0会計年度が始まる前に作成
される通常の予算を当初予算
という。これに対して，当初予
算成立後の状況の変化に対応
するために会計年度の途中で
たてられる予算を補正予算と
いう。
-国債発行による収入を除い
た税収などの歳入と，国債の
元利払いを除いた歳出の差。
=2012年には，増大する社会
保障の財源を消費税でまかな
い，社会保障の充実と財政健
全化の両立をはかる「社会保障
と税の一体改革」に関する法律
が制定された。

　　日本の財政状況を諸外国と
比較し，その問題点を考えてみ
よう。
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　公債による収入を除く歳
さい

入
にゅう

と歳
さい

出
しゅつ

の差は財政収支とよばれ，歳出が

歳入を上
うわ

回ると財政収支は赤字（財政赤字）になる。財政収支が赤字に

なると政府は国債（地方政府の場合には地方債，両者をあわせて公債

という）を発行し，国民などからの借金によって税収の不足分を補わ

なければならない。国債には発行目的によって，公共事業を行うため

の建設国債，公共事業費等以外の歳出の財源不足を補うための特例国

債（赤字国債
8

），既
き

存
そん

の国債を返済するための借
かり

換
かえ

国債
9

などがある。

財政問題と
財政危機

景気が悪くなると財政収支は赤字になる傾向が

ある。1970年代の石油危機
（→p.131）

の際には，景気対

策のための財政支出が増大し，深刻な事態を招いた。1975年度には

35％もの歳入不足が生じたために，政府は赤字国債を発行せざるをえ

なくなった。1980年代後半には税収が増えて，一時赤字国債を発行

せずに済んだが，バブル崩壊後は発行額が増えていった。

　現在日本は，中央・地方あわせて1182兆円をこえる政府債
さい

務
む

（公的債

務残高）をかかえている。この額は国民全員が一人あたり約943万円の

借金をかかえている計算になる（2020年度補正予算
0

）
第2次補正後予算

。GDPが570兆円ほ

どだから，対GDP比は約207％となり，先進国のなかではとび抜けて高

い数字である。また，基礎的財政収支（プライマリー・バランス
-

）の大幅

な赤字も問題となっている。借金が累
るい

積
せき

すれば，借金返済を最優先し

なければならないため，社会保障や教育など行政サービスへの支出に

回す資金が減り，財政の正常な働きをそこねる財政の硬
こう

直
ちょく

化
か

が起こる。

さらに，借金を返済するために新たな借金をするという事態におちい

りかねない。現在の日本は，かつてないほどの財政危機の状態にある
=

。

Q&国債発行額と国債依存度の推移（財政金融統計月報ほか） Q'国債残高と対GDP比率（財政金融統計月報ほか）
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則として認めていないため，
発行には特別な法律（特例法）
が必要となる。そのため，特
例国債ともよばれる。また，財
政法第5条は，日本銀行による
公債引き受けを原則として禁
止している（市中消化の原則）。

8財政法第4条は赤字国債を原
則として認めていないため，
発行には特別な法律（特例法）
が必要となる。そのため，特
例国債ともよばれる。また，財
政法第5条は，日本銀行による
公債引き受けを原則として禁
止している（市中消化の原則）。
9満期をむかえた国債を償

しょう

還
かん

（債務返済）する財源捻
ねん

出
しゅつ

のた
めに発行される国債のこと。

0会計年度が始まる前に作成
される通常の予算を当初予算
という。これに対して，当初予
算成立後の状況の変化に対応
するために会計年度の途中で
たてられる予算を補正予算と
いう。
-国債発行による収入を除い
た税収などの歳入と，国債の
元利払いを除いた歳出の差。
=2012年には，増大する社会
保障の財源を消費税でまかな
い，社会保障の充実と財政健
全化の両立をはかる「社会保障
と税の一体改革」に関する法律
が制定された。

　　日本の財政状況を諸外国と
比較し，その問題点を考えてみ
よう。
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の際には，景気対

策のための財政支出が増大し，深刻な事態を招いた。1975年度には
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）。GDPが560兆円ほ

どだから，対GDP比は約217％となり，先進国のなかではとび抜けて高

い数字である。また，基礎的財政収支（プライマリー・バランス
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）の大幅

な赤字も問題となっている。借金が累
るい

積
せき

すれば，借金返済を最優先し

なければならないため，社会保障や教育など行政サービスへの支出に

回す資金が減り，財政の正常な働きをそこねる財政の硬
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直
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が起こる。
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りかねない。現在の日本は，かつてないほどの財政危機の状態にある
=
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則として認めていないため，
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が必要となる。そのため，特
例国債ともよばれる。また，財
政法第5条は，日本銀行による
公債引き受けを原則として禁
止している（市中消化の原則）。
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止している（市中消化の原則）。
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還
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出
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のた
めに発行される国債のこと。

0会計年度が始まる前に作成
される通常の予算を当初予算
という。これに対して，当初予
算成立後の状況の変化に対応
するために会計年度の途中で
たてられる予算を補正予算と
いう。
-国債発行による収入を除い
た税収などの歳入と，国債の
元利払いを除いた歳出の差。
=2012年には，増大する社会
保障の財源を消費税でまかな
い，社会保障の充実と財政健
全化の両立をはかる「社会保障
と税の一体改革」に関する法律
が制定された。

　　日本の財政状況を諸外国と
比較し，その問題点を考えてみ
よう。
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2 変化する日本経済

戦後復興と高度経済成長

E!日本経済の歩み（内閣府
資料ほか）

経済の自立化
日本は戦争によって多くの生産資源を失い，終

戦翌年の鉱工業生産は戦前
（1934～35年平均）

の3割程度までに落

ちこんだ。生産基盤を立て直すために，限られた資金と資源を鉄
てっ

鋼
こう

や

石炭などの基幹産業に重点的にそそぎこむ，いわゆる傾
けい

斜
しゃ

生産方式が

採用され，重点産業に資金を供給するために，復興金融金庫が設立さ

れた。経済の復興をはかるとともに経済の民主化が進められ，連合国

軍総司令部（G
General Headquarters

HQ）のもとで，財
ざい

閥
ばつ

解体，農地改革
1

，労働組合の育成
2

などの諸改革が断行された。しかし物不足は解消されず，しかも通貨

量が増大したことから，激しいインフレーション
（→p.121）

が進行した。

　インフレーションをおさえ歳
さい

入
にゅう

と歳
さい

出
しゅつ

を均
きん

衡
こう

させるために，GHQ

は経済安定9原則
3

を指令し，この原則を具体化するために，いわゆる

ドッジ・ライン
4

を策定させた。また9原則を財政面から支えるために

税制改革が行われ，シャウプ勧
かん

告
こく

に
5

もとづいて，直接税
（→p.127）

を中心とする

税制がとられることになった。しかしこれら一連の安定化政策は緊
きん

縮
しゅく

財政を基調とするものであったため，インフレーションは抑
よく

制
せい

された

ものの，不況が深化し，中小企業の倒
とう

産
さん

があいついだ。

　一進一退をくり返していた日本経済は朝
ちょう

鮮
せん

戦
1950～53年
争を機に一変した。戦

争が始まるとアメリカ軍による多額の特
とく

需
じゅ

が
6

生まれ，日本経済はにわ

かに活気づいた（特需ブーム）。そして戦後しばらくすると，日本経済

は鉱工業生産，農林水産業生産，国民総生産（GNP
（→p.120）

）などさまざまな

指標で，戦前の水準を回復することになった。

1不在地
じ

主
ぬし

などの土地を政府
が買い取って小

こ

作
さく

人
にん

に安く売
り渡した結果，大量の自作農
が誕生して，封

ほう

建
けん

的な地主制
度は崩

ほう

壊
かい

した。
2労働組合法をはじめとする
法律がつくられ，労働関係の
民主化をうながすことで，労
働者の地位の向上をはかった。
3均衡予算，賃金安定，物価
統制など9項目の実施を日本政
府に求めた。
4GHQの経済顧

こ

問
もん

ドッジの勧
告によって実施された日本経
済の「安定と自立」のための政
策で，財政の健全化と1ドル＝
360円という単一為

かわせ

替レートの
設定がその中心であった。
5アメリカのシャウプを団長
とする税制調査団の勧告。間
接税から直接税中心の税制に
改めることを勧告した。
6アメリカ軍の物資調達によ
る特需は，重工業品から運輸・
通信サービス，のちには兵器
にまでおよび，1953年には特
需収入が外貨収入総額の約4割
を占めるにいたった。

　　高度経済成長はどのような
条件のもとで可能になったのか，
調べてみよう。
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に
5

もとづいて，直接税
（→p.127）

を中心とする

税制がとられることになった。しかしこれら一連の安定化政策は緊
きん

縮
しゅく

財政を基調とするものであったため，インフレーションは抑
よく

制
せい

された

ものの，不況が深化し，中小企業の倒
とう

産
さん

があいついだ。

　一進一退をくり返していた日本経済は朝
ちょう

鮮
せん

戦
1950〜53年
争を機に一変した。戦

争が始まるとアメリカ軍による多額の特
とく

需
じゅ

が
6

生まれ，日本経済はにわ

かに活気づいた（特需ブーム）。そして戦後しばらくすると，日本経済

は鉱工業生産，農林水産業生産，国民総生産（GNP
（→p.120）

）などさまざまな

指標で，戦前の水準を回復することになった。

1不在地
じ

主
ぬし

などの土地を政府
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こ

作
さく

人
にん

に安く売
り渡した結果，大量の自作農
が誕生して，封

ほう

建
けん

的な地主制
度は崩

ほう

壊
かい

した。
2労働組合法をはじめとする
法律がつくられ，労働関係の
民主化をうながすことで，労
働者の地位の向上をはかった。
3均衡予算，賃金安定，物価
統制など9項目の実施を日本政
府に求めた。
4GHQの経済顧

こ

問
もん

ドッジの勧
告によって実施された日本経
済の「安定と自立」のための政
策で，財政の健全化と1ドル＝
360円という単一為

か わ せ

替レートの
設定がその中心であった。
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る特需は，重工業品から運輸・
通信サービス，のちには兵器
にまでおよび，1953年には特
需収入が外貨収入総額の約4割
を占めるにいたった。

　　高度経済成長はどのような
条件のもとで可能になったのか，
調べてみよう。
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公共事業の拡大と減税によって国の財政は悪化し，財政赤字
（→p.128）

は拡大す

る一方であった。また，日銀の金融緩和策にもかかわらず，資金需要

に目立った増加はなく，日本経済は不況とデフレが悪
あく

循
じゅん

環
かん

するデフレ

スパイラル
5

の状態におちいった。こうしてバブル経済崩壊から2000

年代初頭にいたるほぼ10年のあいだ日本経済は低迷を続け，この10

年は「失われた10年」ともよばれた。

構造改革の試み
産業再生と金融システムの安定化，そして財政

再建が急務となり，2000年代に入ると「構造改

革」がかかげられ，新自由主義
（→p.111）

の考えにもとづいて，さまざまな施策

が断行された。自由化，規
き

制
せい

緩
かん

和
わ

，民営化をスローガンにかかげ，金

融の自由化，省庁や特殊法人の統
とう

廃
はい

合
ごう

，
6

郵政三事業の公社化と民営化
$

などが断行された。自由化は経済以外の分野にもおよび，構造改革特
とっ

区
く

で
7

は，教育や社会福祉などの分野でも大胆な規制緩和が試みられた。

中央と地方の関係についても見直しが行われ，地方分権
（→p.90）

をうながす

「三
さん

位
み

一
いっ

体
たい

改革
8

」も進められた。こうして2002年ごろから景気はしだ

いに回復に向かい，2008年の世界金融危機
（→p.177）

まで，日本経済はゆるや

かな経済成長を続けた。

　構造改革は半面，「格差社会
（→p.149）

」という新たな問題を生み出した。大企

業や一部のベ
venture
ンチャー企業に支えられて景気回復のきざしが見えたも

のの，中小企業の多くは不
ふ

振
しん

にあえぎ，大企業と中小企業の格差が拡

大した。大都市と地方との格差も広がり，地方都市のなかには商店街

が「シャッター街」と化したところもある。さらに，労働者派
は

遣
けん

法の改
2003年
正

によって，低賃金の非正規雇
こ

用
よう

者
（→p.144）

が大量に生みだされる
'

など，所得格

差が比較的小さかった日本においても，格差が急速に拡大しつつある。

R%日本の企業倒産件数・負
債額と失業率の推移（労働統
計要覧ほか）

5デフレーション（→p.121）の
なかで，物価下

げ

落
らく

が企業収益
の悪化をもたらし，所得の減少，
消費の低迷，さらなる物価の
下落や企業収益悪化と，らせ
ん状（スパイラル）に悪循環に
おちいって不況がますます深
刻化していく過程をいう。

6石油公団の廃止，日本道路
公団などの道路4公団の民営化
など特殊法人改革は多

た

岐
き

にわ
たったが，じゅうぶんな成果を
あげていないものもある。

72003年に施行された構造改
革特別区域法によって，従来
法規制などのため実現できな
かった事業を特別に行うこと
ができるようになった地域の
こと。たとえば，群

ぐん

馬
ま

県太
おお

田
た

市では，全国に先がけて規制
が緩和され，国語以外の授業
を英語で行う学校を設立する
ことが認められた（2003年）。
8国と地方の税財政改革のこ
とで，①国から地方への税源
の移

い

譲
じょう

，②補助金の削減，③
地方交付税の見直しを一体で
進めることからこのようによば
れた。2006年，三位一体改革
関連法が制定された。

　　新自由主義の考えにもとづ
く「構造改革」の成果と課題につ
いて，まとめてみよう。

Q$郵政事業の民営化（2007
年）　2005年に郵政民営化法が
成立し，郵政事業は分割民営
化された。

アメリカの失業率

日本の
失業率
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20

日本経済の
現状と課題

サブプライムローン問題
9

に端
たん

を発
はっ

した世
2008年
界金

融危機
（→p.177）

の余波は日本にもおよび，株価の暴落に

よって，金融機関や一般投資家は大きな損失をこうむった。実体経済

への影響も大きく，円の急激な高
こう

騰
とう

は自動車やエレクトロニクスなど

の輸出産業に大きな打撃を与えた。これらの産業を中心に派
は

遣
けん

労働者
（→p.149）

のいわゆる「派遣切
ぎ

り
0

」が起こり，深刻な社会問題となった。また，

2011年の東日本大震災と，それにともなう原子力発電所の事故
（→p.16）

により，

日本経済は大きな打撃を受けた。

　2012年に成立した第
2012～20年
二次安倍内閣はデフレ克服と経済成長をめざし

た政策をかかげ，日本銀行は大幅な金融緩和を行った
-

。その結果，円

高は円
えん

安
やす

に転じたが，輸出はそれほど増えず，むしろ消
2014年・2019年（→p.127）
費増税による

負担が国民に重くのしかかった。一方，国際的にはFTAやEPA
（→p.175）

の流

れが加速し，環
2018年
太平洋経済連

れん

携
けい

協定（TPP
Trans-Pacific Partnership

11協
（→p.179）
定
=

）や日
2019年
・EU経済連携

協定（日欧EPA）が発効し，また，日
2020年発効
米貿易協定も結ばれた。

　2020年には，新
COVID-19
型コロナウイルス

（→p.189）
感
かん
染
せん
症
しょう
のパンデミック（世界的大流

行）が発生した。感染は中国から世界中へと広まり，大きな人的被害と

経済的損失をもたらしている。日本では，「緊急事態宣言」が発令され

て社会生活や経済活動に大きな制約が生じることになり，その後，感

染予防のための「新しい生活様式」が模索されることになった。

　いま日本経済は国の内外でさまざまな問題に直面している。コロナ

禍
か

により内外の経済活動は大きく縮小し，世界恐慌
（→p.111）

以来ともいえる経

済危機におちいっている。こうしたなか，「ポスト・コロナ時代」をみ

すえた社会経済活動の具体的な指針の構築が緊急の課題となっている。

9サブプライムローンは，プ
ライム（最良）ではない，信用
度の低い借り手に対する住宅
ローンである。貸し出しの審
査基準がゆるいかわりに，金
利が高く，不良債権化しやすい。
0派遣労働者など非正規雇用
者を対象に，不況で経営難に
なった企業が人員削減を行う
ことをいう。職場の寮

りょう

で暮らし
ていた派遣労働者が，住む場
所を失うなどの問題が生じた。

-2013年，日本銀行は前年比2
％というインフレ率の目標（イ
ンフレ・ターゲット）を設定し，
それに向けて「量的・質的金融
緩和」という大幅な金融緩和策
を新たに導入した（→p.125）。
=2016年に調印されたTPP協
定はアメリカの離脱（2017年）に
より一部の項目が凍

とう

結
けつ

されて，
2018年に「環太平洋パートナー
シップに関する包

ほう

括
かつ

的及
およ

び先
進的な協定」として発効した。

Q'非正規雇用者数と正規雇用者数の推移（労働力調査） Q(各国の一人あたりGDPの推移（国連統計局資料）

グローバル化のなかでど
のように産業の保護と育成をは
かったらよいか，考えてみよう。
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は

遣
けん

労働者
（→p.149）

のいわゆる「派遣切
ぎ

り
0

」が起こり，深刻な社会問題となった。また，

2011年の東日本大震災と，それにともなう原子力発電所の事故
（→p.16）

により，

日本経済は大きな打撃を受けた。

　2012年に成立した第
2012〜20年
二次安倍内閣はデフレ克服と経済成長をめざし

た政策をかかげ，日本銀行は大幅な金融緩和を行った
-

。その結果，円

高は円
えん

安
やす

に転じたが，輸出はそれほど増えず，むしろ消
2014年・2019年（→p.127）
費増税による

負担が国民に重くのしかかった。一方，国際的にはFTAやEPA
（→p.175）

の流

れが加速し，環
2018年
太平洋経済連

れん

携
けい

協定（TPP
Trans-Pacific Partnership

11協
（→p.179）
定
=

）や日
2019年
・EU経済連携

協定（日欧EPA）が発効し，また，日
2020年発効
米貿易協定も結ばれた。

　2020年には，新
COVID-19
型コロナウイルス

（→p.189）
感
かん
染
せん
症
しょう
のパンデミック（世界的大流

行）が発生した。感染は中国から世界中へと広まり，大きな人的被害と
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染予防のための「新しい生活様式」が模索されることになった。

　いま日本経済は国の内外でさまざまな問題に直面している。コロナ

禍
か

により内外の経済活動は大きく縮小し，世界恐慌
（→p.111）

以来ともいえる経

済危機におちいっている。こうしたなか，「ポスト・コロナ時代」をみ

すえた社会経済活動の具体的な指針の構築が緊急の課題となっている。

9サブプライムローンは，プ
ライム（最良）ではない，信用
度の低い借り手に対する住宅
ローンである。貸し出しの審
査基準がゆるいかわりに，金
利が高く，不良債権化しやすい。
0派遣労働者など非正規雇用
者を対象に，不況で経営難に
なった企業が人員削減を行う
ことをいう。職場の寮

りょう

で暮らし
ていた派遣労働者が，住む場
所を失うなどの問題が生じた。

-2013年，日本銀行は前年比2
％というインフレ率の目標（イ
ンフレ・ターゲット）を設定し，
それに向けて「量的・質的金融
緩和」という大幅な金融緩和策
を新たに導入した（→p.125）。
=2016年に調印されたTPP協
定はアメリカの離脱（2017年）に
より一部の項目が凍

とう

結
けつ

されて，
2018年に「環太平洋パートナー
シップに関する包

ほう

括
かつ

的及
およ

び先
進的な協定」として発効した。

Q'非正規雇用者数と正規雇用者数の推移（労働力調査） Q(各国の一人あたりGDPの推移（国連統計局資料）

グローバル化のなかでど
のように産業の保護と育成をは
かったらよいか，考えてみよう。
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が，法によって制度化されていた。国連でのたびかさなる制
せい

裁
さい

決議や

国内闘争をへて，1991年にアパルトヘイト廃止が宣言され，1994年に

は公平な選挙で黒人のマ
N.Mandela（1918～2013）
ンデラが大統領に選出された。

　1993年には，世界人権宣言45周年を記念して世界人権会議が開催さ

れ，女性，子ども
#

，少数民族，先住民族，移住労働者などの権利保護

を強化する「ウィーン宣言」が採択された。また，1998年には国際刑事

裁
International Criminal Court
判所（ICC）

4

を設立するための条約が採択され，2002年に発効した。

これによって，ジ
genocide
ェノサイド（集団虐

ぎゃく

殺
さつ

），人道に対する罪，戦争犯罪，

侵略の罪などにかかわった個人を訴
そ

追
つい

できるようになった。こうした

条約を批
ひ

准
じゅん

した国は，政府が率先して権利を保障する義務を負っている。

　国連における「人権の主流化」の流れのなか，2006年には，それま

で経済社会理事会の機能委員会であった国連人権委員会を改
かい

組
そ

発展さ

せて，総会のもとに常設の補助機関として国連人権理事会（UNHRC
UN Human Rights Council

）

を発足させた。今後さらに，国際社会での人権状況の改善をはかる取

り組みが期待されている。

国際連合の課題
国連の予算は，通常経費とPKO

（→p.159）
のための平和

維持活動経費に分けられる。これらは加盟国の

分
ぶん

担
たん

金
きん

に
$

依
い

拠
きょ

しており，各国の経済力に応じて分担金の比率はくり返

し見直されている。また，国連の個々の機関には，加盟国から自発的

拠
きょ

出
しゅつ

金
きん

が提供されている。しかし，組織の肥大化や分担金の滞
たい

納
のう

など

のために恒
こう

常
じょう

的
てき

な財政難がある。また，事務局職員の地理的な均等配

分による採用原則は満たされているとはいえない。こうした問題の解

決や，日本やドイツなどの安全保障理事会の常任理事国入りの問題な

どを含め，2000年のミレニアム・サミットや2005年の世界サミット（国

連首脳会合）では国連改革の議論がなされてきた。

4拷
ごう

問
もん

や虐
ぎゃく

殺
さつ

など重大な非人
道的行為を犯

おか

した個人の犯罪
を裁

さば

くための常設裁判所。

国際連合の機能強化の意
義を，さまざまな国の立場から
考えてみよう。

E%人権に関するおもな条約
と日本の批准状況

Q#チャイルドソルジャーの
根絶を訴えるポスター　世界
各地の紛争に数十万人ともい
われる子ども兵士が動員され
ており，その多くは無理やり
戦闘に駆り出されている。

Q$主要国の国連分担金比率
（国連広報センター資料）分担
率は総会で決められる。 

アメリカ
22.0％

中国
12.0％

日本
8.6％

イギリス 4.6％
ドイツ 6.1％

ロシア 
2.4％
フランス 4.4％

その他
39.9％

［2020年通常予算］

総額
28.7
億ドル

集団殺害罪の防止および処罰に
関する条約
人身売買および他人の売春から
の搾取の禁止に関する条約
難民の地位に関する条約
婦人の参政権に関する条約
人種差別撤廃条約
国際人権規約（社会権規約）
国際人権規約（自由権規約）
自由権規約の選択議定書

1948

49

51
53
65
66
66
66

採択年

1951

1951

1954
1954
1969
1976
1976
1976

×

○

○
○
○
○
○
×

発効年

1958

1981
1955
1995
1979
1979

日本の批准条約名

難民の地位に関する議定書
アパルトヘイト罪の禁止処罰に関
する国際条約
女子差別撤廃条約
子ども（児童）の権利条約
自由権規約の第二選択議定書（死
刑廃止条約）
障害者の権利条約
社会権規約の選択議定書

1967
73

79
89
89

2006
08

採択年

1967
1976

1981
1990
1991

2008
2013

○
×

○
○
×

○
×

発効年

1982

1985
1994

2014

日本の批准条約名
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2 国際経済のしくみと動向

貿易と国際分業

世界と日本の貿易
国内でさまざまな商品の取り引きが行われるよ

うに，国と国との間でも貿易とよばれる経済取

り引きが行われている。各国は自国で生産されていない商品やより安

く買える商品を輸入し，他国が必要とする商品を輸出する。世界の貿

易は，世界各国で景気がよいと活発になる傾向がある。世界の貿易額

は，2000年から2010年までの10年間に，約2.5倍に増加した
#

。そう

したなか，日本も新興国向けの輸出が大きく増加した。日本は，おも

に食料品や石油などを外国から輸入し，おもに自動車
!

や鉄
てっ

鋼
こう

など工業

品を外国へ輸出している
1

。
&

輸出額や輸入額の国内総生産（GDP
（→p.120） 

）に占

める割合を貿易依
い

存
そん

度
ど

というが，日本は近年15％前後となっている
%

。

自由貿易と
保護貿易

一国が必要な商品のすべてを自国でまかなうよ

り，それぞれの国が有利な条件のもとで生産で

きる（比較優位）商品に特
とっ

化
か

（専門化）し，貿易によって不足する商品を

手に入れたほうが双
そう

方
ほう

にとって有利になる。イギリスの経済学者リ
D.Ricardo（1772～1823）

カ

ード
"

のこのような考えは比
ひ

較
かく

生
せい

産
さん

費
ひ

説
せつ

と
$

して知られ，自由貿易を推進

するための有力な根拠となった。この考え方によれば，労働力が豊富

で賃金の安い発展途上国は農業や軽工業などの労働集約的な産業に特

化し，技術力があり資本も豊富な先進国は技術集約的・資本集約的な

産業に特化したほうが有利だということになる。

　国際分
ぶん

業
ぎょう

の進展は自由貿易をうながし，自由貿易の発展は国際分業

を進展させる。しかし，このことは必ずしも望ましい結果を生みだす

とは限らない。たとえば，ある国が経済発展に必要な重工業を立ち上

1原材料を輸入し，国内で加
工して別の製品として海外へ
輸出する貿易の形態を，加工
貿易という。日本では，1990年
代半ばから，製品輸入の比率
が高まってきている。

　　日本の貿易構造はどのよう
に変化してきたか，調べてみよ
う。

W#世界の貿易額（輸出入計）
の推移と地域別割合（IMF資
料）

Q"リカード　アダム・スミ
ス（→p.111）を継ぐイギリスの
経済学者。主著『経済学および
課税の原理』。

世界

日本

EU
30.0％

その他
15.7％

中国
12.1％

アメリカ
10.9％その他

20.0％
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39.6％

発
展

途
上
国
な
ど

日本 3.8％

先進国 60.4％
2019年
輸出入計
37.8兆ドル

ASEAN
7.5％

Q!輸出用自動車の積みだし
（宮

みや

城
ぎ

県・仙
せん

台
だい

港，2011年7月）
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を進展させる。しかし，このことは必ずしも望ましい結果を生みだす

とは限らない。たとえば，ある国が経済発展に必要な重工業を立ち上

1原材料を輸入し，国内で加
工して別の製品として海外へ
輸出する貿易の形態を，加工
貿易という。日本では，1990年
代半ばから，製品輸入の比率
が高まってきている。

　　日本の貿易構造はどのよう
に変化してきたか，調べてみよ
う。

W#世界の貿易額（輸出入計）
の推移と地域別割合（IMF資
料）

Q"リカード　アダム・スミ
ス（→p.111）を継ぐイギリスの
経済学者。主著『経済学および
課税の原理』。

世界

日本

EU
30.3％

その他
15.6％

中国
13.3％

アメリカ
10.8％その他

19.0％

194850 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2000 05 10 15 20年

40
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5

0

（兆ドル）

39.7％

発
展

途
上
国
な
ど

日本 3.6％

先進国 60.3％
2020年
輸出入計
35.0兆ドル

ASEAN
7.4％

Q!輸出用自動車の積みだし
（宮

みや

城
ぎ

県・仙
せん

台
だい

港，2011年7月）
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大すると，日本の企業はドル売り・円買
が

いの動きを強めるから，為替

レートは円高になる傾向をもつ。今日では貿易にともなう通貨の交換

以上に，資本移動にともなう通貨交換が大きな要因となっている。さ

らにヘ
hedge fund
ッジファンド

2

のような短期的な資金も為替レートに大きな影響

を与える。

　主要国の通貨の間の為替レートは，日々変動している。ただ，その

変動が急激であると，さまざまな支障がでるおそれがある。たとえば

急激にドル安・円高になると，日本の輸出産業が外国に商品を売ると

きに不利になる。そのため，為替レートの急激な変動をおさえるため，

政府が外国為替市場で通貨の売買に介
かい

入
にゅう

することがある（公
こう

的
てき

介
かい

入
にゅう

）
3

。

国際収支
国際間の経済的取り引きの結果を帳

ちょう

簿
ぼ

の形で記

録したものが国
こく

際
さい

収
しゅう

支
し

で
$

ある。国際収支は，経
けい

常
じょう

収
しゅう

支
し

，資
し

本
ほん

移
い

転
てん

等
とう

収
しゅう

支
し

，金
きん

融
ゆう

収
しゅう

支
し

からなる。経常収支は，商品やサ

ービスの取り引きである貿易・サービス収支，海外で稼
かせ

いだ給料や利
り

子
し

といった対
たい

価
か

の受け取りと外国への対価の支払いを差し引きした

第
だい

一
いち

次
じ

所
しょ

得
とく

収
しゅう

支
し

，および国際機関への拠出金などの第
だい

二
に

次
じ

所
しょ

得
とく

収
しゅう

支
し

の

三つからなる。金融収支は，証券投資や企業の設立などにともなう資

本の移動や，外
がい

貨
か

準
じゅん

備
び

の増減からなる。資本移転等収支は外国での道

路建設などへの無
む

償
しょう

資金援助などが含まれる。

　なお，外貨準備は，政府通
つう

貨
か

当
とう

局
きょく

が
4

対
たい

外
がい

支払いに備えたり，為替相

場の安定のために利用したりする対外資産である。

　近年の日本の国際収支は，貿易収支の黒
くろ

字
じ

が減少し，一時は赤
あか

字
じ

に

転じたほか
#

，第一次所得収支の黒字が続いている。

（→p.171）

R$国際収支の体系と日本の
国際収支（財政金融統計月報）
統計上，①＋②－③＋④＝０
となる。

Q#日本の貿易赤字を伝える
新聞記事（2012年）

2投資家から集めた巨額の資
金を背景に，短期間に高い運
用益をめざす投資信託のこと
で，相

そう

場
ば

の下
げ

落
らく

を回
かい

避
ひ

（ヘッジ）
するために，さまざまな手法
を用いる基

き

金
きん

（ファンド）である
ことから，こうよばれている。

3外国為替市場介入（為替介
入）ともいう。日本では，財務
大臣の指示にもとづき，日本
銀行が政府の代

だい

理
り

人
にん

として介
入の実務を遂

すい

行
こう

する。急激な
円高に対応するには，「ドル買
い・円売り介入」が行われる。

4財政や金融などを担当する
政府機関や中央銀行のことを
いう。日本では，財務省と日
本銀行が外貨準備を保有して
いる。

　　為替レートはどのような要
因で変動するのか，近年の動向
を調べてみよう。

第一次所得収支

貿易・
サービス収支

［2019年度］

197092（億円）

1887

209897

－4374

6664

－4777

－14692

221271

28553

貿易収支

ご

らく

ほう しゅう

きょ しゅつ

さい けん

サービス収支

第二次所得収支

①経常収支

②資本移転等収支

③金融収支

④誤差脱漏
だつ ろう

統計上の誤差やもれを調整する項目

直接投資（投資家から企業へ直接行う投資），
証券投資（株式や債券などを通じた投資），
金融派生商品，その他投資，外貨準備

資本移転（施設の整備など資本形成になる無償
資金援助など）ほか

消費財にかかわる（資本形成にならない）無償資
金援助，国際機関拠出金，労働者送金

雇用者報酬，投資収益，その他第一次所得
（ほとんどを投資収益が占める）

輸送，旅行，その他サービス（金融サービス，情報
通信サービス，知的財産権等使用料，文化・娯
楽サービスなど）

商品の輸出と輸入を差し引きした項目
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子
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といった対
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の受け取りと外国への対価の支払いを差し引きした

第
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一
いち
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，および国際機関への拠出金などの第
だい

二
に
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収
しゅう

支
し

の

三つからなる。金融収支は，証券投資や企業の設立などにともなう資

本の移動や，外
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備
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の増減からなる。資本移転等収支は外国での道

路建設などへの無
む
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資金援助などが含まれる。

　なお，外貨準備は，政府通
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当
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が
4

対
たい

外
がい

支払いに備えたり，為替相

場の安定のために利用したりする対外資産である。

　近年の日本の国際収支は，貿易収支の黒
くろ

字
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が減少し，一時は赤
あか

字
じ

に

転じたほか
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，第一次所得収支の黒字が続いている。
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R$国際収支の体系と日本の
国際収支（財政金融統計月報）
統計上，①＋②－③＋④＝０
となる。

Q#日本の貿易赤字を伝える
新聞記事（2012年）

2投資家から集めた巨額の資
金を背景に，短期間に高い運
用益をめざす投資信託のこと
で，相

そう

場
ば

の下
げ

落
らく

を回
かい

避
ひ

（ヘッジ）
するために，さまざまな手法
を用いる基

き

金
きん

（ファンド）である
ことから，こうよばれている。

3外国為替市場介入（為替介
入）ともいう。日本では，財務
大臣の指示にもとづき，日本
銀行が政府の代

だい

理
り

人
にん

として介
入の実務を遂

すい

行
こう

する。急激な
円高に対応するには，「ドル買
い・円売り介入」が行われる。

4財政や金融などを担当する
政府機関や中央銀行のことを
いう。日本では，財務省と日
本銀行が外貨準備を保有して
いる。

　　為替レートはどのような要
因で変動するのか，近年の動向
を調べてみよう。

第一次所得収支

貿易・
サービス収支

［2020年度］

182533（億円）

2381

207721

－2090

39017

－36636

－27569

155130

－25313

貿易収支

ご

らく

ほう しゅう

きょ しゅつ

さい けん

サービス収支

第二次所得収支

①経常収支

②資本移転等収支

③金融収支

④誤差脱漏
だつ ろう

統計上の誤差やもれを調整する項目

直接投資（投資家から企業へ直接行う投資），
証券投資（株式や債券などを通じた投資），
金融派生商品，その他投資，外貨準備

資本移転（施設の整備など資本形成になる無償
資金援助など）ほか

消費財にかかわる（資本形成にならない）無償資
金援助，国際機関拠出金，労働者送金

雇用者報酬，投資収益，その他第一次所得
（ほとんどを投資収益が占める）

輸送，旅行，その他サービス（金融サービス，情報
通信サービス，知的財産権等使用料，文化・娯
楽サービスなど）

商品の輸出と輸入を差し引きした項目
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国際収支からみた日本経済
　国際間の経済的取り引きの結果を記録し，収

支を示したものが，国
こく

際
さい

収
しゅう

支
し

で
（→p.169）

ある。日本の国

際収支の特徴について考えてみよう。

　工業製品の輸出がさかんな日本は，長く貿易

収支の黒
くろ

字
じ

が続いていた。しかし，企業の生産

拠点の海外移転が進んだことや，エネルギー資

源の輸入増加などで，近年は赤
あか

字
じ

に転じたこと

もあった。海外旅行をする日本人が多いことな

どから，サービス収支は長く赤字が続いている。

　第
だい

一
いち

次
じ

所
しょ

得
とく

収
しゅう

支
し

の黒字が続いていることも，

特徴の一つである。このほとんどが投資収益で

あり，日本は海外に投資を行い，そこから多く

の利子や配当を得ているということがわかる。

　海外への無
む

償
しょう

の資金援助などが含まれる第
だい

二
に

次
じ

所
しょ

得
とく

収
しゅう

支
し

や資
し

本
ほん

移
い

転
てん

等
とう

収
しゅう

支
し

は，赤字の傾向が

続いている。これは，日本が外国に対して援助

を行っていることを反映している。

おもな国の国際収支
　ほかの国の国際収支には，どのような特徴が

あるのだろうか。早くから発展をとげた国であ

るアメリカ，イギリス，フランスは経常収支が

赤字であるが，これは貿易・サービス収支の赤

字による部分が大きい。逆に急速に経済が成長

している中国は，貿易・サービス収支の黒字が

大きく，経常収支も黒字になっている。第一次・

第二次所得収支については，逆の傾向がある。

　このように，国際収支は国によってそれぞれ

大きく異なるため，国際収支をとおして，その

国の経済を読み解いていくことができる。

貿易・
サービス

収支

第一次
所得
収支

第二次
所得
収支

金融収支経常収支

日本 174719 3981 189108 -18370 181852
アメリカ -490991 -627687 253981 -117285 -445455
イギリス -123106 -50188 -38377 -34541 -101359
ドイツ 289897 238204 107818 -56125 270799
フランス -19014 -30736 68216 -56494 -34336
イタリア 50556 51208 20122 -20774 34687
中国 49092 102922 -51420 -2410 -111690

［2018年］ （100万米ドル）

Q日本の国際収支（財政金融統計月報） Qおもな国の国際収支（世界の統計2020）

Q購買力平価にもとづく為替レート

●日本の経常収支と為替レート
　為替レートと国際収支は密接に結びついている。

もう少し歴史をさかのぼって，日本の経
けい

常
じょう

収
しゅう

支
し

と

為替レートの動きを概観してみよう。

　1980年代前半には，おもに貿易収支の黒字によ

って経常収支の黒字が拡大し，欧米諸国との間で

貿易摩
ま

擦
さつ

が生じた。こうした状況を是
ぜ

正
せい

するために，

1985年に円・ドル為替レートを調整するプラザ合

意が発表され
（→p.132）

，円高・ドル安が大きく進んだ。

　1990年代には，円高になると輸出が減少し経常

収支の黒字が減少し，円安になると輸出が増加し

経常収支の黒字が増加するという状態となった。

　近年の経常収支の黒字の減少は，貿易収支が赤字

に転じたことによるところが大きい。

2000年度 2010年度
197092

1887

6664
－4777

209897
－14692
－4374

221271

28553

135804

63573

117226
－53653

81604
－9373
－6517

132933

3646

179736

52225

80331
－28106

139260
－11749
－4804

216010

41078

2019年度
（億円）

経常収支
　貿易・サービス収支
　　貿易収支
　　サービス収支
　第一次所得収支
　第二次所得収支
資本移転等収支
金融収支

誤差脱漏
だつろう

為替レートの見方

国際収支の見方

0

15

10

5

20

25

30

1985 90 95 2000 05 10 15 20（年度）

（兆円）
（注）円相場は東京市場の月末終値（日本銀行資料）。
　　日本の経常収支は，1996年から統計変更。

日本の経常収支
円相場

100

200

（
円
／
ド
ル
）

円
安

円
高

●Q日本の経常収支と円相場の推移（財政金融統計月報ほか）
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　ほかの国の国際収支には，どのような特徴が

あるのだろうか。早くから発展をとげた国であ

るアメリカ，イギリス，フランスは経常収支が

赤字であるが，これは貿易・サービス収支の赤

字による部分が大きい。逆に急速に経済が成長

している中国は，貿易・サービス収支の黒字が

大きく，経常収支も黒字になっている。第一次・

第二次所得収支については，逆の傾向がある。

　このように，国際収支は国によってそれぞれ

大きく異なるため，国際収支をとおして，その

国の経済を読み解いていくことができる。

貿易・
サービス

収支

第一次
所得
収支

第二次
所得
収支

金融収支経常収支

日本 184540 4578 192611 －12649 221802
アメリカ －498350 －616424 256997 －138923 －395910
イギリス －106886 －33120 －38572 －35194 －130116
ドイツ 274504 224617 103239 －53352 229572
フランス －18549 －27499 61524 －52574 －62010 -34336
イタリア 58933 61441 16597 －19105 51277
中国 141336 164122 －33036 10250 －57043

［2019年］ （100万米ドル）

Q日本の国際収支（財政金融統計月報） Qおもな国の国際収支（世界の統計2020）

Q購買力平価にもとづく為替レート

●日本の経常収支と為替レート
　為替レートと国際収支は密接に結びついている。

もう少し歴史をさかのぼって，日本の経
けい

常
じょう

収
しゅう

支
し

と

為替レートの動きを概観してみよう。

　1980年代前半には，おもに貿易収支の黒字によ

って経常収支の黒字が拡大し，欧米諸国との間で

貿易摩
ま

擦
さつ

が生じた。こうした状況を是
ぜ

正
せい

するために，

1985年に円・ドル為替レートを調整するプラザ合

意が発表され
（→p.132）

，円高・ドル安が大きく進んだ。

　1990年代には，円高になると輸出が減少し経常

収支の黒字が減少し，円安になると輸出が増加し

経常収支の黒字が増加するという状態となった。

　近年の経常収支の黒字の減少は，貿易収支が赤字

に転じたことによるところが大きい。
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（注）円相場は東京市場の月末終値（日本銀行資料）。
　　日本の経常収支は，1996年から統計変更。
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●Q日本の経常収支と円相場の推移（財政金融統計月報ほか）
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国際収支からみた日本経済
　国際間の経済的取り引きの結果を記録し，収

支を示したものが，国
こく

際
さい

収
しゅう

支
し

で
（→p.169）

ある。日本の国

際収支の特徴について考えてみよう。

　工業製品の輸出がさかんな日本は，長く貿易

収支の黒
くろ

字
じ

が続いていた。しかし，企業の生産

拠点の海外移転が進んだことや，エネルギー資

源の輸入増加などで，近年は赤
あか

字
じ

に転じたこと

もあった。海外旅行をする日本人が多いことな

どから，サービス収支は長く赤字が続いている。

　第
だい

一
いち

次
じ

所
しょ

得
とく

収
しゅう

支
し

の黒字が続いていることも，

特徴の一つである。このほとんどが投資収益で

あり，日本は海外に投資を行い，そこから多く

の利子や配当を得ているということがわかる。

　海外への無
む

償
しょう

の資金援助などが含まれる第
だい

二
に

次
じ

所
しょ

得
とく

収
しゅう

支
し

や資
し

本
ほん

移
い

転
てん

等
とう

収
しゅう

支
し

は，赤字の傾向が

続いている。これは，日本が外国に対して援助

を行っていることを反映している。

おもな国の国際収支
　ほかの国の国際収支には，どのような特徴が

あるのだろうか。早くから発展をとげた国であ

るアメリカ，イギリス，フランスは経常収支が

赤字であるが，これは貿易・サービス収支の赤

字による部分が大きい。逆に急速に経済が成長

している中国は，貿易・サービス収支の黒字が

大きく，経常収支も黒字になっている。第一次・

第二次所得収支については，逆の傾向がある。

　このように，国際収支は国によってそれぞれ

大きく異なるため，国際収支をとおして，その

国の経済を読み解いていくことができる。

貿易・
サービス

収支

第一次
所得
収支

第二次
所得
収支

金融収支経常収支

日本 174719 3981 189108 -18370 181852
アメリカ -490991 -627687 253981 -117285 -445455
イギリス -123106 -50188 -38377 -34541 -101359
ドイツ 289897 238204 107818 -56125 270799
フランス -19014 -30736 68216 -56494 -34336
イタリア 50556 51208 20122 -20774 34687
中国 49092 102922 -51420 -2410 -111690

［2018年］ （100万米ドル）

Q日本の国際収支（財政金融統計月報） Qおもな国の国際収支（世界の統計2020）

Q購買力平価にもとづく為替レート

●日本の経常収支と為替レート
　為替レートと国際収支は密接に結びついている。

もう少し歴史をさかのぼって，日本の経
けい

常
じょう

収
しゅう

支
し

と

為替レートの動きを概観してみよう。

　1980年代前半には，おもに貿易収支の黒字によ

って経常収支の黒字が拡大し，欧米諸国との間で

貿易摩
ま

擦
さつ

が生じた。こうした状況を是
ぜ

正
せい

するために，

1985年に円・ドル為替レートを調整するプラザ合

意が発表され
（→p.132）

，円高・ドル安が大きく進んだ。

　1990年代には，円高になると輸出が減少し経常

収支の黒字が減少し，円安になると輸出が増加し

経常収支の黒字が増加するという状態となった。

　近年の経常収支の黒字の減少は，貿易収支が赤字

に転じたことによるところが大きい。
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（注）円相場は東京市場の月末終値（日本銀行資料）。
　　日本の経常収支は，1996年から統計変更。
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を行っていることを反映している。

おもな国の国際収支
　ほかの国の国際収支には，どのような特徴が

あるのだろうか。早くから発展をとげた国であ

るアメリカ，イギリス，フランスは経常収支が

赤字であるが，これは貿易・サービス収支の赤

字による部分が大きい。逆に急速に経済が成長

している中国は，貿易・サービス収支の黒字が

大きく，経常収支も黒字になっている。第一次・

第二次所得収支については，逆の傾向がある。

　このように，国際収支は国によってそれぞれ

大きく異なるため，国際収支をとおして，その

国の経済を読み解いていくことができる。

貿易・
サービス

収支

第一次
所得
収支

第二次
所得
収支

金融収支経常収支

日本 184540 4578 192611 －12649 221802
アメリカ －498350 －616424 256997 －138923 －395910
イギリス －106886 －33120 －38572 －35194 －130116
ドイツ 274504 224617 103239 －53352 229572
フランス －18549 －27499 61524 －52574 －62010 -34336
イタリア 58933 61441 16597 －19105 51277
中国 141336 164122 －33036 10250 －57043

［2019年］ （100万米ドル）

Q日本の国際収支（財政金融統計月報） Qおもな国の国際収支（世界の統計2020）

Q購買力平価にもとづく為替レート

●日本の経常収支と為替レート
　為替レートと国際収支は密接に結びついている。

もう少し歴史をさかのぼって，日本の経
けい

常
じょう

収
しゅう

支
し

と

為替レートの動きを概観してみよう。

　1980年代前半には，おもに貿易収支の黒字によ

って経常収支の黒字が拡大し，欧米諸国との間で

貿易摩
ま

擦
さつ

が生じた。こうした状況を是
ぜ

正
せい

するために，

1985年に円・ドル為替レートを調整するプラザ合

意が発表され
（→p.132）

，円高・ドル安が大きく進んだ。

　1990年代には，円高になると輸出が減少し経常

収支の黒字が減少し，円安になると輸出が増加し

経常収支の黒字が増加するという状態となった。

　近年の経常収支の黒字の減少は，貿易収支が赤字

に転じたことによるところが大きい。
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続いている。これは，日本が外国に対して援助

を行っていることを反映している。

おもな国の国際収支
　ほかの国の国際収支には，どのような特徴が

あるのだろうか。早くから発展をとげた国であ

るアメリカ，イギリス，フランスは経常収支が

赤字であるが，これは貿易・サービス収支の赤

字による部分が大きい。逆に急速に経済が成長

している中国は，貿易・サービス収支の黒字が

大きく，経常収支も黒字になっている。第一次・

第二次所得収支については，逆の傾向がある。

　このように，国際収支は国によってそれぞれ

大きく異なるため，国際収支をとおして，その

国の経済を読み解いていくことができる。

貿易・
サービス

収支

第一次
所得
収支

第二次
所得
収支

金融収支経常収支

日本 174719 3981 189108 -18370 181852
アメリカ -490991 -627687 253981 -117285 -445455
イギリス -123106 -50188 -38377 -34541 -101359
ドイツ 289897 238204 107818 -56125 270799
フランス -19014 -30736 68216 -56494 -34336
イタリア 50556 51208 20122 -20774 34687
中国 49092 102922 -51420 -2410 -111690

［2018年］ （100万米ドル）

Q日本の国際収支（財政金融統計月報） Qおもな国の国際収支（世界の統計2020）

Q購買力平価にもとづく為替レート

●日本の経常収支と為替レート
　為替レートと国際収支は密接に結びついている。

もう少し歴史をさかのぼって，日本の経
けい

常
じょう

収
しゅう

支
し

と

為替レートの動きを概観してみよう。

　1980年代前半には，おもに貿易収支の黒字によ

って経常収支の黒字が拡大し，欧米諸国との間で

貿易摩
ま
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が生じた。こうした状況を是
ぜ
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せい

するために，

1985年に円・ドル為替レートを調整するプラザ合

意が発表され
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，円高・ドル安が大きく進んだ。

　1990年代には，円高になると輸出が減少し経常

収支の黒字が減少し，円安になると輸出が増加し

経常収支の黒字が増加するという状態となった。

　近年の経常収支の黒字の減少は，貿易収支が赤字

に転じたことによるところが大きい。
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くろ

字
じ

が続いていた。しかし，企業の生産

拠点の海外移転が進んだことや，エネルギー資
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あか

字
じ

に転じたこと

もあった。海外旅行をする日本人が多いことな

どから，サービス収支は長く赤字が続いている。

　第
だい

一
いち

次
じ

所
しょ

得
とく

収
しゅう

支
し

の黒字が続いていることも，

特徴の一つである。このほとんどが投資収益で

あり，日本は海外に投資を行い，そこから多く
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　海外への無
む

償
しょう

の資金援助などが含まれる第
だい

二
に

次
じ

所
しょ

得
とく

収
しゅう

支
し

や資
し

本
ほん

移
い

転
てん

等
とう

収
しゅう

支
し

は，赤字の傾向が

続いている。これは，日本が外国に対して援助

を行っていることを反映している。

おもな国の国際収支
　ほかの国の国際収支には，どのような特徴が

あるのだろうか。早くから発展をとげた国であ

るアメリカ，イギリス，フランスは経常収支が

赤字であるが，これは貿易・サービス収支の赤

字による部分が大きい。逆に急速に経済が成長

している中国は，貿易・サービス収支の黒字が

大きく，経常収支も黒字になっている。第一次・

第二次所得収支については，逆の傾向がある。

　このように，国際収支は国によってそれぞれ

大きく異なるため，国際収支をとおして，その

国の経済を読み解いていくことができる。

貿易・
サービス

収支

第一次
所得
収支

第二次
所得
収支

金融収支経常収支

日本 184540 4578 192611 －12649 221802
アメリカ －498350 －616424 256997 －138923 －395910
イギリス －106886 －33120 －38572 －35194 －130116
ドイツ 274504 224617 103239 －53352 229572
フランス －18549 －27499 61524 －52574 －62010 -34336
イタリア 58933 61441 16597 －19105 51277
中国 141336 164122 －33036 10250 －57043

［2019年］ （100万米ドル）

Q日本の国際収支（財政金融統計月報） Qおもな国の国際収支（世界の統計2020）

Q購買力平価にもとづく為替レート

●日本の経常収支と為替レート
　為替レートと国際収支は密接に結びついている。

もう少し歴史をさかのぼって，日本の経
けい

常
じょう

収
しゅう

支
し

と

為替レートの動きを概観してみよう。

　1980年代前半には，おもに貿易収支の黒字によ

って経常収支の黒字が拡大し，欧米諸国との間で

貿易摩
ま

擦
さつ

が生じた。こうした状況を是
ぜ

正
せい

するために，

1985年に円・ドル為替レートを調整するプラザ合

意が発表され
（→p.132）

，円高・ドル安が大きく進んだ。

　1990年代には，円高になると輸出が減少し経常

収支の黒字が減少し，円安になると輸出が増加し

経常収支の黒字が増加するという状態となった。

　近年の経常収支の黒字の減少は，貿易収支が赤字

に転じたことによるところが大きい。

2000年度 2010年度
182533

2381

39017
－36636

207721
－27569
－2090

155130
－25313

135804

63573

117226
－53653

81604
－9373
－6517

132933

3646

179736

52225

80331
－28106

139260
－11749
－4804

216010

41078

2020年度
（億円）

経常収支
　貿易・サービス収支
　　貿易収支
　　サービス収支
　第一次所得収支
　第二次所得収支
資本移転等収支
金融収支

誤差脱漏
だつろう

為替レートの見方

国際収支の見方

0

15

10

5

20

25

30

1985 90 95 2000 05 10 15 （年度）

（兆円）
（注）円相場は東京市場の月末終値（日本銀行資料）。
　　日本の経常収支は，1996年から統計変更。

日本の経常収支
円相場

100

200

（
円
／
ド
ル
）

円
安

円
高

20

●Q日本の経常収支と円相場の推移（財政金融統計月報ほか）
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5

10

15

20

国際通貨体制の
変容

1950年代はアメリカ経済がとび抜けて優位を

示した時代であり，戦後の経済復興に中心的な

役割を果たした10年間であった。マ
1947年発表
ーシャル・プラン

7

，対
たい

日
にち

援助，

そして国際復興開発銀行の設立にもアメリカは主導的な役割を果たし

た。しかし，あいつぐ経済援助と東西冷戦
（→p.162）

による軍事援助の増大によ

って，ドルがアメリカから世界各国に流出し，アメリカ企業の多国籍

化やベ
1960～75年
トナム戦争の開始による軍事費の増大がそれに拍

はく

車
しゃ

をかけた。

　アメリカは基軸通貨としてのドルを世界中に供給する義務を負って

いた。ドルがじゅうぶんに供給されないと，国際的な経済取り引きに

支障をきたすからである。その反面，アメリカの経常収支赤字が拡大

してドルが出回りすぎると，ドルの価値が低下する「国
こく

際
さい

流
りゅう

動
どう

性
せい

ジレ

ンマ」におちいることになる。世界中に流出したドルがアメリカの金

準備を上
うわ

回るようになると，ドルの信頼性に疑いをもった各国が手も

ちのドルを金に換えようとしたため，大量の金流出が起こった。その

結果，ドルの信
しん

認
にん

がそこなわれ，ドル価値の低下を招いた（ドル危
き

機
き

）。

　1971年には，ついにアメリカのニ
R.M.Nixon（在職1969～74）

クソン大統領は金とドルの交換を

停止せざるをえなくなり（ニクソン・ショック
"

），S
Special Drawing Rights（1969年創設）
DR（特別引き出し

権）
8

を導入したにもかかわらず，IMF体制の中心であった固定為替相場

制は事実上崩壊した。一時，新レートでの固定為替相場制への復帰が

はかられた（スミソニアン協定
9

）が，1973年には主要国の国際通貨制度

は全面的に変
へん

動
どう

為
か わ せ

替相
そう

場
ば

制
せい

に
（→p.168） 

移行し，1976年にIMF暫
ざん

定
てい

委員会で合意

された（キングストン合意）。なお，主要国以外は，引き続き固定為替

相場制か許容変動幅を設けた管理変動相場制を採用している国が多い
#

。

7アメリカを中心とした戦後
のヨーロッパ復興計画。

8国際収支が赤字のとき，
IMFから配分されたSDRを対

たい

価
か

として，外貨準備が豊富な
国から必要な外貨を引き出せ
る権利のこと。
9ドルの価値を金1オンス＝38
ドルに切り下げ（金価格の引き
上げ）て，各国通貨との調整が
はかられた。これにともない，
円は1ドル＝308円に切り上げら
れた。

　　固定為替相場制を維
い

持
じ

でき
なくなった理由について，まと
めてみよう。

Q"ドル防衛策を発表するニ
クソン大統領（1971年）

E#国際通貨制度の変
へん

遷
せん

と円
相場の推移

100

200

300

変動為替相場制

2000 10 15 20年95 0590858075701945

69
・
7
　
I
M
F
第
1
次
改
正
協
定
発
効

49
・
4
　
G
H
Q
、1
ド
ル
＝
3
6
0
円
を
設
定

76
・
1
　
キ
ン
グ
ス
ト
ン
合
意

78
・
4
　
I
M
F
第
2
次
改
正
協
定
発
効

79
・
3
　
欧
州
通
貨
制
度（
E
M
S
）発
足

85
・
9
　
G
5
、プ
ラ
ザ
合
意

87
・
2
　
G
7
、ル
ー
ブ
ル
合
意

92
・
9
　
欧
州
通
貨
危
機

94
・
6
　
東
京
市
場
で
は
じ
め
て

47
・
3
　
I
M
F
業
務
開
始

円
安

円
高

（
円
／
ド
ル
）

71.8 73.2

（
S
D
R
制
度
の
組
み
入
れ
）

（
変
動
相
場
制
の
合
理
化
）

（
ド
ル
高
是
正
）

（
為
替
相
場
安
定
）

1
ド
ル
＝
1
0
0
円
突
破

95
・
4
　
1
ド
ル
＝
7
9
円
台
を
記
録

97
・
7
　
ア
ジ
ア
通
貨
危
機

99
・
1
　
ユ
ー
ロ
導
入

02
・
1
　
ユ
ー
ロ
紙
幣
・
硬
貨
の
流
通
開
始

05
・
7
　
人
民
元
切
り
上
げ

07
・
7
　「
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
」発
生

08
・
9
　「
リ
ー
マ
ン・シ
ョ
ッ
ク
」

10
・
4
　
ギ
リ
シ
ャ
財
政
危
機

11
・
8
　
1
ド
ル
＝
7
5
円
台
を
記
録

20
・
3
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

15
・
12
　
ア
ジ
ア
イ
ン
フ
ラ
投
資
銀
行（
A
I
I
B
）発
足

73
・
3
　
E
C
6
か
国
、共
同
変
動
相
場
制
へ

73
・
2
　
日
本
変
動
相
場
制
へ

71
・
12
　ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
協
定

71
・
8
　
ニ
ク
ソ
ン
声
明（
金
・ド
ル
交
換
停
止
）

キングストン体制（現在のIMF体制）スミソニアン体制

71.12

（注）円相場は東京市場の月末終値
　　（日本銀行資料）

ブレトン・ウッズ体制

固定為替相場制
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固定為替相場制
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グローバル化する経済

グローバル化の
時代

冷戦の終結
（→p.163）

は，経済体制の違いによる国家間の

対立をやわらげ，旧社会主義諸国では市場経済

化が進んだ
（→p.180）

。また，IT革命
（→p.27）

による情報通信技術の飛
ひ

躍
やく

的発展は，国

境をこえた情報のやり取りを容
よう

易
い

にし，世界的規模で経済活動などが

行われるグ
globalization
ローバル化

（→p.32）
が進んだ

"

。これにより，ヒトやモノが少ない費

用で移動できるようになった。グローバル化の時代においては，規
き

格
かく

の統一化や規模の経済性
1

などの理由からグ
global standard
ローバル・スタンダード

2

が

世界中で支配的になっていった
!

。

新興国の通貨危機
と国際金融の動向

国際間でも資金は利益の少ないところから多い

ところに流れていく傾向をもつ。かつては為
か わ せ

替

の取り引きや資本の移動に制限が設けられていたが，これらが撤
てっ

廃
ぱい

さ

れるにつれ，資金が国際間を活発に動くようになった。さらに情報通

信技術の発達により，この動きは瞬間的ともいえる速さになっている。

　世界全体の1日あたりの外国為替取引額は，2016年には約5.1兆ド

ルに達した。15年前に比べ4倍以上の数字である。こうした資金のな

かには，為替レート
（→p.168）

の変動を利用し巨額の利益をあげるものや，新興

経済諸国の証券市場（エ
emerging market
マージング・マーケット

3

）に投資されてその国

の経済でバブルを引き起こすものもあった。1990年代に中南米，ア

ジア，ロシアなどで起きた通
つう

貨
か

危機
4

は
%

こうした投
とう

機
き

的資金が一因とも

なった。

　各国の生産物を貿易によって取り引きするために，それに必要な資

金を外国為替市場で調達するという従来の国際金融は，今では主
しゅ

客
かく

が

転倒し，マネーゲーム

とよばれる資金取引が

国内の生産を左右する

現象が少なからず起こ

っている。それには，

各国の中央銀行
（→p.124）

が自国

の景気を維
い

持
じ

すべく低

金利政策をとることも

背景にある。資金を低

1生産規模の拡大によりコス
トが下がり，効率が高まること。
2世界で適用される基準や規
格のことで，企業活動をはじ
めさまざまな分野にみられる
ようになった。特に企業会計
の分野では，欧州を中心に140
か国以上で使われている国際
会計基準（IFRS）への共通化が
進められている。

3アジアN
ニーズ

IES（→p.181），A
ア セ ア ン

SEAN
（→p.178），B

ブリックス

RICS（→p.181）な
どの新興諸国の金融市場のこ
と。「エマージング」とは，浮か
び上がる，台

たい

頭
とう

するという意味。
4一国の通貨の対

たい

外
がい

価値に不
安がもたれ，投

とう

機
き

攻撃（一国の
通貨を売りあびせること）など
によって為

か わ せ

替相
そう

場
ば

が大幅に変
動し，経済が混乱してしまう
こと。

　　グローバル化の進展は，わ
たしたちの暮らしにどのような
影響をおよぼしているか，話し
あってみよう。

W"世界の貿易，サービス，
直接投資の推移（IMF資料）

Q!G20サミットにおける反
グローバリズムデモ（韓

かん

国
こく

，
2010年）　貧富の差や環境破壊
などを拡大させているとして，
グローバリズムに反対する動
きが広がり，国際会議などの
際には，大規模な抗議集会や
デモが行われている。
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　このような貿
ぼう

易
えき

摩
ま

擦
さつ

を解決するために，1986年，ウルグアイ・ラ

ウンド
3

とよばれる多角的貿易交渉（ラ
round
ウンド）の開始が宣言された。交

渉は難航をきわめたが，工業製品の輸入制限や輸出自主規制の撤
てっ

廃
ぱい

，

知的所有権
（→p.28）

保護のための国際ルールを設けることなどが取り決められ

た。また，制度的には「協定」にすぎなかったGATTを国際機関であ

る世
World Trade Organization
界貿易機関（WTO）として発展的に解消することも決定された。

WTOは，1995年に76か国・地域をもって発足し，閣僚会議とその

部会が貿易制限撤廃
4

を協議する場となっている
"

。

　競争が激化する国際経済において，公正で秩序ある自由貿易体制を

打ち立てることは重要な課題である。WTOは自由貿易を拡大するた

めの新たなラウンドとしてドーハ・ラウンド
5

を立ち上げたが，加盟国

が拡大して先進国と発展途上国や先進国間の利害が対立し，2011年

に交渉の休止が宣言された
（→p.197）

。

FTA・EPAの動き
ドーハ・ラウンドが停

てい

滞
たい

するなか，WTOにお

ける全世界的な合意を待たず，利害が一
いっ

致
ち

して

合意しやすい国と国，国と地域との間でF
free trade agreement
TA（自由貿易協定）

6

やEPA

（
economic partnership agreement
経済連

れん

携
けい

協定）
7

を締結する動きが進んでいる。現在では300をこえる

協定が結ばれており
#

，成果をあげているものも多いが，協定を結んでい

ない国や地域との貿易や経済協力が停滞するおそれも指摘されている。

　日本も十数か国・地域とEPAを締結し
$

，これにより貿易量を増大

させ，外国人看護師の受け入れを認めるなど，モノや人の活発な交流

が進められている。2018年には環太平洋経済連携協定（TPP
Trans-Pacific Partnership

11協
（→p.179）
定）

が調印
2018年発効

されたほか，東
2020年調印
アジア地域包

ほう

括
かつ

的経済連携（RCEP
Regional Comprehensive Economic Partnership

）などの協定

も結ばれている
（→p.136）

。さらにほかの国々や地域とも交渉が進められている。

（→p.172!）

31986年から1994年まで行わ
れたGATTの多角的貿易交渉。
会議開始の宣言が南米のウル
グアイでなされたためこの名
がつけられた。サービスや知
的所有権も交渉範囲とされ，
農業分野の交渉では農産物の
例外なき関税化が決定した。
4WTOは一方で，特定産品の
輸入が急増した場合，緊急避

ひ

難
なん

的措置として一定の要件の
もとでセーフガード（関税や輸
入数量制限）を行うことを認め
ている。
52001年，カタールの首都ド
ーハで開催されたWTOの閣僚
会議で発足が決められた。
GATT時代を入れて，9回目の
多角的貿易交渉である。

6二国間，あるいは，多国間で，
関税・非関税障

しょう

壁
へき

を撤廃する
ことによって自由貿易の促進
をめざす協定のこと。
7貿易障壁の撤廃に加え，知
的所有権や労働力移動など，
より広い分野での経済協力を
めざす協定のこと。

　　日本の場合，EPAの締結に，
どのような賛

さん

否
ぴ

の意見があるだ
ろうか，調べてみよう。

Q#世界のFTA件数の推移（ジェトロ資料）

E$日本とEPAの締結また
は交渉をしている国・地域
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＊アラブ首長国連邦, オマーン, カタール,クウェート, 
サウジアラビア, バーレーンの6か国による地域協力機構

［2020年11月現在］

マレーシア

インドネシア
シンガポール

発効ずみ

調印済み

交渉中

環太平洋経済連携協定（TPP11協定）
東アジア地域包括的経済連携（RCEP）
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グローバル化する経済

グローバル化の
時代

冷戦の終結
（→p.163）

は，経済体制の違いによる国家間の

対立をやわらげ，旧社会主義諸国では市場経済

化が進んだ
（→p.180）

。また，IT革命
（→p.27）

による情報通信技術の飛
ひ

躍
やく

的発展は，国

境をこえた情報のやり取りを容
よう

易
い

にし，世界的規模で経済活動などが

行われるグ
globalization
ローバル化

（→p.32）
が進んだ

"

。これにより，ヒトやモノが少ない費

用で移動できるようになった。グローバル化の時代においては，規
き

格
かく

の統一化や規模の経済性
1

などの理由からグ
global standard
ローバル・スタンダード

2

が

世界中で支配的になっていった
!

。

新興国の通貨危機
と国際金融の動向

国際間でも資金は利益の少ないところから多い

ところに流れていく傾向をもつ。かつては為
か わ せ

替

の取り引きや資本の移動に制限が設けられていたが，これらが撤
てっ

廃
ぱい

さ

れるにつれ，資金が国際間を活発に動くようになった。さらに情報通

信技術の発達により，この動きは瞬間的ともいえる速さになっている。

　世界全体の1日あたりの外国為替取引額は，2016年には約5.1兆ド

ルに達した。15年前に比べ4倍以上の数字である。こうした資金のな

かには，為替レート
（→p.168）

の変動を利用し巨額の利益をあげるものや，新興

経済諸国の証券市場（エ
emerging market
マージング・マーケット

3

）に投資されてその国

の経済でバブルを引き起こすものもあった。1990年代に中南米，ア

ジア，ロシアなどで起きた通
つう

貨
か

危機
4

は
%

こうした投
とう

機
き

的資金が一因とも

なった。

　各国の生産物を貿易によって取り引きするために，それに必要な資

金を外国為替市場で調達するという従来の国際金融は，今では主
しゅ

客
かく

が

転倒し，マネーゲーム

とよばれる資金取引が

国内の生産を左右する

現象が少なからず起こ

っている。それには，

各国の中央銀行
（→p.124）

が自国

の景気を維
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国際的な格差の是正

南北問題
発展途上国とよばれる国々のほとんどは，かつ

て植民地であった。植民地体制下では生活に密

着した農業にかわって，茶，コーヒー豆，天然ゴムなど，輸出用換
かん

金
きん

作物のみを栽培するモ
monoculture
ノカルチャー（単

たん

一
いつ

栽培）とよばれる経済構造を

おしつけられた
1

。しかも貿易の相手はおもに植民地本国（宗
そう

主
しゅ

国
こく

）に限

られていた。独立後も農産物などの限られた安
あん

価
か

な一次産品を輸出し，

高い価格の工業製品を輸入する経済構造が維
い

持
じ

されたために，南の発

展途上国と北の先進国との間の経済格差は解消されなかった。そして，

代
だい

替
たい

品
ひん

の普及による一次産品価格の下
げ

落
らく

などにより発展途上国の交易

条件
2

は悪化し，経済格差はさらに拡大した（南北問題
!#$

）。

　1970年代には，多くの発展途上国は外資導入によって工業化をはかり，

先進国も余
よ

剰
じょう

資金を貸し出した。しかし，二
1973年，1979年
度の石油危機で先進国の

経済成長は停
てい

滞
たい

し，発展途上国からの工業製品の輸出も頭
あたま

打ちとなった。

また一次産品の価格が低落し，債
さい

務
む

返済に苦しむ発展途上国が出てきた。

こうして1980年代に入り，発展途上国の膨
ぼう

大
だい

な累
るい

積
せき

債
さい

務
む

の問題が顕
けん

在
ざい

化した。これに対して，IMF
（→p.172）

や世界
（→p.172）

銀行が構造調整プログラム
3

などを

実施する一方で，リ
rescheduling
スケジューリング

4

や債
さい

権
けん

放
ほう

棄
き

なども実施された。

南の世界における
格差

発展途上国のなかには，豊かな石油産出国や工

業化し発展をとげた諸国がある。他方で，国連

で後
こう

発
はつ

発展途上国（LDC
Least Developed Countries

）
5

に指定され，最
さい

貧
ひん

国
こく

ともよばれる国々がある。

このような南の国々の間の格差から南
なん

南
なん

問題という言葉もあらわれた。

こうした発展途上国間の格差に加えて，それぞれの発展途上国内部の

経済的格差も増大している。国

全体の経済成長率が高く，富
ふ

裕
ゆう

層が拡大しているにもかかわら

ず，貧
ひん

困
こん

層が減らないといった

現象が広くみられる。中央政府

が統治能力を失った破
は

綻
たん

国家と

よばれる国々や，権力者層によ

る汚職が激しい国々において，

特に問題が深刻である。

1植民地化される以前にあっ
た国内の産業や技術力がそこ
なわれ，自

じ

力
りき

による経済発展
の芽が失われることになった。
2一定量の輸出品を輸出して
得られる外貨で購入できる輸
入品の数量のこと。

3国営企業の民営化や規
き

制
せい

緩
かん

和
わ

などによって民間部門が自
由に活動できる市場メカニズ
ムを整備することで，発展途
上国がIMFなどから金融支援
を受けるための条件となる。
4対外債務返済の繰

く

り延
の

べの
こと。
5LDCは，国連の経済社会理
事会によって3年ごとに認定基
準が見直される。47か国がこ
れに該当する（2020年9月現在）。

　　発展途上国の多くが低開発
の状態から抜け出せないのはな
ぜか，考えてみよう。

W#南北間の格差（世界銀行
資料）

面積
1億3203万km2

低所
得国

中所得国
下位 上位

高所得国

人口
76億7350万人

GNI
88.8兆ドル

輸出総額
19.0兆ドル

9.7
%

［2019年］

17.1% 44.8% 28.4%

16.1%37.2%38.0%8.7
%

29.2% 63.0%

66.3%27.2%

0.3%

6.2%

7.2%

0.6%

＊低・中・高所得国の区分は世界銀行による
  （前見返しの地図を参照）
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Q"UNCTAD総会（ケニア， 
2016年）　ほぼ4年に1回開催さ
れる。
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金利で借りた投資家は，値上がりしそうな金融商品に投資して，高
たか

値
ね

で売ることで利益を得ようとする。また，そうした投資は石油や穀物

などの一次産品
（→p.182）

にもおよび，燃料や食料などの価格が乱
らん

高
こう

下
げ

すること

もある
$

。

世界経済の
安定化を求めて

グローバル化の進んだ現代の経済においては，

金融危機が生産・雇
こ

用
よう

・消費を中心にした実体

経済に大きな影響をおよぼし，その影響は世界中に波
は

及
きゅう

する。2008年，

アメリカで住宅バブルを背景に増加したサブプライムローン
（→p.136）

が住宅バ

ブルの崩
ほう

壊
かい

によって焦
こ

げつくと，その影響は国内外に連
れん

鎖
さ

的に波及し

た。これにより，大手投資銀行
（→p.137）

リ
5

ーマン・ブラザーズの経営破
は

綻
たん

（リ
2008年

ーマン・ショック）をはじめとして，各種金融機関の経営危機・破綻

があいついだ。これを契
けい

機
き

に各国の株価が暴
ぼう

落
らく

し，銀行は貸し出しを

極
きょく

度
ど

に抑
よく

制
せい

したため世
2008年
界金融危機におちいった

#

。また2009年には，

ギリシャの財政赤字が従来公表されていた額より大幅にふくらむこと

が明らかになった。これを受けてギリシャ国債が暴落し，これを多く

持っていた欧州の金融機関の経営破綻や，ユーロの下
げ

落
らく

につながった。

　金融危機に端
たん

を発
はっ

した国際経済の不安定化を抑
よく

止
し

するために，2008

年以降は，G8に新興国が加わった主要20か国・地域首脳会合（G20）が，

国際経済の枠
わく

組
ぐ

みを議論する場として重視されている。先進国だけで

その枠組みを決められる状況にはなく，B
ブリックス

RICSな
（→p.181）

どの新興国も含め

た新秩
ちつ

序
じょ

形成が必要である。その一方で，「アメリカ・ファースト」を

となえるトランプ大統領は保護主義の動きを強め，各国との間で貿易

摩
ま

擦
さつ

を引き起こしている。世界の経済秩序を維
い

持
じ

し，経済を発展させ

るために，日本はどのような役割が果たせるかが問われている
6

。

（→p.181%）

5預金の受け入れや貸し付け
などは行わず，企業が発行す
る株式や債

さい

券
けん

を引き受け，そ
れを投資家に販売することを
おもな業務とする金融機関で
ある。企業の合

がっ

併
ぺい

の仲
ちゅう

介
かい

など
も行う。

6近年，インターネット上で
決済などができる暗号資産（仮
想通貨）が急速に拡大し，国際
経済への影響が注目されている。
また，2020年に発生した新型
コロナウイルス感

かん

染
せん

症
しょう

の｢パン
デミック｣（→p.189）によって，
世界経済の先行き不透明感が
高まっている。

　　グローバル化の功
こう

罪
ざい

につい
て考えてみよう。

Q$おもな一次産品の価格の推移（IMF資料）

E%各国の実質GDP成長率
の推移（国連統計局資料ほか）

Q#世界的な金融危機を報じ
る新聞記事（2008年）

（1990年1月の価格を100とした場合）

0

100

200

300

400

500

600

1990 95 2000 05 10 15 20年

大豆

小麦米

原油

コーヒー

-15

-10

-5

0

5

10

15

20
（%）

1980 90 2000 10 15年

日本
アメリカ

マレーシア ドイツ
タイ

中国
韓国

インド

第5章　国際社会と人類の課題　177

5

10

15

20

金利で借りた投資家は，値上がりしそうな金融商品に投資して，高
たか

値
ね

で売ることで利益を得ようとする。また，そうした投資は石油や穀物

などの一次産品
（→p.182）

にもおよび，燃料や食料などの価格が乱
らん

高
こう

下
げ

すること

もある
$

。

世界経済の
安定化を求めて

グローバル化の進んだ現代の経済においては，

金融危機が生産・雇
こ

用
よう

・消費を中心にした実体

経済に大きな影響をおよぼし，その影響は世界中に波
は

及
きゅう

する。2008年，

アメリカで住宅バブルを背景に増加したサブプライムローン
（→p.136）

が住宅バ

ブルの崩
ほう

壊
かい

によって焦
こ

げつくと，その影響は国内外に連
れん

鎖
さ

的に波及し

た。これにより，大手投資銀行
（→p.137）

リ
5

ーマン・ブラザーズの経営破
は

綻
たん

（リ
2008年

ーマン・ショック）をはじめとして，各種金融機関の経営危機・破綻

があいついだ。これを契
けい

機
き

に各国の株価が暴
ぼう

落
らく

し，銀行は貸し出しを

極
きょく

度
ど

に抑
よく

制
せい

したため世
2008年
界金融危機におちいった

#

。また2009年には，

ギリシャの財政赤字が従来公表されていた額より大幅にふくらむこと

が明らかになった。これを受けてギリシャ国債が暴落し，これを多く

持っていた欧州の金融機関の経営破綻や，ユーロの下
げ

落
らく

につながった。

　金融危機に端
たん

を発
はっ

した国際経済の不安定化を抑
よく

止
し

するために，2008

年以降は，G8に新興国が加わった主要20か国・地域首脳会合（G20）が，

国際経済の枠
わく

組
ぐ

みを議論する場として重視されている。先進国だけで

その枠組みを決められる状況にはなく，B
ブリックス

RICSな
（→p.181）

どの新興国も含め

た新秩
ちつ

序
じょ

形成が必要である。その一方で，「アメリカ・ファースト」を

となえるトランプ大統領は保護主義の動きを強め，各国との間で貿易

摩
ま

擦
さつ

を引き起こした。世界の経済秩序を維
い

持
じ

し，経済を発展させるた

めに，日本はどのような役割が果たせるかが問われている
6

。

（→p.181%）

5預金の受け入れや貸し付け
などは行わず，企業が発行す
る株式や債

さい

券
けん

を引き受け，そ
れを投資家に販売することを
おもな業務とする金融機関で
ある。企業の合

がっ

併
ぺい

の仲
ちゅう

介
かい

など
も行う。

6近年，インターネット上で
決済などができる暗号資産（仮
想通貨）が急速に拡大し，国際
経済への影響が注目されている。
また，2020年に発生した新型
コロナウイルス感

かん

染
せん

症
しょう

の ｢パン
デミック｣（→p.189）によって，
世界経済の先行き不透明感が
高まっている。

　　グローバル化の功
こう

罪
ざい

につい
て考えてみよう。

Q$おもな一次産品の価格の推移（IMF資料）

E%各国の実質GDP成長率
の推移（国連統計局資料ほか）

Q#世界的な金融危機を報じ
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国際的な格差の是正

南北問題
発展途上国とよばれる国々のほとんどは，かつ

て植民地であった。植民地体制下では生活に密

着した農業にかわって，茶，コーヒー豆，天然ゴムなど，輸出用換
かん

金
きん

作物のみを栽培するモ
monoculture
ノカルチャー（単

たん

一
いつ

栽培）とよばれる経済構造を

おしつけられた
1

。しかも貿易の相手はおもに植民地本国（宗
そう

主
しゅ

国
こく

）に限

られていた。独立後も農産物などの限られた安
あん

価
か

な一次産品を輸出し，

高い価格の工業製品を輸入する経済構造が維
い

持
じ

されたために，南の発

展途上国と北の先進国との間の経済格差は解消されなかった。そして，

代
だい

替
たい

品
ひん

の普及による一次産品価格の下
げ

落
らく

などにより発展途上国の交易

条件
2

は悪化し，経済格差はさらに拡大した（南北問題
!#$

）。

　1970年代には，多くの発展途上国は外資導入によって工業化をはかり，

先進国も余
よ

剰
じょう

資金を貸し出した。しかし，二
1973年，1979年
度の石油危機で先進国の

経済成長は停
てい

滞
たい

し，発展途上国からの工業製品の輸出も頭
あたま

打ちとなった。

また一次産品の価格が低落し，債
さい

務
む

返済に苦しむ発展途上国が出てきた。

こうして1980年代に入り，発展途上国の膨
ぼう

大
だい

な累
るい

積
せき

債
さい

務
む

の問題が顕
けん

在
ざい

化した。これに対して，IMF
（→p.172）

や世界
（→p.172）

銀行が構造調整プログラム
3

などを

実施する一方で，リ
rescheduling
スケジューリング

4

や債
さい

権
けん

放
ほう

棄
き

なども実施された。

南の世界における
格差

発展途上国のなかには，豊かな石油産出国や工

業化し発展をとげた諸国がある。他方で，国連

で後
こう

発
はつ

発展途上国（LDC
Least Developed Countries

）
5

に指定され，最
さい

貧
ひん

国
こく

ともよばれる国々がある。

このような南の国々の間の格差から南
なん

南
なん

問題という言葉もあらわれた。

こうした発展途上国間の格差に加えて，それぞれの発展途上国内部の

経済的格差も増大している。国

全体の経済成長率が高く，富
ふ

裕
ゆう

層が拡大しているにもかかわら

ず，貧
ひん

困
こん

層が減らないといった

現象が広くみられる。中央政府

が統治能力を失った破
は

綻
たん

国家と

よばれる国々や，権力者層によ

る汚職が激しい国々において，

特に問題が深刻である。

1植民地化される以前にあっ
た国内の産業や技術力がそこ
なわれ，自

じ

力
りき

による経済発展
の芽が失われることになった。
2一定量の輸出品を輸出して
得られる外貨で購入できる輸
入品の数量のこと。

3国営企業の民営化や規
き

制
せい

緩
かん

和
わ

などによって民間部門が自
由に活動できる市場メカニズ
ムを整備することで，発展途
上国がIMFなどから金融支援
を受けるための条件となる。
4対外債務返済の繰

く

り延
の

べの
こと。
5LDCは，国連の経済社会理
事会によって3年ごとに認定基
準が見直される。46か国がこ
れに該当する（2021年8月現在）。

　　発展途上国の多くが低開発
の状態から抜け出せないのはな
ぜか，考えてみよう。

W#南北間の格差（世界銀行
資料）

面積
1億3203万km2

低所
得国

中所得国
下位 上位

高所得国

人口
76億7350万人

GNI
88.8兆ドル

輸出総額
19.0兆ドル

9.7
%

［2019年］

17.1% 44.8% 28.4%

16.1%37.2%38.0%8.7
%

29.2% 63.0%

66.3%27.2%

0.3%

6.2%

7.2%

0.6%

＊低・中・高所得国の区分は世界銀行による
  （前見返しの地図を参照）
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Q"UNCTAD総会（ケニア， 
2016年）　ほぼ4年に1回開催さ
れる。
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平和主義国家
日本国民は平和憲法をもち，広

ひろ

島
しま

・長
なが

崎
さき

への原

爆投下による世界唯
ゆい

一
いつ

の被
ひ

爆
ばく

国
こく

の国民として，

戦後一貫して国際平和のメッセージを世界に発信してきた。防衛関係

費をGNPの1％以内におさえる政策や，武器輸出三原則
1

，非核三原

則
（→p.77）
も長期間となえてきた。平和憲法を基盤として経済成長をとげ，日

本は世界でも屈
くっ

指
し

の経済大国となった。

　この間
かん

，日本はその経済力を生かして，国際社会でさまざまな取り

組みをしてきた。1950年代からは発展途上国援助を開始し，ODA（政
Official Development Assistance

府開発援助）は1989年から約10年間にわたって総額で世界第一位で

あった。その後も多額の援助を行っている
$&

。また，発展途上国への技

術者派
は

遣
けん

や青年海外協力隊の活動など人的な貢
こう

献
けん

にも力を入れてきた。

最近では「人間の安全保障
2

」の理念を重要視した援助も行っている。

　日本が持つ技術力は世界の二酸化炭素の削減などに貢献してきてい

るが，環境問題やその他の社会経済問題の改善に対しても，日本が果

たせる役割は大きい。その一方，福
ふく

島
しま

第一原子力発電所の事故
（→p.16）

は，「原

子力の平和利用」がきわめて難しいことを示した。

　第二次世界大戦の当事者であった日本は，平和主義国家に生まれ変

わって70年にもわたる平和を維
い

持
じ

することによって，国際社会に貢

献してきた。その歴史を生かしつつ，今後はさらに積極的に，さまざ

まな具体的な国際問題の解決を通じた貢献をすることが大切である。

国際社会への貢献は一人ひとりが取り組む課題となる。わたしたちは，

そのもてる力で世界の平和と発展に貢献するように求められている。

12014年に防衛装備移転三原
則に変更された（→p.77）。
2武力紛

ふん

争
そう

，暴力，貧
ひん

困
こん

，人
権侵害，環境破壊など世界の
人々が直面する脅

きょう

威
い

に対し，
一人ひとりの人間の安全を保
障するという視点から対処し
ていこうとする考え方。1994年
に国連開発計画（UNDP）の『人
間開発報告書』ではじめて打ち
出され，当初は発展途上国の
生存条件改善を目的としたが，
現在では世界のさまざまな問
題に対応するものとなっている。
国連は日本の働きかけで「国連
人間の安全保障基金」を設置し，
日本は資金を拠

きょ

出
しゅつ

している。

　　日本の国際貢献の現状と課
題についてまとめてみよう。

Q%戦後の日本外交関連年表 Q&おもな国のODAの額と贈与比率（開発協力白書ほか）

Q$日本のODAの形態と支
出額（開発協力白書）

二国間援助 61億ドル

国際機関に対する
出資・拠出 40億ドル

贈与 53億ドル

有償資金協力
  低金利・長期返済
  の資金貸与

8億ドル

無償資金協力（返済義務の
ない資金援助）

技術協力（研究員の受け入れ，
専門家派遣など）

総額101億ドル ［2018年］

政
府
開
発
援
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朝鮮戦争　警察予備隊発足（52年保安隊に）
サンフランシスコ平和条約・日米安全保障条約調印
第五福竜丸事件　自衛隊発足
日ソ共同宣言調印（国交回復）　国際連合加盟
日米相互協力及び安全保障条約調印
日韓基本条約調印
小笠原返還協定調印
沖縄返還協定調印（72年 沖縄が日本復帰）
日中共同声明調印（国交正常化）
第1回サミット（先進国首脳会議）開催
日中平和友好条約調印
PKO協力法制定，自衛隊カンボジアPKO派遣
村山首相，「戦後50年」談話（村山談話）発表
日朝首脳初会談（北朝鮮，拉致事実認める）
自衛隊イラク派遣
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の国民として，

戦後一貫して国際平和のメッセージを世界に発信してきた。防衛関係

費をGNPの1％以内におさえる政策や，武器輸出三原則
1

，非核三原

則
（→p.77）
も長期間となえてきた。平和憲法を基盤として経済成長をとげ，日

本は世界でも屈
くっ

指
し

の経済大国となった。

　この間
かん

，日本はその経済力を生かして，国際社会でさまざまな取り

組みをしてきた。1950年代からは発展途上国援助を開始し，ODA（政
Official Development Assistance

府開発援助）は1989年から約10年間にわたって総額で世界第一位で

あった。その後も多額の援助を行っている
$&

。また，発展途上国への技

術者派
は

遣
けん

や青年海外協力隊の活動など人的な貢
こう

献
けん

にも力を入れてきた。

最近では「人間の安全保障
2

」の理念を重要視した援助も行っている。

　日本が持つ技術力は世界の二酸化炭素の削減などに貢献してきてい

るが，環境問題やその他の社会経済問題の改善に対しても，日本が果

たせる役割は大きい。その一方，福
ふく

島
しま

第一原子力発電所の事故
（→p.16）

は，「原

子力の平和利用」がきわめて難しいことを示した。

　第二次世界大戦の当事者であった日本は，平和主義国家に生まれ変

わって70年にもわたる平和を維
い

持
じ

することによって，国際社会に貢

献してきた。その歴史を生かしつつ，今後はさらに積極的に，さまざ

まな具体的な国際問題の解決を通じた貢献をすることが大切である。

国際社会への貢献は一人ひとりが取り組む課題となる。わたしたちは，

そのもてる力で世界の平和と発展に貢献するように求められている。

12014年に防衛装備移転三原
則に変更された（→p.77）。
2武力紛

ふん

争
そう

，暴力，貧
ひん

困
こん

，人
権侵害，環境破壊など世界の
人々が直面する脅

きょう

威
い

に対し，
一人ひとりの人間の安全を保
障するという視点から対処し
ていこうとする考え方。1994年
に国連開発計画（UNDP）の『人
間開発報告書』ではじめて打ち
出され，当初は発展途上国の
生存条件改善を目的としたが，
現在では世界のさまざまな問
題に対応するものとなっている。
国連は日本の働きかけで「国連
人間の安全保障基金」を設置し，
日本は資金を拠

きょ

出
しゅつ

している。

　　日本の国際貢献の現状と課
題についてまとめてみよう。

Q%戦後の日本外交関連年表 Q&おもな国のODAの額と贈与比率（開発協力白書ほか）

Q$日本のODAの形態と支
出額（開発協力白書）
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国際機関に対する
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  低金利・長期返済
  の資金貸与

65億ドル

無償資金協力（返済義務の
ない資金援助）

技術協力（研究員の受け入れ，
専門家派遣など）

総額156億ドル ［2019年］

政
府
開
発
援
助（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）

（ （

26億ドル

27億ドル

アメリカ

日本

ドイツ

イギリス

フランス

オランダ

スウェーデン

イタリア

ノルウェー

カナダ

政府開発援助総額（2019年） 贈与比率（2018～19年平均）

0.51.01.5%

050100150250 200300
（億ドル） （%）

0 20 40 60 80 100

DAC諸国平均対GNI比0.30％ DAC諸国平均83.0％

は各国の
対GNI比率

ポツダム宣言受諾・敗戦
朝鮮戦争　警察予備隊発足（52年保安隊に）
サンフランシスコ平和条約・日米安全保障条約調印
第五福竜丸事件　自衛隊発足
日ソ共同宣言調印（国交回復）　国際連合加盟
日米相互協力及び安全保障条約調印
日韓基本条約調印
小笠原返還協定調印
沖縄返還協定調印（72年 沖縄が日本復帰）
日中共同声明調印（国交正常化）
第1回サミット（先進国首脳会議）開催
日中平和友好条約調印
PKO協力法制定，自衛隊カンボジアPKO派遣
村山首相，「戦後50年」談話（村山談話）発表
日朝首脳初会談（北朝鮮，拉致事実認める）
自衛隊イラク派遣

1945
50
51
54
56
60
65
68
71
72
75
78
92
95

2002
04

178-192_5章3節.indd   191 2021/10/06   11:02

第5章　国際社会と人類の課題　191

5

10

15

20

平和主義国家
日本国民は平和憲法をもち，広

ひろ

島
しま

・長
なが

崎
さき

への原

爆投下による世界唯
ゆい

一
いつ

の被
ひ

爆
ばく

国
こく

の国民として，

戦後一貫して国際平和のメッセージを世界に発信してきた。防衛関係

費をGNPの1％以内におさえる政策や，武器輸出三原則
1

，非核三原

則
（→p.77）
も長期間となえてきた。平和憲法を基盤として経済成長をとげ，日

本は世界でも屈
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の経済大国となった。

　この間
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Official Development Assistance

府開発援助）は1989年から約10年間にわたって総額で世界第一位で
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にも力を入れてきた。

最近では「人間の安全保障
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」の理念を重要視した援助も行っている。

　日本が持つ技術力は世界の二酸化炭素の削減などに貢献してきてい

るが，環境問題やその他の社会経済問題の改善に対しても，日本が果

たせる役割は大きい。その一方，福
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島
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は，「原

子力の平和利用」がきわめて難しいことを示した。
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わって70年にもわたる平和を維
い
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することによって，国際社会に貢

献してきた。その歴史を生かしつつ，今後はさらに積極的に，さまざ

まな具体的な国際問題の解決を通じた貢献をすることが大切である。

国際社会への貢献は一人ひとりが取り組む課題となる。わたしたちは，

そのもてる力で世界の平和と発展に貢献するように求められている。
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生存条件改善を目的としたが，
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題に対応するものとなっている。
国連は日本の働きかけで「国連
人間の安全保障基金」を設置し，
日本は資金を拠

きょ

出
しゅつ

している。

　　日本の国際貢献の現状と課
題についてまとめてみよう。

Q%戦後の日本外交関連年表 Q&おもな国のODAの額と贈与比率（開発協力白書ほか）

Q$日本のODAの形態と支
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専門家派遣など）
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自主及び自律の精神を養うとともに，職業及び生活との関連
を重視し，勤労を重んずる態度を養うこと。 

　 3　正義と責任，男女の平等，自他の敬愛と協力を重んずると
ともに，公共の精神に基づき，主体的に社会の形成に参画し，
その発展に寄与する態度を養うこと。

　 4　生命を尊び，自然を大切にし，環境の保全に寄与する態
度を養うこと。

　 5　伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんできた我が国と
郷土を愛するとともに，他国を尊重し，国際社会の平和と発
展に寄与する態度を養うこと。

第1条〔教育の目的〕教育は，人格の完成を目指し，平和で民主
的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身と
もに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

第2条〔教育の目標〕教育は，その目的を実現するため，学問の
自由を尊重しつつ，次に掲げる目標を達成するよう行われる
ものとする。 

　 1　幅広い知識と教養を身に付け，真理を求める態度を養い，
豊かな情操と道徳心を培うとともに，健やかな身体を養うこ
と。 

　 2　個人の価値を尊重して，その能力を伸ばし，創造性を培い，

第1編　総則 
第1条〔基本原則〕①私権は，公共の福祉に適合しなければなら
ない。

　②権利の行使及び義務の履行は，信義に従い誠実に行わなけ
ればならない。

　③権利の濫用は，これを許さない。
第5条〔未成年者の法律行為〕①未成年者が法律行為をするには，
その法定代理人の同意を得なければならない。ただし，単に
権利を得，又は義務を免れる法律行為については，この限り
でない。

　②前項の規定に反する法律行為は，取り消すことができる。
第90条〔公序良俗〕公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的
とする法律行為は，無効とする。

第95条〔錯誤〕①意思表示は，次に掲げる錯誤に基づくものであ
って，その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照
らして重要なものであるときは，取り消すことができる。
1　意思表示に対応する意思を欠く錯誤
2　表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識
が真実に反する錯誤

第96条〔詐欺又は強迫〕①詐欺又は強迫による意思表示は，取り
消すことができる。

第2編　物権
第206条〔所有権の内容〕所有者は，法令の制限内において，自
由にその所有物の使用，収益及び処分をする権利を有する。

第3編　債権
第446条〔保証人の責任等〕①保証人は，主たる債務者がその債

務を履行しないときに，その履行をする責任を負う。
　②保証契約は，書面でしなければ，その効力を生じない。 
第709条〔不法行為による損害賠償〕故意又は過失によって他人
の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は，これによ
って生じた損害を賠償する責任を負う。

第4編　親族
第725条〔親族の範囲〕次に掲げる者は，親族とする。
　1　 6親等内の血族 
　2　配偶者 
　3　 3親等内の姻族 
第731条〔婚姻適齢〕男は，18歳に，女は，16歳にならなければ，
婚姻をすることができない。

第5編　相続
第900条〔法定相続分〕同順位の相続人が数人あるときは，その
相続分は，次の各号の定めるところによる。
1　子及び配偶者が相続人であるときは，子の相続分及び配
偶者の相続分は，各２分の１とする。 
2　配偶者及び直系尊属が相続人であるときは，配偶者の相
続分は，３分の２とし，直系尊属の相続分は，３分の１とする。
3　配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは，配偶者の相
続分は，４分の３とし，兄弟姉妹の相続分は，４分の１とする。
4　子，直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは，各自の相
続分は，相等しいものとする。ただし，父母の一方のみを同
じくする兄弟姉妹の相続分は，父母の双方を同じくする兄弟
姉妹の相続分の２分の１とする。

 民法（抜すい） ・改正公布　昭和22年12月22日

 教育基本法（抜すい） ・改正公布　平成18年12月22日

 労働基準法（抜すい） ・改正公布　平成10年9月30日

取扱をしてはならない。
第4条　使用者は，労働者が女性であることを理由として，賃
金について，男性と差別的取扱いをしてはならない。

第5条　使用者は，暴行，脅迫，監禁その他精神又は身体の自
由を不当に拘束する手段によって，労働者の意思に反して労
働を強制してはならない。

第6条　何人も，法律に基いて許される場合の外，業として他
人の就業に介入して利益を得てはならない。

第2章　労働契約
第15条　①使用者は，労働契約の締結に際し，労働者に対して
賃金，労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
……

第20条　①使用者は，労働者を解雇しようとする場合において

第1章　総則
第1条　①労働条件は，労働者が人たるに値する生活を営むた
めの必要を充たすべきものでなければならない。

　②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから，
労働関係の当事者は，この基準を理由として労働条件を低下
させてはならないことはもとより，その向上を図るように努
めなければならない。

第2条　①労働条件は，労働者と使用者が，対等の立場におい
て決定すべきものである。

　②労働者及び使用者は，労働協約，就業規則及び労働契約を
遵守し，誠実に各々その義務を履行しなければならない。

第3条　使用者は，労働者の国籍，信条又は社会的身分を理由
として，賃金，労働時間その他の労働条件について，差別的
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自主及び自律の精神を養うとともに，職業及び生活との関連
を重視し，勤労を重んずる態度を養うこと。 

　 3　正義と責任，男女の平等，自他の敬愛と協力を重んずると
ともに，公共の精神に基づき，主体的に社会の形成に参画し，
その発展に寄与する態度を養うこと。

　 4　生命を尊び，自然を大切にし，環境の保全に寄与する態
度を養うこと。

　 5　伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんできた我が国と
郷土を愛するとともに，他国を尊重し，国際社会の平和と発
展に寄与する態度を養うこと。

第1条〔教育の目的〕教育は，人格の完成を目指し，平和で民主
的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身と
もに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

第2条〔教育の目標〕教育は，その目的を実現するため，学問の
自由を尊重しつつ，次に掲げる目標を達成するよう行われる
ものとする。 

　 1　幅広い知識と教養を身に付け，真理を求める態度を養い，
豊かな情操と道徳心を培うとともに，健やかな身体を養うこ
と。 

　 2　個人の価値を尊重して，その能力を伸ばし，創造性を培い，

第1編　総則 
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ない。

　②権利の行使及び義務の履行は，信義に従い誠実に行わなけ
ればならない。

　③権利の濫用は，これを許さない。
第4条〔成年〕年齢18歳をもって，成年とする。
第5条〔未成年者の法律行為〕①未成年者が法律行為をするには，
その法定代理人の同意を得なければならない。ただし，単に
権利を得，又は義務を免れる法律行為については，この限り
でない。

　②前項の規定に反する法律行為は，取り消すことができる。
第90条〔公序良俗〕公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的
とする法律行為は，無効とする。

第95条〔錯誤〕①意思表示は，次に掲げる錯誤に基づくものであ
って，その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照
らして重要なものであるときは，取り消すことができる。
1　意思表示に対応する意思を欠く錯誤
2　表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識
が真実に反する錯誤

第96条〔詐欺又は強迫〕①詐欺又は強迫による意思表示は，取り
消すことができる。

第2編　物権
第206条〔所有権の内容〕所有者は，法令の制限内において，自
由にその所有物の使用，収益及び処分をする権利を有する。

第3編　債権

第446条〔保証人の責任等〕①保証人は，主たる債務者がその債
務を履行しないときに，その履行をする責任を負う。

　②保証契約は，書面でしなければ，その効力を生じない。 
第709条〔不法行為による損害賠償〕故意又は過失によって他人
の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は，これによ
って生じた損害を賠償する責任を負う。

第4編　親族
第725条〔親族の範囲〕次に掲げる者は，親族とする。
　1　 6親等内の血族 
　2　配偶者 
　3　 3親等内の姻族 
第731条〔婚姻適齢〕婚姻は，18歳にならなければ，することが
できない。

第5編　相続
第900条〔法定相続分〕同順位の相続人が数人あるときは，その
相続分は，次の各号の定めるところによる。
1　子及び配偶者が相続人であるときは，子の相続分及び配
偶者の相続分は，各２分の１とする。 
2　配偶者及び直系尊属が相続人であるときは，配偶者の相
続分は，３分の２とし，直系尊属の相続分は，３分の１とする。
3　配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは，配偶者の相
続分は，４分の３とし，兄弟姉妹の相続分は，４分の１とする。
4　子，直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは，各自の相
続分は，相等しいものとする。ただし，父母の一方のみを同
じくする兄弟姉妹の相続分は，父母の双方を同じくする兄弟
姉妹の相続分の２分の１とする。

 民法（抜すい） ・改正公布　昭和22年12月22日　　※第4条・第731条は2022年4月1日施行

 教育基本法（抜すい） ・改正公布　平成18年12月22日

 労働基準法（抜すい） ・改正公布　平成10年9月30日

取扱をしてはならない。
第4条　使用者は，労働者が女性であることを理由として，賃
金について，男性と差別的取扱いをしてはならない。

第5条　使用者は，暴行，脅迫，監禁その他精神又は身体の自
由を不当に拘束する手段によって，労働者の意思に反して労
働を強制してはならない。

第6条　何人も，法律に基いて許される場合の外，業として他
人の就業に介入して利益を得てはならない。

第2章　労働契約
第15条　①使用者は，労働契約の締結に際し，労働者に対して
賃金，労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
……

第20条　①使用者は，労働者を解雇しようとする場合において

第1章　総則
第1条　①労働条件は，労働者が人たるに値する生活を営むた
めの必要を充たすべきものでなければならない。

　②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから，
労働関係の当事者は，この基準を理由として労働条件を低下
させてはならないことはもとより，その向上を図るように努
めなければならない。

第2条　①労働条件は，労働者と使用者が，対等の立場におい
て決定すべきものである。

　②労働者及び使用者は，労働協約，就業規則及び労働契約を
遵守し，誠実に各々その義務を履行しなければならない。

第3条　使用者は，労働者の国籍，信条又は社会的身分を理由
として，賃金，労働時間その他の労働条件について，差別的
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10

2000

20

 1999 5 ガイドライン関連法成立
 （平成11） 7 食料・農業・農村基本法制定
  9 東海村臨界事故発生
 2000 1 国会に憲法調査会設置
  9 三宅島噴火で全島民避難
 01 1 中央省庁，1府12省庁へ再編
  6 ハンセン病補償法成立
  - 海上自衛隊インド洋派遣
 02 9 初の日朝首脳会談。北朝鮮，拉致
   事実認める

 03 6 有事法制関連3法成立

 04 1 自衛隊イラク派遣
  5 裁判員法成立
  6 有事法制関連7法成立
 05 4 JR西日本，尼崎で脱線事故
  ＊ 日本の人口が減少に転じる
 06 5 日米政府，在日米軍再編合意
  = 教育基本法改正
 07 5 国民投票法成立

 08 4 後期高齢者医療制度導入

 09 9 民主党中心の連立政権成立

 10 7 改正臓器移植法施行

 11 3 東日本大震災・東京電力福島
   第一原子力発電所事故
 12 8消費増税関連法成立
  = 自民党中心の連立政権成立
 13 7TPP交渉に正式参加
  = 特定秘密保護法成立
 14 4 消費税8%に引き上げ
  7 「集団的自衛権」の行使容認を閣
  　議決定
 15 6 選挙権年齢，18歳以上に引き下げ
  9 安全保障関連法成立
 16 1 マイナンバー制度発足

 17 6  「テロ等準備罪」を新設する改正
組織犯罪処罰法成立

 18 3  TPP（TPP11協定）調印
  6成年年齢，18歳に引き下げ
 19 4 アイヌ民族支援法成立
  5 元号「平成」から「令和」へ
  0 消費税10％に引き上げ
 20 4 新型コロナで｢緊急事態宣言｣発令

 21 8 9オリンピック・パラリンピック
   　東京大会

1 EU，単一通貨ユーロ導入
= マカオ返還

6 韓国と北朝鮮，南北首脳初会談

9 米で同時多発テロ事件 
0 米，英など，アフガニスタンへ軍
　事行動
7 アフリカ連合（AU）発足 
9 持続可能な開発に関する世界首脳
 会議（ヨハネスブルク）
3 イラク戦争
8 第1回 6か国協議
5 EU 25か国に拡大
= スマトラ島沖地震，津波で大被害

2 京都議定書発効

7 イスラエル，レバノンへ軍事行動
0  北朝鮮，核実験
2  6か国協議，合意文書採択

8 ロシア，ジョージアに軍事侵攻
＊ 世界金融危機
1 米でオバマ大統領就任

4 ギリシャ財政危機
4 メキシコ湾で原油流出事故
＊ チュニジア，エジプト，リビアで
独裁政権崩壊

-パレスチナ，国連総会決議で「オ
　ブザーバー国家」に昇格
-イラン核開発問題，計画縮小で
　合意
3 ロシア，クリミア半島（ウクライナ）
の編入を宣言

7 アメリカとキューバ，国交回復
= パリ協定採択
6 イギリス，国民投票でEU離脱派
が賛成多数

1 米でトランプ大統領就任
7 核兵器禁止条約，国連総会で採択
6 米朝首脳初会談

8 INF全廃条約失効

1 イギリス，EU離脱
3 WHO，新型コロナウイルス感染
拡大を｢パンデミック｣と表明

森喜朗
2000.4～01.4

小泉純一郎
2001.4～06.9

安倍晋三
2006.9～07.9

 福田康夫
2007.9～08.9

麻生太郎
2008.9～09.9

鳩山由紀夫
2009.9～2010.6

菅直人
2010.6～11.9

野田佳彦
2011.9～12.12

安倍晋三
2012.12～20.9

菅義偉
2020.9～21.10

岸田文雄
2021.10～

年 日本 世界内閣

2 ニクソン米大統領，中国訪問
5 米ソ，SALTⅠに調印
6 国連人間環境会議（ストックホルム会議）
1 ベトナム和平協定調印
0 第四次中東戦争起こる
4 国連資源特別総会
5 インド，原爆実験
4 サイゴン陥落，ベトナム戦争終結
- 第1回先進国首脳会議（サミット）
6 南北ベトナム統一
= ベトナム，カンボジア侵攻
5 第1回国連軍縮特別総会
1 米･中国交回復
2 イラン革命。中越国境戦争
3 米，スリーマイル島原発事故
= ソ連，アフガニスタンに軍事介入
7 西側諸国，モスクワ五輪不参加
9イラン･イラク戦争始まる
4 米，初のスペースシャトル打ち上げ
4 フォークランド紛争
= 米，欧州に中距離核兵器実戦配備
7 東側諸国，ロサンゼルス五輪不
　参加
＊ アフリカの飢餓深刻化
3 ソ連，ゴルバチョフ政権成立
9 プラザ合意
4 チェルノブイリ原発事故
= 米･ソ，INF全廃条約調印
5 ソ連，アフガニスタン撤退開始
8 イラン･イラク戦争停戦
6 中国，天安門事件
- ベルリンの壁撤去
= 米ソ首脳マルタ会談（冷戦終結）
＊ 東欧の民主化ひろがる
8 湾岸危機・湾岸戦争（～ 91年3月）
0 東西ドイツ統一
= ソ連解体
6 ブラジルで「地球サミット」開幕
＊旧ユーゴの民族紛争深刻化
9  イスラエル，PLO暫定自治協定調印
- EU発足
5 南ア大統領にマンデラ就任
1 WTO発足
9 仏，南太平洋で地下核実験を強行
9 CTBT，国連総会で採択

2 英でクローン羊誕生の報道
7 香港返還
7アジア通貨危機
5 インド，パキスタン核実験
5 インドネシア，スハルト政権崩壊

同時多発テロ事件
（2001年）

新型コロナウイルスの
パンデミック（2020年）

ユーロ導入
（1999年）

東日本大震災
（2011年）
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  6 ハンセン病補償法成立
  - 海上自衛隊インド洋派遣
 02 9 初の日朝首脳会談。北朝鮮，拉致
   事実認める

 03 6 有事法制関連3法成立

 04 1 自衛隊イラク派遣
  5 裁判員法成立
  6 有事法制関連7法成立
 05 4 JR西日本，尼崎で脱線事故
  ＊ 日本の人口が減少に転じる
 06 5 日米政府，在日米軍再編合意
  = 教育基本法改正
 07 5 国民投票法成立

 08 4 後期高齢者医療制度導入

 09 9 民主党中心の連立政権成立

 10 7 改正臓器移植法施行

 11 3 東日本大震災・東京電力福島
   第一原子力発電所事故
 12 8消費増税関連法成立
  = 自民党中心の連立政権成立
 13 7TPP交渉に正式参加
  = 特定秘密保護法成立
 14 4 消費税8%に引き上げ
  7 「集団的自衛権」の行使容認を閣
  　議決定
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安倍晋三
2012.12～20.9

菅義偉
2020.9～

年 日本 世界内閣

同時多発テロ事件
（2001年）

新型コロナウイルスの
パンデミック（2020年）

ユーロ導入
（1999年）

東日本大震災
（2011年）
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とづいて行われる。選挙が正しく行われるように実際に事務を担当す

るのは選挙管理委員会である。

選挙制度をめぐる
諸課題

日本の選挙はさまざまな課題をかかえている。

まず，国政でも地方選挙でも，投票
（→p.98）
率
#

が低いこ

とがあげられる。投票率が極端に低くなると，特定の人々の政治的な

影響力が大きくなりすぎ，広く有権者の意思が政治に反映されなくな

ってしまう。2015年に選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた
!

ことも

あり，若い層を中心に，投票率をいかに高めるかが課題となっている
（→p.98）

。

　投票権の平等という原則からすれば，選挙区ごとの有権者の数と議

員定数
$

との均
きん

衡
こう

が必要であるが，日本では国会が改革に必ずしも積極

的でないことなどから，「一票の格差」が著しく大きいままとなってい

る
4

。裁判所からは違憲判決や違憲状態とする判決が何度も出されてお

り，立法府の対応が求められる。

　選挙違反を減らすため，連
れん

座
ざ

制
5

が導入され，選挙運動の責任者や候

補者の親族・秘書などが公職選挙法違反で有罪となった場合には，候

補者の当選は無効となるなど厳しい制
せい

裁
さい

が科
か

せられることになって

いるが，それでも選挙違反が根絶されたわけではない。

　時代の変化とともに，選挙制度もさまざまな対応を迫
せま

られている。

インターネットによる選挙運動は解禁されたが，戸
こ

別
べつ

訪問や電子投票

の是非などについて議論が続いている。他方，グローバル化のなかで

海外に居住する日本人が増えていることから，近年，在
ざい

外
がい

邦
ほう

人
じん

の投票

を可能にする形で公職選挙法が改正された
6

。

42017年の衆議院選挙では最
大1.98倍，2019年の参議院選挙
では3.00倍であった。

5選挙運動の総括責任者や出
すい

納
とう

責任者などが買収などの罪
を犯

おか

し刑が確定した場合，候
補者が関

かん

知
ち

していなくても当
選は無効となる。 
6国外に居住する日本人に，
衆議院，参議院の選挙権が保
障された。また，指定船

せん

舶
ぱく

に
乗船する船員はファクシミリ
で投票できるようになった。

Q%国政選挙の議席数の内訳

Q$衆議院議員選挙の議員定数　小選挙区の区割りや比例代表の定数は，
国勢調査で調べた人口をもとに，原則10年ごとに見直される。2022年以降の
見直しでは，人口比がより反映される「アダムズ方式」が導入される。

Q#国政選挙における投票率
の推移（総務省資料）

「一票の格差」はなぜ問題
なのか，考えてみよう。
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　　小選挙区比例代表並立制の
導入は日本の政治にどのような
影響をもたらしたか，調べてみ
よう。
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小選挙区制と投票率ゼミナ ルゼゼミミナナーールミミナナ ルゼゼミ ーーミゼゼゼミナール

衆議院の選挙制度と問題点
　現在の衆議院の選挙制度は1994年に定められ

たもので，それまでの中
ちゅう

選挙区制（1選挙区から3

～ 5名が当選）から小選挙区制に重点をおいた小

選挙区比例代表並
へい

立
りつ

制
（→p.92）

に変更された。これにより

二大政党制への移行が期待され，実際に政権交代

が実現した。しかし，289議席を占める小選挙区

では一つの選挙区から一人の議員を選出するため，

得票率と議席数の乖
かい

離
り

が顕
けん

著
ちょ

にみられるようにな

り，また議席に結びつかない大量の死
し

票
ひょう

が生じて

いる。国民の意見が多様化し，連立政権が多様な

意見を調整する役割を果たすことが多くなるなか

で，「つくられた多数派」を生みだす選挙制度につ

いての問題点が指摘されている。

投票率の低迷
　近年の選挙では，投票率の低下が大きな問題に

なっている。2014年の衆議院議員選挙の投票率

は52.7％で戦後最低であった
（→p.93

。
#
そ

）
の理由として，

国民の政治的無関心
（→p.97）

も指摘されるが，投票したい

候補者や政党がない無党派層
（→p.97）

とよばれる人々の増

加もあげることができる。これには政治状況の変

化にともなう支持基盤の変化が背景にあり，労働

組合や農業団体のような強固な集票組織の影響
（→p.95）

が

うすれ，また，明確な争点を示さない政党の選挙

戦術などもあると考えられる。なお，投票率の低

下は国政以上に地方公共団体において深刻で，

20％台の投票率もみられるようになった。

Q衆議院議員選挙（選挙区）における得票率と議席数

Q投票率が意味するもの　投票した人の57.2％の支持を集
めてＡ候補が知事に当選したが，総有権者数586万人のなか
では15.2％でしかない。

0 20 40 60 80 100%

得票率
議席数

自由民主党 36.6％

自由民主党 38.7％ 民主党 47.4 8.6

223議席

64議席

47.8％ 8.5 20.6 12.69.0

215議席 1817 30

221 15

70 55 51 35 62

14.115.4 10.1 8.1 8.0 7.7

その他・無所属
日本社会党 新生党

日本新党
日本共産党

公明党

公明党 1.1

1.5
0

8 1

0

15
日本共産党 4.2

希望の党立憲民主党

●1993年7月18日（中選挙区制での最後の選挙）

（計511議席）

得票率
議席数

●2009年8月30日（小選挙区）

（計300議席）

得票率
議席数

●2017年10月22日（小選挙区）

（計289議席）

「18歳選挙権」と投票率
　2015年の法改正で，選挙権年齢が18歳以上に

引き下げられ
（→p.93）

，国政選挙や地方選挙，最高裁判所

裁判官の国民審査
（→p.71）

などの投票や，選挙期間におけ

る選挙運動などが，満18歳から可能になった。

　現在，有権者の4割が60歳以上で，20歳代は1

割強にすぎず，投票率も若年層のほうが低い傾向

がある。そのうえ，少
しょう

子
し

高齢化
（→p.32）

は現在も進行して

おり，若年層の声はさらに政治に反映されにくく

なる。こうしたなかで導入された「18歳選挙権」で，

新たに約240万人が有権者になった（2016年）。

　こうした流れは，社会が若年層に積極的な政治

参加を求めていると考えることができる。いま必

要なことは，若年層が自身の生活と政治の関係や

選挙の意味を考え，現在と将来の社会生活を見す

えて，多様な意見を政治に反映させることである。

Q年代別にみた人口と投票結果（総務省資料）　60歳以上
が有権者全体の約4割，投票数では半数近くを占めている。
18歳の投票率は47.9%，19歳の投票率は33.3％であった。

［衆議院議員選挙  2017年10月22日（人口は2017年10月1日時点の推計）］

人口比
（18歳以上）

投票数

投票率 10代・20代
35.3％

30代
44.7％

40代
53.5％

50代
63.3％

60代
72.0％

70代～
60.9％

13.5％ 13.8％ 17.6％ 14.7％ 16.6％ 23.8％

8.5％ 11.0％ 16.7％ 16.6％ 21.4％ 25.8％

［S県知事選挙の結果  2015年］

投票した人
26.6％

投票しなかった人

投票数

総有権者数
（586万人）

A候補 57.2％

15.2％ 75.10.6

B候補
20.7

その他 3名
19.9

5.5
無効 2.25.3
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!

ことも

あり，若い層を中心に，投票率をいかに高めるかが課題となっている
（→p.98）

。

　投票権の平等という原則からすれば，選挙区ごとの有権者の数と議

員定数
$

との均
きん

衡
こう

が必要であるが，日本では国会が改革に必ずしも積極

的でないことなどから，「一票の格差」が著しく大きいままとなってい

る
4

。裁判所からは違憲判決や違憲状態とする判決が何度も出されてお

り，立法府の対応が求められる。

　選挙違反を減らすため，連
れん

座
ざ

制
5

が導入され，選挙運動の責任者や候

補者の親族・秘書などが公職選挙法違反で有罪となった場合には，候

補者の当選は無効となるなど厳しい制
せい

裁
さい

が科
か

せられることになって

いるが，それでも選挙違反が根絶されたわけではない。

　時代の変化とともに，選挙制度もさまざまな対応を迫
せま

られている。

インターネットによる選挙運動は解禁されたが，戸
こ

別
べつ

訪問や電子投票

の是非などについて議論が続いている。他方，グローバル化のなかで

海外に居住する日本人が増えていることから，近年，在
ざい

外
がい

邦
ほう

人
じん

の投票

を可能にする形で公職選挙法が改正された
6

。

42019年の参議院選挙では最
大3.00倍，2021年の衆議院選挙
では2.08倍であった。

5選挙運動の総括責任者や出
すい

納
とう

責任者などが買収などの罪
を犯

おか

し刑が確定した場合，候
補者が関

かん

知
ち

していなくても当
選は無効となる。 
6国外に居住する日本人に，
衆議院，参議院の選挙権が保
障された。また，指定船

せん

舶
ぱく

に
乗船する船員はファクシミリ
で投票できるようになった。

Q%国政選挙の議席数の内訳

Q$衆議院議員選挙の議員定数　小選挙区の区割りや比例代表の定数は，
国勢調査で調べた人口をもとに，原則10年ごとに見直される。2022年以降の
見直しでは，人口比がより反映される「アダムズ方式」が導入される。

Q#国政選挙における投票率
の推移（総務省資料）

「一票の格差」はなぜ問題
なのか，考えてみよう。
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小選挙区制と投票率ゼミナ ルゼゼミミナナーールミミナナ ルゼゼミ ーーミゼゼゼミナール

衆議院の選挙制度と問題点
　現在の衆議院の選挙制度は1994年に定められ

たもので，それまでの中
ちゅう

選挙区制（1選挙区から3

～ 5名が当選）から小選挙区制に重点をおいた小

選挙区比例代表並
へい

立
りつ

制
（→p.92）

に変更された。これにより

二大政党制への移行が期待され，実際に政権交代

が実現した。しかし，289議席を占める小選挙区

では一つの選挙区から一人の議員を選出するため，

得票率と議席数の乖
かい

離
り

が顕
けん

著
ちょ

にみられるようにな

り，また議席に結びつかない大量の死
し

票
ひょう

が生じて

いる。国民の意見が多様化し，連立政権が多様な

意見を調整する役割を果たすことが多くなるなか

で，「つくられた多数派」を生みだす選挙制度につ

いての問題点が指摘されている。

投票率の低迷
　近年の選挙では，投票率の低下が大きな問題に

なっている。2014年の衆議院議員選挙の投票率

は52.7％で戦後最低であった
（→p.93

。
#
そ

）
の理由として，

国民の政治的無関心
（→p.97）

も指摘されるが，投票したい

候補者や政党がない無党派層
（→p.97）

とよばれる人々の増

加もあげることができる。これには政治状況の変

化にともなう支持基盤の変化が背景にあり，労働

組合や農業団体のような強固な集票組織の影響
（→p.95）

が

うすれ，また，明確な争点を示さない政党の選挙

戦術などもあると考えられる。なお，投票率の低

下は国政以上に地方公共団体において深刻で，

20％台の投票率もみられるようになった。

Q衆議院議員選挙（選挙区）における得票率と議席数

Q投票率が意味するもの　投票した人の57.2％の支持を集
めてＡ候補が知事に当選したが，総有権者数586万人のなか
では15.2％でしかない。

0 20 40 60 80 100%

得票率
議席数

自由民主党 36.6％

自由民主党 38.7％ 民主党 47.4 8.6

223議席

64議席

48.4％ 4.44.6立憲民主党 30.0 8.4

189議席 57 169 6 10

221 15

70 55 51 35 62

14.115.4 10.1 8.1 8.0 7.7

その他・無所属
日本社会党 新生党

日本新党
日本共産党

公明党

公明党 1.1

1.5
0

1 1

0

15
日本共産党 4.2

国民民主党 2.2
社会民主党 0.5 日本維新

の会

●1993年7月18日（中選挙区制での最後の選挙）

（計511議席）

得票率
議席数

●2009年8月30日（小選挙区）

（計300議席）

得票率
議席数

●2021年10月31日（小選挙区）

（計289議席）

「18歳選挙権」と投票率
　2015年の法改正で，選挙権年齢が18歳以上に

引き下げられ
（→p.93）

，国政選挙や地方選挙，最高裁判所

裁判官の国民審査
（→p.71）

などの投票や，選挙期間におけ

る選挙運動などが，満18歳から可能になった。

　現在，有権者の4割が60歳以上で，20歳代は1

割強にすぎず，投票率も若年層のほうが低い傾向

がある。そのうえ，少
しょう

子
し

高齢化
（→p.32）

は現在も進行して

おり，若年層の声はさらに政治に反映されにくく

なる。こうしたなかで導入された「18歳選挙権」で，

新たに約240万人が有権者になった（2016年）。

　こうした流れは，社会が若年層に積極的な政治

参加を求めていると考えることができる。いま必

要なことは，若年層が自身の生活と政治の関係や

選挙の意味を考え，現在と将来の社会生活を見す

えて，多様な意見を政治に反映させることである。

Q年代別にみた人口と投票結果（総務省資料）　60歳以上
が有権者全体の約4割，投票数では半数近くを占めている。
18歳の投票率は47.9%，19歳の投票率は33.3％であった。

［衆議院議員選挙  2017年10月22日（人口は2017年10月1日時点の推計）］

人口比
（18歳以上）

投票数

投票率 10代・20代
35.3％

30代
44.7％

40代
53.5％

50代
63.3％

60代
72.0％

70代～
60.9％

13.5％ 13.8％ 17.6％ 14.7％ 16.6％ 23.8％

8.5％ 11.0％ 16.7％ 16.6％ 21.4％ 25.8％

［S県知事選挙の結果  2015年］

投票した人
26.6％

投票しなかった人

投票数

総有権者数
（586万人）

A候補 57.2％

15.2％ 73.40.6

B候補
20.7

その他 3名
19.9

5.5
無効 2.25.3
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司法への民意の反映ゼミナ ルゼゼミミナナーールミミナナ ルゼゼミ ーーミゼゼゼミナール
　近年，開かれた司法をめざし，裁判員制度の導

入や検察審査会の権限の強化などが行われた
（→p.88）

。 

一般市民の感覚を裁判に生かすことは，市民の自

由と権利を守り，司法に対する意識の向上につな

がるものとして期待されている。

検察審査会制度

　検察審査会制度は，検察官が独占する公
こう

訴
そ

権に

民意を反映させるために，検察官が被
ひ

疑
ぎ

者
しゃ

を起
き

訴
そ

しない処分（不起訴処分）について適否を審査する

制度で，1948年に導入された。検察審査会は全

国に165か所あり，審査員は選挙権を有する者の

うち，20歳以上の者のなかから抽選で選ばれる。

　2009年の改正で権限が強化され，検察審査会

が二度，起訴すべきと議決をした場合は，強制的

に起訴される（強制起訴）。その際は裁判所が指定

する弁護士（指定弁護士）が起訴をし，裁判でも検

察官の役割を果たすことになっている。 

Q検察審査会による審査の流れ

裁判員制度
　2004年に「裁判員の参加する刑事裁判に関する

法律」が成立し，2009年より裁判員が有罪か無罪

かの判断と量
りょう

刑
けい

を行う制度が実施されている。

（１）対象となる事件は殺人など重大犯罪の刑事事

件に限られる。

（２）裁判員は選挙権を有する者のうち，20歳以

上の者のなかから抽選で選ばれ，70歳以上や

学生，病気などの理由がなければ辞退できない。

（３）裁判員裁判は裁判員6名，裁判官3名（場合に

より，裁判員4名，裁判官1名）からなり，有罪・

無罪の決定および量刑に関し審理し，裁判を行

う権限を有する。評議で意見が一致しない場合，

評
ひょう

決
けつ

は裁判員，裁判官各1名を含む過半数で行

われる。

（４）裁判員は第一審のみに関与し，控
こう

訴
そ

審以降は

裁判官のみで裁判が行われる。

（５） 守
しゅ

秘
ひ

義務違反には6か月以下の懲
ちょう

役
えき

または50

万円以下の罰金，よび出しに出
しゅっ

頭
とう

しなかった場

合には10万円以下の過
か

料
りょう

などがある。

Q裁判員裁判の流れ

捜査終結

検
察
官
に
よ
る
不
起
訴
処
分

原
告
や
被
害
者
に
よ
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申
し
立
て

検
察
官

検
察
官

不
起
訴

不
起
訴

＊

起
訴

起
訴

検
察
審
査
会
議（
第
二
段
階
）

指
定
弁
護
士

起
訴（
強
制
起
訴
）

検
察
審
査
会
議

起
訴
議
決

起
訴
に
い
た
ら
ず

不起訴
相当

不起訴
不当

起訴
相当

＊法定期間（原則3か月）内に起訴しない場合も含む。

裁判員制度

導入年 2009年

一事件につき原則6人

選ばれ
た市民
の職務

人数

裁判は公開，   評議は非公開

任期

公開の
有無

一定の重大な犯罪について刑
事裁判に参加し，被告人が有罪
か無罪か，有罪の場合どのよう
な刑にするかを裁判官と決める

参加する事件の公判開始から
判決まで（多くの場合，   3～5日）

検察審査会制度

1948年

一審査会につき11人

会議はすべて非公開

おもに検察官の不起
訴処分の当否につい
て審査する

6か月（審査会議は平
均して月に1～2回）

Q検察審査会制度と裁判員制度の比較

起訴

公判前
整理手続

公判審理

評議・評決

判決の宣告

控訴審

重大犯罪の刑事事件

終了

裁判官のみによる審理

争点の整理， 証拠開示
審理計画を策定

「裁判員候補者名簿」記載者

事件ごとに抽選

地方裁判所管轄区域内の選挙人

選挙人名簿（20 歳未満を除く）から
1 年ごとに抽選で「裁判員候補者名
簿」を作成し， 記載者に通知

裁判員の
選任手続

裁判員候補者

裁判の
決定

裁判長から質問
検察官・弁護人が除外者指名

呼び出し状
・質問票

裁判員（6名）

裁判員が立ち会い
裁判官が行う

（裁判員は第一審にのみ関与）

裁判員の任務終了

評議→裁判官と評議
・有罪か無罪か，有罪の
 場合の量刑
評決→多数決
・裁判官， 裁判員各1名
 を含む過半数

任命

出頭

出頭
証拠書類の取り調べ，
証人や被告人に対する質問

裁判官3名
裁判員6名
による合議体
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　近年，開かれた司法をめざし，裁判員制度の導

入や検察審査会の権限の強化などが行われた
（→p.88）

。 

一般市民の感覚を裁判に生かすことは，市民の自

由と権利を守り，司法に対する意識の向上につな

がるものとして期待されている。

検察審査会制度

　検察審査会制度は，検察官が独占する公
こう

訴
そ

権に

民意を反映させるために，検察官が被
ひ

疑
ぎ

者
しゃ

を起
き

訴
そ

しない処分（不起訴処分）について適否を審査する

制度で，1948年に導入された。検察審査会は全

国に165か所あり，審査員は選挙権を有する者

（2022年4月以降）のなかから抽選で選ばれる。

　2009年の改正で権限が強化され，検察審査会

が二度，起訴すべきと議決をした場合は，強制的

に起訴される（強制起訴）。その際は裁判所が指定

する弁護士（指定弁護士）が起訴をし，裁判でも検

察官の役割を果たすことになっている。 

Q検察審査会による審査の流れ

裁判員制度
　2004年に「裁判員の参加する刑事裁判に関する

法律」が成立し，2009年より裁判員が有罪か無罪

かの判断と量
りょう

刑
けい

を行う制度が実施されている。

（１）対象となる事件は殺人など重大犯罪の刑事事

件に限られる。

（２）裁判員は選挙権を有する者（2022年4月以降）

のなかから抽選で選ばれ，70歳以上や学生，

病気などの理由がなければ辞退できない。

（３）裁判員裁判は裁判員6名，裁判官3名（場合に

より，裁判員4名，裁判官1名）からなり，有罪・

無罪の決定および量刑に関し審理し，裁判を行

う権限を有する。評議で意見が一致しない場合，

評
ひょう

決
けつ

は裁判員，裁判官各1名を含む過半数で行

われる。

（４）裁判員は第一審のみに関与し，控
こう

訴
そ

審以降は

裁判官のみで裁判が行われる。

（５） 守
しゅ

秘
ひ

義務違反には6か月以下の懲
ちょう

役
えき

または50

万円以下の罰金，よび出しに出
しゅっ

頭
とう

しなかった場

合には10万円以下の過
か

料
りょう

などがある。

Q裁判員裁判の流れ

捜査終結

検
察
官
に
よ
る
不
起
訴
処
分

原
告
や
被
害
者
に
よ
る
申
し
立
て

検
察
官

検
察
官

不
起
訴

不
起
訴

＊

起
訴

起
訴

検
察
審
査
会
議（
第
二
段
階
）

指
定
弁
護
士

起
訴（
強
制
起
訴
）

検
察
審
査
会
議

起
訴
議
決

起
訴
に
い
た
ら
ず

不起訴
相当

不起訴
不当

起訴
相当

＊法定期間（原則3か月）内に起訴しない場合も含む。

裁判員制度

導入年 2009年

一事件につき原則6人

選ばれ
た市民
の職務

人数

裁判は公開，   評議は非公開

任期

公開の
有無

一定の重大な犯罪について刑
事裁判に参加し，被告人が有罪
か無罪か，有罪の場合どのよう
な刑にするかを裁判官と決める

参加する事件の公判開始から
判決まで（多くの場合，   3～5日）

検察審査会制度

1948年

一審査会につき11人

会議はすべて非公開

おもに検察官の不起
訴処分の当否につい
て審査する

6か月（審査会議は平
均して月に1～2回）

Q検察審査会制度と裁判員制度の比較

起訴

公判前
整理手続

公判審理

評議・評決

判決の宣告

控訴審

重大犯罪の刑事事件

終了

裁判官のみによる審理

争点の整理， 証拠開示
審理計画を策定

「裁判員候補者名簿」記載者

事件ごとに抽選

地方裁判所管轄区域内の選挙人

選挙人名簿から 1 年ごとに抽選で
「裁判員候補者名簿」を作成し， 記
載者に通知

裁判員の
選任手続

裁判員候補者

裁判の
決定

裁判長から質問
検察官・弁護人が除外者指名

呼び出し状
・質問票

裁判員（6名）

裁判員が立ち会い
裁判官が行う

（裁判員は第一審にのみ関与）

裁判員の任務終了

評議→裁判官と評議
・有罪か無罪か，有罪の
 場合の量刑
評決→多数決
・裁判官， 裁判員各1名
 を含む過半数

任命

出頭

出頭
証拠書類の取り調べ，
証人や被告人に対する質問

裁判官3名
裁判員6名
による合議体
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第3章　現代社会と法　109

未成年についてのさまざまな規定

　未成年者がアパートなどを借りたり，お

金を借りたり，不動産や車を買ったりする場合な

どの契約には親権者等の同意が必要であり，同意

を得ずに行った法律行為は親権者などによって取

り消すことができる。このように民法では未成年

者の財産行為は制限されている（制限行為能力者）。

ただし，成年とみなされるのは民
みん

法
ぽう

などの私
し

法
ほう

領

域のみに限られ，未成年者喫
きつ

煙
えん

禁止法や未成年者

飲酒禁止法などの法律には適用されない。

刑事上などでの取り扱い

　少年法は，少年（20歳未満）の犯罪につい

て規定している。20歳以上に対する裁判とは異

なり，少年の保護・更
こう

生
せい

の観点から，原則として

家庭裁判所で審判が行われる。家庭裁判所裁判官

は，少年，保護者，家庭裁判所調査官などの意見

を聞き，再犯防止や更生に向けての処分を行う。

しかし，殺人事件や強
ごう

盗
とう

致
ち

死
し

事件などでは検察官

に戻され（逆
ぎゃく

送
そう

致
ち

），20歳以上と同じ刑事裁判を受

ける場合もある。

　刑事上のもの以外では，児童の就労や満18歳

未満の年少者の深夜業の原則禁止など労働に関す

るもの（労働基準法）や，運転免許年齢に関するも

の（道路交通法），未成年者の営業（民法では親権

者などから営業を許されれば成年と同じ行為能力

をもつとされる）などに特別の規定がある。

「18歳」になること　選挙権年齢が満18歳以上に引き下げら

れ，国政選挙や地方選挙，憲法改正の国民投票な

どができるようになった。ただし，裁判員や検察

審査会の審査員は20歳未満の者はなることができ

ない
（→p.108）

。

　また，2018年に民法が改正されて，2022年4

月からは民法上の成年年齢が20歳から18歳に引

き下げられ（18歳未満が「未成年者」となる），男女

の婚
こん

姻
いん

開始年齢も18歳となる。さらに，少年法も

改正され，逆送致の対象事件の拡大や，実名報道

の解禁など，18，19歳の少年犯罪のあつかいが厳

しくなる。

　未成年者の権利や義務などの観点から，未成年

者を対象とするさまざまな法律の規定の意味を今

一度確認し，これからもその是非や，改革のあり

方について，自分自身のこととして考えていく必

要がある。

成年者とどこが違う？
●

未成年者と法
●
日本では2022年4月以降18歳未満は未成年
者とされ，法的関係において成年者（成人）
とは異

こと

なる扱いを受けています。それはどの
ような意味をもつのでしょうか。

Q少年事件の手続き（14歳以上の場合）Qおもな国の法定年齢

家庭裁判所

少年院

保護観察

児童自立支
援施設など
に送致

少年審判
（少年鑑別
所に収容）

（拘置所な
どに収容）

検
察
官

刑事裁判

懲役・禁錮

警察

犯罪少年

地方裁判所

［14歳以上］

検察

捜査 逆送致

（刑事
  処分）

（保護処分）

起訴

私法上
の成年 結婚 飲酒 選挙権 被選挙権

アメリカ 18歳＊2 18歳＊2 21歳 18歳
下院25歳
上院30歳

イギリス 18歳 16歳 18歳

喫煙

日本 18歳＊1 20歳 18歳18歳＊1
衆議院25歳
参議院30歳

20歳

18歳＊2

18歳 18歳

ドイツ 18歳 18歳 18歳＊318歳 18歳 下院18歳

下院18歳

中国 18歳
男性22歳
女性20歳

18歳18歳 18歳 18歳

＊1 2022年 4月以降
＊2アメリカは州によって異なる（表中はカリフォルニア州のもの）
＊3ただしビールなどは 16歳といった例外がある
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未成年についてのさまざまな規定

　未成年者がアパートなどを借りたり，お

金を借りたり，不動産や車を買ったりする場合な

どの契約には親権者等の同意が必要であり，同意

を得ずに行った法律行為は親権者などによって取

り消すことができる。このように民法では未成年

者の財産行為は制限されている（制限行為能力者）。

また，結婚については男性は18歳以上，女性は

16歳以上でなければならず，未成年者の結婚に

は父母の同意が必要であると定められている。な

お，未成年者は結婚によって成年に達したものと

され，財産行為について親権者等の同意は不要と

なる。ただし，成年とみなされるのは民
みん

法
ぽう

などの

私
し

法
ほう

領域のみに限られ，未成年者喫
きつ

煙
えん

禁止法や未

成年者飲酒禁止法などの法律には適用されない。

刑事上などでの取り扱い

　少年法は，少年（20歳未満）の犯罪につい

て規定している。成人に対する裁判とは異なり，

少年の保護・更
こう

生
せい

の観点から，原則として家庭裁

判所で審判が行われる。家庭裁判所裁判官は，少年，

保護者，家庭裁判所調査官などの意見を聞き，再

犯防止や更生に向けての処分を行う。しかし，殺人

事件や強
ごう

盗
とう

致
ち

死
し

事件などでは検察官に戻され（逆
ぎゃく

送
そう

致
ち

），成人と同じ刑事裁判を受ける場合もある。

　刑事上のもの以外では，児童の就労や満18歳

未満の年少者の深夜業の原則禁止など労働に関す

るもの（労働基準法）や，運転免許年齢に関するも

の（道路交通法），未成年者の営業（民法では親権

者などから営業を許されれば成年と同じ行為能力

をもつとされる）などに特別の規定がある。

「18歳」になること　選挙権年齢が満18歳以上に引き下げら

れ，国政選挙や地方選挙，憲法改正の国民投票な

どができるようになった。ただし，裁判員や検察

審査会の審査員は20歳未満の者はなることができ

ない
（→p.108）

。また，2018年に民法が改正されて，2022

年4月からは民法上の成年年齢が18歳に引き下げ

られ（18歳未満が「未成年者」となる），男女の婚
こん

姻
いん

開始年齢も18歳となる。なお，現在，少年法の適

用年齢の引き下げについても議論されている。

　未成年者の権利や義務などの観点から，未成年

者を対象とするさまざまな法律の規定の意味を今

一度確認し，その是非や，改革のあり方について，

自分自身のこととして考えていく必要がある。

成年者とどこが違う？
●

未成年者と法
●
日本では20歳未満は未成年者とされ，法的
関係において成年者（成人）とは異

こと

なる扱い
を受けています。それはどのような意味をも
つのでしょうか。

Q少年事件の手続き（14歳以上の場合）Qおもな国の法定年齢

家庭裁判所

少年院

保護観察

児童自立支
援施設など
に送致

少年審判
（少年鑑別
所に収容）

（拘置所な
どに収容）

検
察
官

刑事裁判

懲役・禁錮

警察

犯罪少年

地方裁判所

［14歳以上］

検察

捜査 逆送致

（刑事
  処分）

（保護処分）

起訴

私法上
の成年 結婚 飲酒 選挙権 被選挙権

アメリカ 18歳＊2 18歳＊2 21歳 18歳
下院25歳
上院30歳

イギリス 18歳 16歳 18歳

喫煙

日本 20歳＊1 20歳 18歳
男性18歳
女性16歳＊1

衆議院25歳
参議院30歳

20歳

18歳＊2

18歳 18歳

ドイツ 18歳 18歳 18歳＊318歳 18歳 下院18歳

下院18歳

中国 18歳
男性22歳
女性20歳

18歳18歳 18歳 18歳

＊1 2022年 4月より18歳
＊2アメリカは州によって異なる（表中はカリフォルニア州のもの）
＊3ただしビールなどは 16歳といった例外がある
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第3章　現代社会と法　109

未成年についてのさまざまな規定

　未成年者がアパートなどを借りたり，お

金を借りたり，不動産や車を買ったりする場合な

どの契約には親権者等の同意が必要であり，同意

を得ずに行った法律行為は親権者などによって取

り消すことができる。このように民法では未成年

者の財産行為は制限されている（制限行為能力者）。

ただし，成年とみなされるのは民
みん

法
ぽう

などの私
し

法
ほう

領

域のみに限られ，未成年者喫
きつ

煙
えん

禁止法や未成年者

飲酒禁止法などの法律には適用されない。

刑事上などでの取り扱い

　少年法は，少年（20歳未満）の犯罪につい

て規定している。20歳以上に対する裁判とは異

なり，少年の保護・更
こう

生
せい

の観点から，原則として

家庭裁判所で審判が行われる。家庭裁判所裁判官

は，少年，保護者，家庭裁判所調査官などの意見

を聞き，再犯防止や更生に向けての処分を行う。

しかし，殺人事件や強
ごう

盗
とう

致
ち

死
し

事件などでは検察官

に戻され（逆
ぎゃく

送
そう

致
ち

），20歳以上と同じ刑事裁判を受

ける場合もある。

　刑事上のもの以外では，児童の就労や満18歳

未満の年少者の深夜業の原則禁止など労働に関す

るもの（労働基準法）や，運転免許年齢に関するも

の（道路交通法），未成年者の営業（民法では親権

者などから営業を許されれば成年と同じ行為能力

をもつとされる）などに特別の規定がある。

「18歳」になること　選挙権年齢が20歳から満18歳以上に

引き下げられ，国政選挙や地方選挙，憲法改正の

国民投票などができるようになった。ただし，裁

判員や検察審査会の審査員は20歳未満の者はなる

ことができない
（→p.108）

。

　また，2018年に民法が改正されて，2022年4

月からは民法上の成年年齢が20歳から18歳に引

き下げられ（18歳未満が「未成年者」となる），男女

の婚
こん

姻
いん

開始年齢も18歳となる。さらに，少年法も

改正され，逆送致の対象事件の拡大や，実名報道

の解禁など，18，19歳の少年犯罪のあつかいが厳

しくなる。

　これからも未成年者の権利や義務などの観点か

ら，未成年者を対象とするさまざまな法律の規定

の意味を今一度確認し，その是非や，改革のあり

方について，自分自身のこととして考えていく必

要がある。

成年者とどこが違う？
●

未成年者と法
●
日本では2022年4月以降18歳未満は未成年
者とされ，法的関係において成年者（成人）
とは異

こと

なる扱いを受けています。それはどの
ような意味をもつのでしょうか。

Q少年事件の手続き（14歳以上の場合）Qおもな国の法定年齢

家庭裁判所

少年院

保護観察

児童自立支
援施設など
に送致

少年審判
（少年鑑別
所に収容）

（拘置所な
どに収容）

検
察
官

刑事裁判

懲役・禁錮

警察

犯罪少年

地方裁判所

［14歳以上］

検察

捜査 逆送致

（刑事
  処分）

（保護処分）

起訴

私法上
の成年 結婚 飲酒 選挙権 被選挙権

アメリカ 18歳＊2 18歳＊2 21歳 18歳
下院25歳
上院30歳

イギリス 18歳 16歳 18歳

喫煙

日本 18歳＊1 20歳 18歳18歳＊1
衆議院25歳
参議院30歳

20歳

18歳＊2

18歳 18歳

ドイツ 18歳 18歳 18歳＊318歳 18歳 下院18歳

下院18歳

中国 18歳
男性22歳
女性20歳

18歳18歳 18歳 18歳

＊1 2022年 4月以降
＊2アメリカは州によって異なる（表中はカリフォルニア州のもの）
＊3ただしビールなどは 16歳といった例外がある
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第3章　現代社会と法　109

未成年についてのさまざまな規定

　未成年者がアパートなどを借りたり，お

金を借りたり，不動産や車を買ったりする場合な

どの契約には親権者等の同意が必要であり，同意

を得ずに行った法律行為は親権者などによって取

り消すことができる。このように民法では未成年

者の財産行為は制限されている（制限行為能力者）。

ただし，成年とみなされるのは民
みん

法
ぽう

などの私
し

法
ほう

領

域のみに限られ，未成年者喫
きつ

煙
えん

禁止法や未成年者

飲酒禁止法などの法律には適用されない。

刑事上などでの取り扱い

　少年法は，少年（20歳未満）の犯罪につい

て規定している。20歳以上に対する裁判とは異

なり，少年の保護・更
こう

生
せい

の観点から，原則として

家庭裁判所で審判が行われる。家庭裁判所裁判官

は，少年，保護者，家庭裁判所調査官などの意見

を聞き，再犯防止や更生に向けての処分を行う。

しかし，殺人事件や強
ごう

盗
とう

致
ち

死
し

事件などでは検察官

に戻され（逆
ぎゃく

送
そう

致
ち

），20歳以上と同じ刑事裁判を受

ける場合もある。

　刑事上のもの以外では，児童の就労や満18歳

未満の年少者の深夜業の原則禁止など労働に関す

るもの（労働基準法）や，運転免許年齢に関するも

の（道路交通法），未成年者の営業（民法では親権

者などから営業を許されれば成年と同じ行為能力

をもつとされる）などに特別の規定がある。

「18歳」になること　選挙権年齢が満18歳以上に引き下げら

れ，国政選挙や地方選挙，憲法改正の国民投票な

どができるようになった。ただし，裁判員や検察

審査会の審査員は20歳未満の者はなることができ

ない
（→p.108）

。

　また，2018年に民法が改正されて，2022年4

月からは民法上の成年年齢が20歳から18歳に引

き下げられ（18歳未満が「未成年者」となる），男女

の婚
こん

姻
いん

開始年齢も18歳となる。さらに，少年法も

改正され，逆送致の対象事件の拡大や，実名報道

の解禁など，18，19歳の少年犯罪のあつかいが厳

しくなる。

　未成年者の権利や義務などの観点から，未成年

者を対象とするさまざまな法律の規定の意味を今

一度確認し，これからもその是非や，改革のあり

方について，自分自身のこととして考えていく必

要がある。

成年者とどこが違う？
●

未成年者と法
●
日本では2022年4月以降18歳未満は未成年
者とされ，法的関係において成年者（成人）
とは異

こと

なる扱いを受けています。それはどの
ような意味をもつのでしょうか。

Q少年事件の手続き（14歳以上の場合）Qおもな国の法定年齢

家庭裁判所

少年院

保護観察

児童自立支
援施設など
に送致

少年審判
（少年鑑別
所に収容）

（拘置所な
どに収容）

検
察
官

刑事裁判

懲役・禁錮

警察

犯罪少年

地方裁判所

［14歳以上］

検察

捜査 逆送致

（刑事
  処分）

（保護処分）

起訴

私法上
の成年 結婚 飲酒 選挙権 被選挙権

アメリカ 18歳＊2 18歳＊2 21歳 18歳
下院25歳
上院30歳

イギリス 18歳 16歳 18歳

喫煙

日本 18歳＊1 20歳 18歳18歳＊1
衆議院25歳
参議院30歳

20歳

18歳＊2

18歳 18歳

ドイツ 18歳 18歳 18歳＊318歳 18歳 下院18歳

下院18歳

中国 18歳
男性22歳
女性20歳

18歳18歳 18歳 18歳

＊1 2022年 4月以降
＊2アメリカは州によって異なる（表中はカリフォルニア州のもの）
＊3ただしビールなどは 16歳といった例外がある
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第3章　現代社会と法　109

未成年についてのさまざまな規定

　未成年者がアパートなどを借りたり，お

金を借りたり，不動産や車を買ったりする場合な

どの契約には親権者等の同意が必要であり，同意

を得ずに行った法律行為は親権者などによって取

り消すことができる。このように民法では未成年

者の財産行為は制限されている（制限行為能力者）。

また，結婚については男性は18歳以上，女性は

16歳以上でなければならず，未成年者の結婚に

は父母の同意が必要であると定められている。な

お，未成年者は結婚によって成年に達したものと

され，財産行為について親権者等の同意は不要と

なる。ただし，成年とみなされるのは民
みん

法
ぽう

などの

私
し

法
ほう

領域のみに限られ，未成年者喫
きつ

煙
えん

禁止法や未

成年者飲酒禁止法などの法律には適用されない。

刑事上などでの取り扱い

　少年法は，少年（20歳未満）の犯罪につい

て規定している。成人に対する裁判とは異なり，

少年の保護・更
こう

生
せい

の観点から，原則として家庭裁

判所で審判が行われる。家庭裁判所裁判官は，少年，

保護者，家庭裁判所調査官などの意見を聞き，再

犯防止や更生に向けての処分を行う。しかし，殺人

事件や強
ごう

盗
とう

致
ち

死
し

事件などでは検察官に戻され（逆
ぎゃく

送
そう

致
ち

），成人と同じ刑事裁判を受ける場合もある。

　刑事上のもの以外では，児童の就労や満18歳

未満の年少者の深夜業の原則禁止など労働に関す

るもの（労働基準法）や，運転免許年齢に関するも

の（道路交通法），未成年者の営業（民法では親権

者などから営業を許されれば成年と同じ行為能力

をもつとされる）などに特別の規定がある。

「18歳」になること　選挙権年齢が満18歳以上に引き下げら

れ，国政選挙や地方選挙，憲法改正の国民投票な

どができるようになった。ただし，裁判員や検察

審査会の審査員は20歳未満の者はなることができ

ない
（→p.108）

。また，2018年に民法が改正されて，2022

年4月からは民法上の成年年齢が18歳に引き下げ

られ（18歳未満が「未成年者」となる），男女の婚
こん

姻
いん

開始年齢も18歳となる。なお，現在，少年法の適

用年齢の引き下げについても議論されている。

　未成年者の権利や義務などの観点から，未成年

者を対象とするさまざまな法律の規定の意味を今

一度確認し，その是非や，改革のあり方について，

自分自身のこととして考えていく必要がある。

成年者とどこが違う？
●

未成年者と法
●
日本では20歳未満は未成年者とされ，法的
関係において成年者（成人）とは異

こと

なる扱い
を受けています。それはどのような意味をも
つのでしょうか。

Q少年事件の手続き（14歳以上の場合）Qおもな国の法定年齢

家庭裁判所

少年院

保護観察

児童自立支
援施設など
に送致

少年審判
（少年鑑別
所に収容）

（拘置所な
どに収容）

検
察
官

刑事裁判

懲役・禁錮

警察

犯罪少年

地方裁判所

［14歳以上］

検察

捜査 逆送致

（刑事
  処分）

（保護処分）

起訴

私法上
の成年 結婚 飲酒 選挙権 被選挙権

アメリカ 18歳＊2 18歳＊2 21歳 18歳
下院25歳
上院30歳

イギリス 18歳 16歳 18歳

喫煙

日本 20歳＊1 20歳 18歳
男性18歳
女性16歳＊1

衆議院25歳
参議院30歳

20歳

18歳＊2

18歳 18歳

ドイツ 18歳 18歳 18歳＊318歳 18歳 下院18歳

下院18歳

中国 18歳
男性22歳
女性20歳

18歳18歳 18歳 18歳

＊1 2022年 4月より18歳
＊2アメリカは州によって異なる（表中はカリフォルニア州のもの）
＊3ただしビールなどは 16歳といった例外がある
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第3章　現代社会と法　109

未成年についてのさまざまな規定

　未成年者がアパートなどを借りたり，お

金を借りたり，不動産や車を買ったりする場合な

どの契約には親権者等の同意が必要であり，同意

を得ずに行った法律行為は親権者などによって取

り消すことができる。このように民法では未成年

者の財産行為は制限されている（制限行為能力者）。

ただし，成年とみなされるのは民
みん

法
ぽう

などの私
し

法
ほう

領

域のみに限られ，未成年者喫
きつ

煙
えん

禁止法や未成年者

飲酒禁止法などの法律には適用されない。

刑事上などでの取り扱い

　少年法は，少年（20歳未満）の犯罪につい

て規定している。20歳以上に対する裁判とは異

なり，少年の保護・更
こう

生
せい

の観点から，原則として

家庭裁判所で審判が行われる。家庭裁判所裁判官

は，少年，保護者，家庭裁判所調査官などの意見

を聞き，再犯防止や更生に向けての処分を行う。

しかし，殺人事件や強
ごう

盗
とう

致
ち

死
し

事件などでは検察官

に戻され（逆
ぎゃく

送
そう

致
ち

），20歳以上と同じ刑事裁判を受

ける場合もある。

　刑事上のもの以外では，児童の就労や満18歳

未満の年少者の深夜業の原則禁止など労働に関す

るもの（労働基準法）や，運転免許年齢に関するも

の（道路交通法），未成年者の営業（民法では親権

者などから営業を許されれば成年と同じ行為能力

をもつとされる）などに特別の規定がある。

「18歳」になること　選挙権年齢が20歳から満18歳以上に

引き下げられ，国政選挙や地方選挙，憲法改正の

国民投票などができるようになった。ただし，裁

判員や検察審査会の審査員は20歳未満の者はなる

ことができない
（→p.108）

。

　また，2018年に民法が改正されて，2022年4

月からは民法上の成年年齢が20歳から18歳に引

き下げられ（18歳未満が「未成年者」となる），男女

の婚
こん

姻
いん

開始年齢も18歳となる。さらに，少年法も

改正され，逆送致の対象事件の拡大や，実名報道

の解禁など，18，19歳の少年犯罪のあつかいが厳

しくなる。

　これからも未成年者の権利や義務などの観点か

ら，未成年者を対象とするさまざまな法律の規定

の意味を今一度確認し，その是非や，改革のあり

方について，自分自身のこととして考えていく必

要がある。

成年者とどこが違う？
●

未成年者と法
●
日本では2022年4月以降18歳未満は未成年
者とされ，法的関係において成年者（成人）
とは異

こと

なる扱いを受けています。それはどの
ような意味をもつのでしょうか。

Q少年事件の手続き（14歳以上の場合）Qおもな国の法定年齢

家庭裁判所

少年院

保護観察

児童自立支
援施設など
に送致

少年審判
（少年鑑別
所に収容）

（拘置所な
どに収容）

検
察
官

刑事裁判

懲役・禁錮

警察

犯罪少年

地方裁判所

［14歳以上］

検察

捜査 逆送致

（刑事
  処分）

（保護処分）

起訴

私法上
の成年 結婚 飲酒 選挙権 被選挙権

アメリカ 18歳＊2 18歳＊2 21歳 18歳
下院25歳
上院30歳

イギリス 18歳 16歳 18歳

喫煙

日本 18歳＊1 20歳 18歳18歳＊1
衆議院25歳
参議院30歳

20歳

18歳＊2

18歳 18歳

ドイツ 18歳 18歳 18歳＊318歳 18歳 下院18歳

下院18歳

中国 18歳
男性22歳
女性20歳

18歳18歳 18歳 18歳

＊1 2022年 4月以降
＊2アメリカは州によって異なる（表中はカリフォルニア州のもの）
＊3ただしビールなどは 16歳といった例外がある
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